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①伐期に達 した高令 ・大径林 を選定する。

②その林分の結実豊作年をあらかじめ判定する。

⑥その林分の種子落下後,適 切な時期と方法により種子覆土を施行する。

④種子覆土終了後から稚苗発生前までにその林分を皆伐 し,伐 採木の搬出を完了する。

⑤皆伐の翌年,そ の伐採跡地に密立状態の稚苗を発生 させる。

⑥その密立状態の稚苗を,上 層林冠がっねに単層一斉状態であるように配慮 しながら生長

させて壮令期以後に上層間伐を施行 し,伐 期において高令 ・大径林を造成する。

なお,伐 期に達 した林分を選定するにあたっては,ミ ズナラの結実豊作年が4～5年 に

一回であることを考慮して,伐 期令は基準的伐期令を決定 し,適 用段階においてはその前

後で5年 程度の幅をもたせることを前提 とする。ただし,そ の基準伐期令の検討について

は今後の研究段階にゆずることにし,第1章 第3節 における内容から判断して,本 研究に

おいては,基 準伐期令を150年 に定め,以 下これを前提 とする。

第3章 作 業 法 に関す る実 証的 研究

第2章 が作業法に関する理論的研究であるのに対 して,本 章は作業法に関する実証的研

究であり,そ の内容はつぎのように2分 される。すなわち,ま ずはじめは基礎研究の見地

から,ミ ズナラの特性に関する各種の試験 ・調査の結果を明らかにし,そ れについて育林

技術上の観点から考察 したものである。つぎは,理 論的に選定されたミズナラ構造材林造

成を対象 とした基本的作業法の適用に関する応用研究であって,ミ ズナラの構造 材林を一

定の単位林分に造成する過程において必要 と認められる個々の育林手段について試験 し,

その結果にもとついて,ミ ズナラ構造材林造成の全過程にわたる育林技術体系を考察 した

ものである。

1基 礎 研 究

ミズナラの特性に関する試験 ・調査は,ミ ズナラの構造材林造成の育林技術と密接な関

連性のある特性のみに限定するものとして,ミ ズナラに関する林分結実量 ・種子の発芽 ・

種子散布 ・上木庇陰下における稚苗の生育 ・稚苗の根系 ・稚幼期の密立林分における優勢

木 ・林分の生長推移の7項 目を対象とし,得 られた結果 については,主 として育林技術上

の観点から考察を試みたものである。

iミ ズナラの林分結実量

まず,ミ ズナラの林分結実量の林令による変化を調査することによって,ミ ズナラ林の

種子生産力 と林令の関係を明らかにし,ミ ズナラの主伐期前後の林分におけるha当 りの

結実量を推定するとともに,あ わせて結実量の年次別変化および種子落下時期を調査する

ことによって,更 新技術に関する基礎資料を収集する。

(1)調 査方法

調査の対象林分は,予 備調査結果45>で示 したとおりであって,結 実開始期から主伐期前

後までの8林 分である。調査期間は,1966～1969年(た だし,1966年 は予備調査)の4年

間で,1967～1969年 においては,毎 年種子の落下開始時から終了時まで3回 の調査を10日

間隔を基準として行なった。



なお,各 調査林の結実量調査は,予 備調査の場合と同様にして,種 子捕集箱(1m2)を

各調査林分に5m間 隔で10個 ずつ設置して行なった。

(2)調 査結果および考察

各調査林の種子捕集箱に落下 した種子数の調査結果から,林 分結実量を推定 し,ha当

りに換算 して林令 とともに総括 して示すと表一3・1のとおりである。

表 一3・1林 分 結 実 量(ha当 り ・1000個)

國1)林 令 は,1966年 現在。

2)1966年 の結実量 は,予備調査であるか ら,落下時期別の調査 は実行 していないので,全 結実量

である。

1)結 実 の 豊 凶 性

調 査 結 果 に もとつ い て,調 査 日 す な わ ち種 子落 下 時期 を 考慮 せ ず,各 調 査 林 の 年 問総 結

実 量 を年 次 ご と に示 す と 図一3・1の とお りで あ り,年 次 ご とに は ほ ぼ 一 定 の 変 動 が み られ

る 。 す な わ ち,林 令 が26年 と30年 の 調 査 林 で は,結 実 量 の変 動 は 小 さい が,36年 以 上 の

調 査 林 の 結実 状 態 をみ る と,林 令 の増 加 と と もに 変 動 が 大 き くな って,多 少 の 差 は あ る

が,第1年 次 と第3年 次 は 結 実 量 が 少 な く,第4年 次 は 多い か ら,前 二 者 を 凶 作 年,後 者

を豊 作年 とみ な し,第2年 次 を平 作 年 と して さ しつ か え あ る まい 。

一一般 に
,林 木 の結 実 量 は種 々 の 要 因 に よ って 左 右 され る が,開 花 期 の気 象 条 件,こ とに

春 の晩 霜 あ るい は異 常 低 温 に大 き く影 響 され る46)とい わ れ て い る。 実 際 に,調 査 林 選 定 中

の1965年 に は,5月27日 に調 査 林 所 在 地 方 に強 い 晩 霜 が あ り,結 実 量 は皆 無 の状 態 で あ っ

た こ とか ら も充 分 首 肯 され る。 しか し,1966～1969年 の 間 に おい て は,調 査 林 の所 在 地 方



に春 期 の強 い 晩 霜 お よび極 度 の異

常 低 温 もな く,年 問 を通 じて ほ ぼ

同 様 な気 象 条 件 下 に あ っ た とい え

るか ら,図 一3・1の結 果 は,ミ ズ ナ

ラ固 有 の結 実 豊 凶 性 に も とつ く も

の で あ る と判 断 され る。

と ころで,図 一3・1に示 され た結

実 状 況 が ミズ ナ ラ の結 実 豊 凶性 の

一 周 期 で あ るか ど うか を判 断 す る

こ と は,調 査 期 間 が短 い か ら不 可

能 で あ る。 わ が 国で は,ミ ズ ナ ラ

の 結 実 豊 凶 の周 期 に つ い て 調査 さ

れ た例 は ない が,ド イツ で は,図

一3・246)に示 す よ うに,20年 間 にわ

た って 調 査 され て お り,Oakは ド

イ ツの 北 ～ 中 部 地 方 で,普 通5～

6年 で 豊 作 年 が 繰 返 され る と して

お り,ま た ア メ リカで は,1910～

1920年 の 調 査 結 果 か ら,高 木 性 の

Oakは2～3年 で 豊 作 年 が くる46)

と推 定 され て い る。

わ が 国 にお け る ミズ ナ ラの 結 実
図一3・1林 分結実量と年次の関係

豊
実
年
に
対
す
る
%

年 次

図一3・2ド イ ツ北 ～ 中部 地 方 の ナ ラ(Oak)の 豊凶 性

豊 凶 性 について は,さ ら に今 後 の長 期 に わ た る調査 結 果 に よ っ て判 断 しな け れ ば な ら ない

が,以 上 の諸 点 を考 慮 す る と,図 一3・1の結 果 か ら は,少 な く と もつ ぎの よ うな こ とが推 測

され る。

① 林 令 が 高 くな る に つれ て,年 次 ご との 結実 の豊 凶 の 差 が 大 きい こ と。



②毎年,多 量の種子が生産 されることはなく,少 なくとも4～5年 以上に一回の周期で豊

作年が繰返 されること。

③豊作年および平作年の翌年は,凶 作年になる傾向があること。

以上の調査結果から,更 新期 において密立更新樹を確保 しなければならないことを考慮

すると,技 術的には,原 則 として,更 新伐は豊作年に実行すべきであり,少 なくとも4～

5年 以上に一回の割合で実行する結果となる。それにともなって,伐 期令は,基 準的に決

定されるとしても,現 実の技術施行段階においては,そ の基準伐期令の前後で相当の幅す

なわち10年程度の幅をもたせるべきである。また,凶 作年においても,そ の前年の豊作年

あるいは平作年の種子を貯蔵する方法が研究開発されれば,そ れらの貯蔵種子を活用 した

人工播種により,伐 採更新を実行することも全 く不可能ではない と予想 される。

2)林 令による林分結実量の変化

図一3・1をみると,結 実の豊凶によって,林 令 と林分結実量の間には異なった傾向が認め

られる。すなわ ち,1967年 の平作年 と1969年 の豊作年においては,林 令が高 くなるにつれ

て,林 分結実量はほぼ増加 している傾向が認められるのに対 して,1966年 と1968年 の凶作

年においては,林 令と林分結実量の間には一定の傾向は認められない。 この結果は,豊 作

年ないしは平作年においては,一 定の林分に潜在 している本質的な種子生産力が発揮 され

やすく,凶 作年ではそれが発揮 されえない ことによるものと考えられる。 したがって,林

令にともなう林分結実量の変化を的確に把握するためには,一 定の林分の種子生産力が完

全に発揮 されていると考えられる豊作年の結果を用いることが適当であろう。

そこで,表 一3・1の1969年の豊作年における各調査林の全林分結実量を,1969年 現在の林

令 と対比 して示すと図一3・3のとお りである。この結果は,各 林令ない しは各令級の調査林

が少なく,こ とに60～130年 の林分結実量が明らかでない上,さ らにわずか1回 の豊作年

の結果であるから,今 後の豊作年の結果を検討 しなければ的確な判断はできないが,つ ぎ

のような傾向は認められるものとしてさしつかえあるまい。すなわち,ミ ズナラの結実開

始期と考えられる30年生前後から40年生前後までの増加率は40年生以上の場合 と比較 して

い く分大きいようであるが,概 括的にみると,林 令が高 くなるのにともなって,ミ ズナラ

の林分結実量は増加する傾向があるということである。

図一3・31969年(豊 作年)に おける林分結実量と林令の関係



した が って,密 立 更 新 樹 を確 保 す る た め に,で きる だ け 多量 の種 子 を活 用 しよ う とす る

な ら ば,天 然 下 種 の 更 新伐 は 高 令 林 を対 象 と して実 行 され るべ きで あ る。 そ れ に と もな っ

て,必 然 的 に ミズ ナ ラ構 造 材 林 の 造 成 に おい て は,こ の よ うな観 点 か ら も,長 伐 期 を採 用

す べ きで あ る と考 え ら れ る 。

3)主 伐 期 前 後 の林 分 結 実 量

更 新 技 術 ない しは林 分 の 造 成 に,実 際 上,重 要 な関 連 性 を もつ もの は主 伐 期前 後 の林 分

の 結 実 量 で あ ろ う。 本 調 査 に お い て は,135年 と132年 の第7,第8調 査 林 が そ れ に相 当 す

る。 そ こで,こ の2林 分 の結 実 量 に つ い て,図 一3・1にも とづ き検 討 して み た い 。

両 林 分 は,林 令 に お い て は わ ず か の 差 にす ぎ ない が,結 実 量 にお い て は大 き な差 が あ る。

林 分 の 結 実 量 は,林 令 の み な ら ず,そ の 林 分 の おか れ てい る種 々 の立 地 条 件 に大 き く左 右

され るか ら,ほ ぼ同 林 令 で あ っ て も,結 実 量 に差 異 を生 じる こ とは 当然 で あ ろ う。 そ の 差

を 年 次 別 にみ る と,凶 作 年 の1968年 以 外 は,第7調 査 林 が 第8調 査 林 よ り も相 当 多 い か ら,

種 子 生 産 力 は前 者 が 後 者 よ り もす ぐれ て い る とい え よ う。 調 査 林 の個 数 も少 な く,ま た短

期 間 の 調 査 で あ るか ら,そ れ ぞ れ林 分 の種 子生 産 力 が132～135年 生 の ミズ ナ ラ林 と して

は,ど の 程 度 の 地 位 に あ る ものか は判 断 で きな い 。 しか し,少 な く と も,135年 生 前 後 の ミ

ズ ナ ラ林 は,両 林 分 の 結 実 量 を上 限,下 限 とす る範 囲 の 種 子 を生 産 し うる もの と考 え て さ

しつ か え な い 。

した が って,主 伐 期 前 後 の林 分 結 実 量 は,凶 作 年 にお い て は,1966年 と1968年 の結 果 を

合 わせ て考 慮 す る と,ha当 り1～5万 個,平 作 年 に おい て はha当 り17～28万 個,豊 作 年

に お い て は29～38万 個 の範 囲 で あ っ て,も ちろ ん これ らの 範 囲 よ り も,多 量 あ るい は少 量

の 場 合 もあ り うる とい え る。 こと に,豊 作 年 に お い て は,き わ めて 多 量 の 種 子 が生 産 され

る こ とは注 目す べ きで あ る。

した が って,こ れ らの 種 子 を地 表 処 理 ・種 子 覆 土 な どの補 助 的育 林 手 段 の 施 行 に よ っ て

有 効 に活 用 す れ ば,豊 作 年 に おい て天 然 下 種 更 新 に よ り密 立 更 新 樹 を確 保 す る こ とは可 能

で あ る と考 え ら れ る。

4)種 子 落 下 時期

表 一3・1の1967～1969年 に お け る調

査 結 果 を,調 査 日す なわ ち種 子 落 下

時 期 別 に み る と,部 分 的 に は異 な っ

た傾 向 が み られ るが,大 部 分 は10月

1日 現 在 の落 下 種 子 量 が最 も多 く な

っ てい る。 そ の状 況 を,年 次 ご とに,

全 調 査 林 を総 括 して,調 査 日別 に全

落 下 種 子 量 に対 す る比 率 と して 表 わ

す と図 一3・4のとお りで あ る。

図 一3・4に 示 され た 種 子 落 下 状 況

は,3年 間 の結 果 で あ るが,同 時 に

豊 作 年 ・平 作 年 ・凶 作 年 の一 年 次 ず

つ の 結 果 で もあ る。 この よ うな観 点 図一3・4各 年次における調査 日別の種子落下率



からみると,豊 作年 と平作年 とはほぼ同様な傾向を示すが,凶 作年は前二者 と異なった傾

向を示 している。 もちろん,種 子落下の現象は,そ の期間の気象条件などによって大きく

左右 されるから,こ の傾向は,豊 凶その ものの差ではなく,他 の要因に起因した ものか も

しれない。 しかし,1967～1969年 における種子落下時期の9～10月 には,暴 風などの異常

な気象変動はなく,ほ ぼ同様 な条件下にあったと判断 されるから,図 一3・4の傾向は,豊 凶

の差そのものによるものとしてさしつかえあるまい。

ところで,凶 作年の結果は,更 新技術ない しは林分の造成に関する基礎資料 としては重

要性が大 きくないので,豊 作年および平作年の結果について検討をすすめることにする。

一般に,ミ ズナラ種子は,調 査観察によると,9月 に入ると落下が始 まり,し だいにその

量が増加 して,10月 に入 るとしだいに減少 し,10月10日 頃までには完全に落下 し終わるよ

うである。それを数量的にみると,図 一3・4から豊作年,平 作年とも,基 準的には,9月 中

旬 までに全結実量の約25%,9月 下旬までには約75%が 落下 し終 り,残 りの約25%が10月

上旬 までには落下 し終 るという結果となった。 したがって,最 も多量の種子が落下する期

間は9月 下旬であ り,そ の量は全結実量の約50%で ある。

したがって,豊 作年における天然下種更新の地表処理 ・補播 ・種子覆土 ・更新伐などの

更新技術の実行時期は,こ のような種子落下時期を充分配慮 して決定 しなければならない。

iiミ ズナラ種子の発芽

母樹林の林令 によって,そ の林分で生産された ミズナラ種子の発芽力にどのような差異

を生 じるかを明らかにして,ミ ズナラの主伐期前後の林分で生産された種子の発芽率(こ

こでは稚苗発生率)を 推定するとともに,発 芽力持続性について考察を試みる。なお,種

子落下時期 と発芽力の関係および発根 ・稚苗発生の時期を明らかにして更新技術に関する

基礎資料 もあわせて収集する。

(1)試 験方法

本章第1節 の林分結実量のところでのべたように,凶 作年ない し平作年においては,一

定の林分の種子生産力が充分に発揮 され得ず,豊 作年においてそれが最 も発揮 されやすい

傾向があるものと考えられる。 したがって,一 定の林分によって生産 された種子の発芽力

についても同様な傾向があるものと考えられるから,母 樹林の林令にともなう種子発芽力

の変化を的確に把握するためには豊作年の種子を用いるべきであると考えられる。そこで,

豊作年 とみなされる1969年 秋の種子を用いることにし,そ の種子によって発芽力の持続性

および種子落下時期 と発芽力の関係を明らかにすることにする。なお,ミ ズナラ種子の発

根 ・稚苗発生の時期については,前 述の1969年 秋の種子のみを対象とせず,既 往の ミズナ

ラ林下における種子の発根 ・稚苗発生の状態を観察 した結果によって明らかにする。

つ ぎに,1969年 秋の種子を採集 した林分は,本 章第1節 における林分結実量調査林であ

って,そ のうち,第1調 査林(1969年 現在30年 生)お よび第Ⅱ調査林(1969年 現在34年 生)

の2林 分は,他 の6調 査林に比較して結実量が少ないので除外 し,第 皿～Ⅲ調査林の種子

を用いることにした。

2)発 芽力検定方法

発芽力の検定方法は,室 内実験ではなく,圃 場試験によるものとし,九 州大学北海道演

習林の苗畑に実際に播種 して 翌年の稚苗発生本数によって検定 し,発 芽力を稚苗発生率



(%)で 示 す こ とに した。 な お,播 種 時 期 は,林 分 結 実 量 の 調 査 日(9月21日 ・10月1日

・10月11日 の10日 間 隔 で3回)に した が い,そ れ ぞれ その 翌 日 と した。 した が って,稚 苗

発 生 率 は,特 別 の処 理 を施 さず,採 りま きの 状 態 で の もの で あ る。

つ ぎに,供 試 用 種 子 は,調 査 目的 が 天 然 下 種 更 新 に関 す る基 礎 資料 の収 集 で あ る点 を考

慮 して,各 林 分 の 種 子 捕 集 箱 に落 下 した もの す べ て を 対 象 と し,優 良 種 子 の み を選 別 せ ず,

ま た播 種 数 の規 制 も しな か った 。 したが っ て,林 令 別 ・種 子 落 下 時 期 別 の播 種 数 は,本 章

の 表 一3・1に お け る1969年 の 結実 量 と同 数 で あ っ て,12～249個 で 大 きな差 異 が あ る。 しか

し,一 部 を除 い て は相 当 の播 種 数 と な って い るか ら,発 芽 結 果 の検 討 に は ほ とん ど支 障 は

ない とみ な され る。 な お,種 子 は鳥 獣 の食 害 を 防 止 す るた め,地 表 面 下5cmに 埋 込 ん だが,

これ は ま た種 子 覆 土 が な され た 場 合 の稚 苗 発 生 率 で あ る こ とを意 味 して い る。

(2)試 験 結 果 お よび 考 察

播 種 した翌 年 の1970年7月 中 旬 に,ミ ズ ナ ラ稚 苗 の発 生 本 数 を調査 し たが,そ の 結 果 を

林 令 別 ・落 下 時 期 別 に播 種 数 に対 す る稚 苗 発 生 本 数 の比 率 す な わ ち稚 苗 発 生 率(%)で 示

す と表 一3・2の とお りで あ る。

表一3・2結 実豊作年の種子の翌年 における稚苗発生率(%)

林 令 は,1969年 現 在 。

1)母 樹 林 の林 令 と発 芽 力 の 関 係

表 一3・2に お け る母 樹 林 の林 令 別 の 発 生 率 平 均 値 を 図示 す る と図一3・5の とお りで あ る 。

この 結 果 に よ る と,林 令 に と もな う発 生 率 の 変 化 は きわ め て小 さい もの と推 測 され る。 そ

こで,母 樹 林 の 林 令 と発 生 率 の 間 には一 次 の 回帰 式 が 成 立 す る もの と想 定 し,最 小 自乗 法

に よ って そ れ を求 め る と(3・1)式 の とお りで あ り,回 帰 の 有 意 性 を検 定 した と ころ,表 一3

・3に 示 す よ うに
,回 帰 性 は な い こ とが わ か っ た。

y=46.826-0.022x(y:発 生 率%,x:林 令)(3・1)

図一3・5豊 作年 における母樹林の林令 と稚苗発生率の関係



表 一3・3回 帰(3・1式)の 有 意 性検 定

したがって,図 一3・5にみられるように,60～120年 生の林分の結果が不明であるから即

断は危険であるが,概 括的には,ミ ズナラ種子の発芽力は約40～140年 生の母樹林の範囲

においては,母 樹林の林令によって変化せずほぼ一定であると認められ,そ の発芽率は約

45%で あると推定される。

2)主 伐期林分に発生する稚苗本数の推定

以上の結果から,豊 作年における主伐期前後の ミズナラ林分の林面に落下するすべての

ミズナラ種子を対象とした場合の稚苗発生率は約45%と 推定 されることになる。そこで,

すでに明らかにした豊作年における主伐期前後の林分の林面に落下する総種子数を考慮 し

て,翌 年の稚苗発生本数を推定 してみることとする。

まず,発 芽力を有するすべての種子から稚苗が発生するものとすれば,ha当 り13万 本

(29万個×45%)～17万 本(38万 個×45%)と い うきわめて多量の稚苗発生が期待できる。

しかし,現 実には,ミ ズナラ種子は野鼠 ・リス ・カケスなどの鳥獣の食害におかされやす

いから,種 子覆土を施行 したとしても一部は食害におか されるものとして,発 生率を10%

低下させ,約35%と 仮定すれば,ha当 り10万本(29万 個×35%)～13万 本(38万 個×35%)

となる。

したがって,実 際上,豊 作年の翌年には,主 伐期前後の林分の林面には,ha当 り約10～

13万 本の稚苗発生の可能性があるものと推測される。ただ し,45%お よび35%の 発生率は,

あくまでも地表面下5cm程 度に ミズナラ種子を埋込んだ場合であることが 前提であるか

ら,現 実には,な んらかの方法により,適 当な時期に種子覆土を施行 した場合に,こ の程

度の稚苗発生が期待されるということを充分考慮しておかねばならない。

3)種 子落下時期 と発芽力の関係

表一3・2における種子落下時期別の平均発生率をみると,9月20日 以前に落下 した種子の

発生率が最も低 く約28%で,9月 下旬の場合は49%,10月 上旬の場合は59%で あり,落 下

時期がおくれた種子ほど発生率が大きくなる傾向が認められる。実際の観察によると,9

月20日前に落下した種子には虫害におかされているものが比較的多くみられたので,そ の

結果が発生率に影響しているものと考えられる。

本章第1節 ですでに明らかにしたように,9月 中旬までに落下する種子数は全結実量の

約25%で あり,し かもその発生率は以上にのべたように約28%に すぎないことを考慮する

と,9月 中旬 までに落下した種子は ミズナラの天然下種更新の成否にあまり大きく影響せ

ず,9月 下旬以降の落下種子に影響されるところが大きい ものと考えられる。

したがって,種 子覆土においては,い うまで もなく,発 芽力をもった種子をできるだけ

多く覆土することを目的とすべきであるから,そ の覆土の施行時期は,す でにのべた時期

別の種子落下量 と後述する鳥獣の食害による定着種子減少量を考慮するとともに,こ こで



のべた種 子の落下時期別の稚苗発生率などを総合的に検討 して決定 しなければならない。

4)発 芽力の持続性

播種 した翌年の7月 中旬に,ミ ズナラ稚苗の発生本数を調査する際,種 子が埋蔵 されて

いる地点であるにもかかわらず,そ の床面に稚苗が発生 していない ところをすべて掘起 し

て埋蔵種子の状態を調査 した結果,発 芽 していない種子はすべて腐敗 していることが判明

した。 したがって,あ る年の秋に落 下したミズナラ種子は,そ の翌年に,発 芽力のあるも

のはすべて発芽 し,発 芽 していないものはすべて腐敗 しており,発 芽力がありながら発芽

していない という種子はないものと考えられる。

この結果から,ミ ズナラ種子の発芽力持続性は,母 樹林の林令および種子落下時期のい

かんにかかわらず,一 年限りであると認められる。したがって,2年 以上にわたって地中

に埋蔵 されていた ミズナラ種子を,ミ ズナラの天然更新に活用することは不可能であると

考えられる。

5)発 根の時期

ミズナラ林の林面に落下 した ミズナラ種子は,観 察によると地表面に定着 した状態にお

いては,落 下後10～20日 間で発芽(発 根)す る場合がある。松井ら47)の圃場試験の結果に

よると,播 種後17日 目で初生根が1～8cm,平 均4.5cm伸 長 したと報告 している。 しか し,

数年間にわたる観察の結果によると,ミ ズナラ種子の発根の現象ないしは初生根の伸長程

度はその年の気象条件によって異なるものと推測 され,林 面に落下したミズナラ種子は,

秋のうちに,す べてない しは大部分が発根するとは限らず,ま た発根 したとしても,そ の

初生根の伸長程度にはきわめて大きな差異があることが認められた。

したがって,ミ ズナラ種子は,林 床に落下後秋のうちに,発 根している種子数あるいは

伸長 している初生根の長 さは諸条件によって一定ではないが,い ずれにして も更新技術の

観点からは発根 しているとい うことを前提 とし,そ の点を種子覆土の施行の際に充分考慮

すべきであって,す でに伸長 している初生根をなるべく損傷しないような適切な方法を用

いるべきであると考えられる。

6)稚 苗発生の時期

ミズナラ種子からの稚苗発生は,数 年間にわたる調査 ・観察によると,立 地条件によっ

て も異なるが,原 則 としては種子落下の翌年5月 下旬からはじまり,7月 中旬までにはほ

ぼ完了するものと認められる。なお,種 子が地中に埋蔵されている場合は,そ の埋蔵深度

によって稚苗発生の時期が異なり,深 いほど発生がおくれる傾向が認められる。

したがって,天 然下種更新における ミズナラ上木の更新伐すなわち伐採搬出,あ るいは

その後の伐採木の末木枝条の整理を施行するにあたっては,発 生した稚苗を損傷 しないよ

うにするために,少 なくとも5月 中旬 までに完了することがのぞましい。また,稚 苗の発

生状態によっては補植が必要 となることが予測 されるが,そ の補植の施行時期は,稚 苗発

生がほぼ完了 した7月 の上～中旬になるものと考えられる。

iiiミ ズナラの母樹林分からの種子散布

1967～1969年 の3年 間にわたる調査によって,ミ ズナラ種子が母樹林からどの程度の距

離 まで散布 されるかを明らかにし,側 方天然下種更新法が ミズナラの更新法 として採用で

きるかどうかを考察するとともに,各 年次においては,ミ ズナラ種子の落下開始時から終



了 時 まで の 間 に10日 間 隔 で3回 の調 査 を行 ない,実 際 に林 床 に散 布 され た種 子 量 が,鳥 獣

の 食 害 を う け なが ら,ど の よ う に増 減 して ゆ くか を明 ら か に す る こ とに よ っ て,更 新 技 術

に 関 す る基 礎 資 料 を あわ せ て収 集 す る。

(1)調 査 地 の概 況

調 査 地 は,九 州 大 学 北 海 道 演 習 林 第9林 班 の小 尾 根 に成 立 してい る高 令 林 を母 樹 林 分 と

み な し,そ の 一 斜 面 方 向 に緩 傾 斜 地(5。)・ 中傾 斜 地(15。)・ 急 傾 斜 地(25。)を そ れ ぞ れ

1個 所 ずつ 選 定 して 設 定 した もの で あ る。

各 傾 斜 地 に おい て は,幅5m,長 さ18mの 範 囲 は,調 査 の正 確 容 易 を期 す る た め,鉱 物

質 土 壌 を完 全 に裸 出 させ,細 い 針 金 に よ っ て,幅1m,長 さ18m(予 備 調 査 の結 果 に よ っ

て 決 定)の 調 査 ベ ル トを5本 設 定 し,さ ら に1mご とに分 画 した 。 そ の状 況 を 図示 す る と

図 一3・6の模 式 図 の と お りで あ る。 な お,こ の範 囲 に は,各 傾 斜 地 と も,母 樹 林 分 以外 か ら

の ミズ ナ ラ種 子 が 飛 散 しない 程 度 に周 囲 の ミズ ナ ラ は すべ て伐 倒 した 。

図一3・6種 子散布調査地の設定状況の模式図

つ ぎに母樹林分は,い ずれ も135年 生前後でほぼ伐期に達 しているものと認められ,各

傾斜地内へ種子が飛散すると推測 される ミズナラ立木の本数は8～10本 で,そ の成立状態

は図一3・7に示すとおりであり,各 傾斜地におけるいずれの調査ベル トとも,母 樹林分に近

い方から5～6mま では樹冠下にある。なお,母 樹林分の林分構成は,い ずれの調査地の場

合 もほとん ど同様であって,平 均樹高は19～21m,平 均枝下高は6～7mで あ り,平 均胸高

直径は43～53cmで ある。

ところで,こ の地域の ミズナラ種子落下時期頃の主風方向は,南 ～南西であるが,図 一3

・6に示すとお り,各 調査地の間隔は100m前 後で,し かも調査ベル トの方向は一定で北東

である。 したがって,各 調査地の種子散布距離を比較検討する場合に,風 向との関係を考

慮する必要はなく,母 樹林分からの種子散布結果は,風 向に関 しては最 も有効な条件下で

調査 されたものである。
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図一3・7各 種子散布 調査地の母樹林分 の概況

(2)調 査 方 法

調 査 の実 行 方 法 は,各 傾 斜 地 に お け る5本 ず つ の調 査 ベ ル トご とに,さ ら に1mご とに

分 画 され た1m×1mの プ ロ ッ ト内 に散 布 され た種 子 数 を調 査 した 。 また,各 年 次 にお け る

調 査 時 期 は9月27日,10月7日,10月17日 の3回 行 な っ た。 た だ し,ミ ズ ナ ラ種 子 の林 分

定 着 状 況 を 明 らか に す る た め,調 査 後 に落 下種 子 を採 集 せ ず,そ の ま ま放 置 した 。 し たが

っ て,調 査 結 果 の落 下 種 子 数 は,母 樹 林 分 で生 産 され た種 子数 そ の もの で は ない 。

(3)調 査 結 果 お よ び考 察

各 傾 斜 地 に お け る1m×1mの プ ロ ッ ト内 に散 布 され た 種 子数 を,年 次 別 ・調 査 日別 ・距

離 別 に総 括 して示 す と表 一3・4のとお りで あ る 。 た だ し,各 傾 斜 地 と も5本 の 調 査 ベ ル トに

散 布 され た種 子数 に は,各 ベ ル トと も大 きな 差 異 は なか っ たの で,距 離 別 の 種 子 数 は5個

の プ ロ ッ トの1プ ロ ッ ト当 りの平 均 値 で 示 した もの で あ る。

1)調 査 日 と散 布 量 の 関 係

表 一3・4の結 果 を み る と,林 分 結実 量 で の べ た とお り,1968年 は凶 作 年 で あ り,各 傾 斜 地

と も9月27日 の散 布 量 は皆 無 で あ るか ら,主 と して1967年 と1969年 の 結 果 につ い て検 討 す

る。 そ こで,両 年 の結 果 を 各傾 斜 地 ご とに,距 離 を考慮 せ ず,各 調 査 日 ご と に散 布 量 を合

計 し,3回 の 調 査 日の合 計 値 に対 す る各 調 査 日の 比 率(%)を 算 出 して図 示 す る と図 一3・8

の とお りで あ る。 この結 果 に よる と,1967年 の中 傾 斜 地 で は,9月27日 か ら10月17日 まで

減 少 傾 向 を示 し,1969年 の 急傾 斜 地 で は逆 に増 加 傾 向 を示 してい る。 しか し,こ の二 者 以

外 で は,程 度 の差 は あ っ て も,9月27日 か ら10月7日 まで の 間 は 増 加 し,10月17日 にい た

る と逆 に減 少 して い る 。 また,表 一3・4の1968年 の 結 果 に おい て も,い ず れ の 傾 斜 地 で もこ

の よ うな傾 向 を 示 して い る。



表一3・4母 樹 林 分 か ら の 種 子 散 布 距 離(m2当 り ・個)
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図一3・8調 査 日別の林 地定着種子数の比率

　 しか る に,林 分 結実 量 の と こ ろで 明 ら

か な よ うに,種 子 の 落 下 量 か ら 考 え る

と,10月10日 頃 まで は種 子 の落 下 が続 く

か ら,散 布 量 も10月17日 まで しだ い に増

加 しな け れ ば な らな い とい え る。 そ れ に

もか か わ らず,実 際 に林 地 に定 着 して い

る種 子 数 は減 少 して い るか ら,こ の 結果

は ミズ ナ ラ種 子 が鳥 獣 の食 害 を う けて い

る こ とを示 して い る とみ な され る。実 際

に,散 布 量 の調 査 作業 中,プ ロ ッ ト内 で

野 鼠 ・リス ・カケ ス な どに よ って食 害 さ

れ た もの と推 測 され る種 子 が 多 くみ られ

た こ とか ら も,鳥 獣 の食 害 に よ って,散

布 種 子 が減 少 す る こ とは充 分 首 肯 され る。

　 そ こで,図 一3・8にも とづ き,実 際 に林

地 に定 着 す る ミズ ナ ラ種 子数 に つ い て概

括的にみれば,ミ ズナラ種子の落下期間中においては,中 期 まではほぼ増加するが,中 期

をすぎると必ず しも増加せず,む しろ鳥獣の食害によって減少する傾向があるとみなされ

る。 この ミズナラ種子の林地への定着推移は,種 子が地表面に裸出されたままの状態にお

ける結果であるから,種 子覆土などの補助作業を実施 しない場合は,豊 作年の多量の種子

によっても,翌年に密立更新樹を確保することには不安がともなう。調査 ・観察によると,

鳥獣の食害は種子を地表面に裸出させず,あ る程度の深 さに埋没 させることによってほぼ

防止できるもの と認められるから,適 当な時期 になんらかの方法により種子覆土を実行す

ることが密立更新樹の確保に好結果をもたらすと考えられる。

2)傾 斜度 と散布距離の関係

　表一3・4の結果をみると,地 床の傾斜度が大きいほど遠 くまで ミズナラ種子が散布される

傾向が認められる。 しか し,こ こで検討すべきことは,最 大散布距離ではなく,良 好な更

新成績が期待できる程度の種子が散布 される樹冠外の有効距離である。そこで,こ こでは,

すべての種子を対象 とした場合の発芽率45%を 考慮 して,基 準的にlm× ユmの プロット内

に20個以上の種子が散布 されている範囲を有効距離 と仮定して考察を試みることにする。

　表一3・4において,樹 冠外で20個 以上の種子がある範囲をみると,1967年(平 作年)お よ

び1968年(凶 作年)は 傾斜度 ・調査 日のいかんにかかわらず,樹 冠外には更新上の有効距

離はない とみなされる。 また,1969年(豊 作年)の 結果では,急 傾斜地のみに有効距離は

認められるが,そ の範囲は樹冠外4～6m程 度にすぎない。

　 したがって,ミ ズナラ種子の母樹林分からの更新上の有効散布距離は,結 実の豊凶 ・地

床の傾斜度のいかんにかかわらず,き わめて小 さいことがわかる。また,以 上の散布距離

は,主 風方向に関しても種子の飛散 に最も好条件下にある場合の結果であることも考慮す

ると,ミズナラの更新に側方天然下種更新法を採用することは合理的でない と考えられる。

iv　上木庇陰下におけるミズナラ稚苗の生育



ミズナラ上木の庇陰下において,発 生してから3年 の生育期間を経過 した ミズナラ稚苗

の生育状態を調査することによって,上 木の庇陰度とミズナラ稚苗の消失率,残 存生育稚

苗のうちの衰勢稚苗の占有率,お よび健全稚苗の伸長量の関係を明らかにし,更 新の観点

からミズナラ構造材林造成に対する漸伐天然下種更新法および択伐天然下種更新法の適用

可能性について考察を試みる。

ところで,林 分の庇陰状態を示す方法として,従 来は疎密度が多 く用いられている。 し

かし,庇 陰下における稚苗の生育状態を的確に把握するためには,疎 密度よりも樹冠を透

過 して射入する光線を も含めた林内の全陽光量によって庇陰状態を示 した方がより適切で

あると考えられる。そこで,こ こでは庇陰の尺度としては,照 度計により林内と裸地の照

度を同一時刻で測定し,裸 地の照度を100と する相対照度(%)で 表わすことにする。

(1)調 査方法

1)調 査地の設定方法

調査地は,1967年 に,30～40年 生の ミズナラうっ閉林分 ・ミズナラ疎開林分 ・裸地を山

腹斜面の上部と下部ごとにそれぞれ1個 所ずつ選定 し,そ れらを強庇陰地 ・弱庇陰地 ・無

庇陰地としたもので,計6個 所である。各調査地は,い ずれも10。以下の緩傾斜地であっ

て,そ の面積は20m2で ある。

6個 所の各調査地には,1967年 秋の同一母樹(推 定樹令約60年)の ミズナラ種子を,Ao

層 を除去したのち地表面下約1～5cmの 深 さに150粒 ずつ播種 し,翌1968年 発生 した ミズナ

ラ稚苗を生育調査の対象とした。なお,Ao層 をすべて除去 したのは,地 床植物の被圧に

よって,発 生したミズナラ稚苗が消失 し,上 木の庇陰のみによる効果を的確に把握するこ

とが困難になる危険があると判断し,地 床植物の発生を完全に防止するためである。

2)相 対照度の測定

相対照度の測定には,林 内庇陰下に用いる照度計(4万 ルックスまで測定できる東京前

川科学K・K製 マリスA型 照度計)4個 および裸地に用いる基準照度計(30万 ル ックスま

で測定できる東京芝浦電気K・K製SPI-5型 光電池照度計)1個 を用いた。

測定方法としては,1970年8月 上旬に,林 内の4調 査地の中央部に等間隔に林内用照度

計4個,裸 地に基準照度計1個 をそれぞれ水平にすえつけた後,測 定時刻を合図しつつ,

10～12時 の間に1分 ごとに30回(30分 間)測 定 した。なお,ほ ぼ無風状態の晴天および曇

天の日を選んで1日 ずつ測定し,両 者の測定値を平均 して,林 内庇陰下における相対照度

を算出した。

つぎに,各 調査地における相対照度の測定結果を示すと表一3・5のとお りであり,ミ ズナ

ラうっ閉林分および ミズナラ疎開林分 とも,山 腹の上部 と下部の調査地の差はきわめて小

さく,ほ ぼ同程度の庇陰下にあるものとみなしてさしつかえない。そこで,山 腹の上部お

表一3・5各調査地における相対照度(%)の 測定結果



よび下部の調査地 とも,相 対的にみて,う っ閉林分を強庇陰地,疎 開林分を弱庇陰地,裸

地を無庇陰地 とした。

3)稚 苗の調査方法

稚苗が発生してから3年 の生育期間を経過

した1970年10月 に,稚 苗の消失本数 を調査す

るとともに,残存稚苗の生育状態を調査 した。

残存稚苗の調査にあたっては,図 一3・9の模式

図に示すように,頂 軸が健全に伸長 している

健全稚苗 と頂軸が枯死し側芽が伸長 して生育

している衰勢稚苗 とにわけて生育本数を調査

し,健 全稚苗については苗高を調査 した。 図 一3・9稚 苗 の 分 類

(2)調 査 結 果

1968年7月 中旬 の発 生 当初 の本 数 と対 比 させ て,3年 経 過 後 の消 失 稚 苗 ・残 存 稚 苗 の平

均 苗 高 を総 括 して示 す と表 一3・6の とお りで あ る。

表一3・6稚 苗 の 消 長 と 平 均 苗 高

発 生 本i数は播 種 数150粒 に対 して18～36本 で,各 調 査 地 と も稚 苗 発 生 率 は12～24%で か

な り低 い が,こ こで は発 生 後 の生 育 と庇 陰 の 関 係 を 究 明 す る こ とが 目的 で あ るか ら,発 生

率 について は検 討 しない こ とに す る。 また,平 均 苗 高 も他 の 林 地 と比 較 す る とか な り劣 っ

てい る が,こ れ はAo層 を 除去 す る場 合 にA層 も多分 に 除去 され た た め,発 育 が 低 下 した

もので あ る と推 測 され る。 しか し,庇 陰 と伸 長 の 関 係 を究 明 す る観 点 か ら は ほ とん どさ し

つ か え ない とみ な され る。

(3)考 察

1)稚 苗 の消 失

表 一3・6の結 果 か ら,各 調 査 地 の3年 経 過 後 にお け る稚 苗 の 消 失 率 を算 出 して図 示 す る と

図 一3・10の とお りで あ り,こ の結 果 か ら は,調 査 地 が少 ない た め,相 対 照 度 と稚 苗 の 消 失

率 の 関 係 を的 確 に判 断 す る こ とは困 難 で あ る。 しか しな が ら,少 な く と も,山 腹 斜 面 の 位

置 にか か わ らず,相 対 照 度 が小 さ くな るに つ れ て,す な わ ち上 木 の庇 陰 度 が 強 くな る にっ

れ て稚 苗 の消 失 率 が大 き くな る もの と判 断 して さ しつ か え な い 。

つ ぎに,表 一3・6の結 果 か ら,残 存 稚 苗 中 に 占 め る衰 勢 稚苗 の比 率(%)を 算 出 して 示 す



と図 一3・11の と お りで あ り,ミ ズ ナ ラう っ閉

林 下 にお い て は,す べ てが 衰 勢 稚 苗 で あ っ て

発 育 不 良 と な って お り,林 冠 が 比 較 的 疎 開 し

て い る ミズ ナ ラ林 下 に おい て も,大 部 分 が 発

育 不 良 の 状 態 に あ る こ とが わ か る。 この 傾 向

は,山 腹 斜 面 の 位 置 にか か わ らず 認 め られ る

もの と して さ しつか え ない 。

し たが っ て,消 失 率 お よ び 衰 勢 稚 苗 占有 率

の 両 結 果 か ら判 断 す る と,う っ 閉 した ミズ ナ

ラ林 下 に お け る ミズ ナ ラ稚 苗 は,消 失 率 が64

～78%に も達 し,残 存 稚 苗 もす べ てが 衰 勢 稚

苗 と な って い る こ とか ら,発 生 してか ら3年

経 過 後 に おい て,す で に ほ とん ど消 失 した 状

態 に な っ てい る もの とみ な され る。また,疎 開

した ミズ ナ ラ林 下 に お け る ミズ ナ ラ稚 苗 も,

3年 経 過 後 に おい て は,消 失 率 は まだ18～33

%に す ぎ ない が,残 存 稚 苗 の 大部 分 が 衰 勢 稚

苗 とな っ てい る こ とか ら,上 木 に よ る 庇 陰 状

態 が この ま ま 持 続 す れ ば,今 後 数 年 間 に大 部

分 が 消 失 して しま う結 果 に な る もの と 推 測 さ

れ る。

2)稚 苗 の伸 長

残 存 稚 苗 の うちの 頂 軸 が伸 長 してい る もの

を,頂 軸 が 枯 死 して い る もの に対 す る 相 対 的

な健 全 稚 苗 と したが,し か しな が ら 健 全 稚 苗

とは い って も弱 庇 陰 地 と無 庇 陰 地 の場 合 を 比

図一3・10林 内の相対照度 と稚苗の消失率

との関係

図一3・11林 内の相対照度 と衰勢稚苗占有率

との関係

較 す れ ば,表 一3・6の結 果 か ら明 らか な よ うに,山 腹 斜 面 の位 置 にか か わ らず,前 者 の苗 高

は 後 者 の 約1/2に す ぎず,伸 長 状 態 は 弱庇 陰 地 にお い て もきわ め て 不 良 に な る とい え る。

この 結 果 か ら,ミ ズ ナ ラ稚 苗 は,裸 地 に おい て も良 好 な発 育 は可 能 で あ る と考 え られ る

か ら,上 木 保 残 に よ る乾燥 害 や 寒 害 な どの 諸 害 に対 す る保 護 の要 求 度 は小 さ く,む しろ 上

木 が な く陽 光 照 射 量 が多 い 裸 地 に おい て良 好 な発 育 が期 待 で き る もの と推 測 され る。 この

傾 向 は,Hartigに よ っ て も認 め られ て お り,19世 紀 初 期 に おい て は,ナ ラ(Eiche)に 漸

伐 作 業 を適 用 す る場 合,ナ ラの 母 樹 を下 種 伐 後3～4年 以 内 に全 部 伐 採 す る こ とを 主張 し

た 。39)し か し,そ の 後 にお い て は,ナ ラ に漸 伐 作 業 を適 用 す る こ とは合 理 的 で ない と考 え

られ る にい た っ た こ とは す で にの べ た とお りで あ る。

3)総 括

以 上 の 調 査 結 果 に対 す る考 察 を総 括 して 判断 す れ ば,ミ ズナ ラ稚 苗 は 上 木庇 陰 下 にお い

て は,発 生 して か ら3年 の 生 育期間 を経 過 した後 に お い て も,す で に消 失 す る もの が 多 く

認 め ら れ るか ら,更 新 の観 点 か らす れ ば,程 度 の 差 は あ って も上 木 庇 陰 一下で の 稚 苗 の 発 育



を余儀なくされる漸伐天然下種更新法および択伐天然 ド種更新法などの作業法をミズナラ

の構造材林造成に適用することは合理的でなく,む しろ皆伐的取扱いが有利であると考え

られる。

vミ ズナラ稚苗の根系

ミズナラの1～5年 生稚苗の根系の発達状態を調査することによって,ミ ズナラの根系

の特性を明らかにし,ミ ズナラ稚苗の移植ひいては ミズナラの植樹造林について考察を試

みるとともに,ミズナラのいわゆる"実 生萌芽"に ついて更新上の観点から考察を試みる。

(1)調 査方法

1970年10月 に,ミ ズナラの天然下種更新地から,平 均的な1,3,5年 生稚苗を約20本

ずつ掘取り,そ の根系の発達状態を調査観察 した。また,以 上の天然下種更新地の天然稚

苗と比較するために,ミ ズナラの移植稚苗の根系を調査観察 した。その移植稚苗は,1968

年に発生した山引苗を一生育期間経過 した同年10月 に約100本 採取 して根切 りし,苗 畑で

1年 間養苗 し,さ らに翌年5月 に根切 りして1年 間養苗 した3年 生稚苗である。なお,天

然稚苗および移植稚苗とも施肥は全 く行なっていない。

つぎに,ミ ズナラの実生萌芽の実態を明らかにするため,ミ ズナラ林下および天然下種

更新地から代表的な形態を示すものを掘取って調査観察 した。

(2)調 査観察の結果および考察

各種稚苗の根系の比較検討結果は,数 量的な分析 ・検討方法をとらなくても,調 査観察

結果を写真で示すことによってほぼ明らかにしうるものと判断 し,こ こでは各種稚苗の平

均的な形態を示すものを写真で示しながら考察をすすめてゆくことにする。

1)天 然稚苗 と移植稚苗の根系

発生して一生育期間を経過 した天然稚苗の根系を示すと写真一3・1のとおりであり,根 系

tま地表面下約15～20cmに 侵入 し,地 上部とほぼ同様な長 さに伸長している。つぎに,3

写真一3・11年生天然

稚苗

 Fig.-3.1 1year-old 

 natural seedling

写真 一3・23年 生 天 然 稚苗

 Fig.-3.2 3year-old 

     natural seedling

写真一3・33年 生天然 稚苗

(杭根が分岐 した もの)

 Fig.-3.3 3year-old 
     natural seedling 

(main root branching)

写 真 一3・45年 生 天 然 稚苗

 Fig.-3.4 5year-old 

     natural seedling



年 生 の天 然 稚 苗 の根 系 を示 す と写 真 一3・2お よび3・3の とお りで あ り,杭 根 は,分 岐 して い

る もの もあ る が,き わ め て 旺盛 に発 達 して い る の に 対 して,側 根 の 発 達 は 充 分 で な い もの

とみ な され る 。 さ らに,5年 生 の 天 然 稚 苗 の 根 系 を 示 す と写 真 一3・4のとお りで あ り,杭 根

は ます ます強 大 に発 達 す る と と もに,こ の 頃 に な る と側 根 の発 達 もか な り認 め られ る よ う

に な る。

し たが って,ミ ズ ナ ラは 発 生 して か ら3～5年 程 度 は主 と して 杭 根 が 旺 盛 に発 達 し,そ

れ 以 後 にな って しだ い に そ の杭 根 か ら側 根 が 発達 しは じめ る もの と推 測 され る。 この よ う

な根 系 の 発達 過 程 か ら判 断 す る と,ミ ズ ナ ラは直 根 性 の 樹 種 に属 す る もの と認 め られ る。

と こ ろで,直 根 性 の 樹 種 を稚 苗 の 段 階 で 移 植 す る た め に は,従 来 の 床 替 方 法 ・植 付 方 法 に

よ る と,程 度 の 差 は あ っ て も,少 な く と も杭 根 を切 断 す る結 果 とな る。 そ こで,一 年 生 お

よ び2年 生 で 一 回 ず つ 杭 根 を切 断 して移 植 した3年 生 稚 苗 の根 系 を示 す と写 真 一3・5および

3・6の とお りで あ り,写 真 一3・2およ び3・3に 示 した3年 生 の 天 然 稚 苗 の根 系 に比 較 す る と明

らか に大 き な差 異 が 認 め られ,移 植 に よ っ て側 根 の発 達 は あ る程 度 認 め られ る が,根 系 全

体 の 形 態 に は,ミ ズ ナ ラ本 来 の 直 根 性 が失 わ れ,き わ め て根 系 は不 自然 に な る こ とが わ か る。

写真一3・53年 生移植稚苗

(良形質の もの)

写真一3・63年 生移植稚苗

(不良形質の もの)

しか る に,不 自然 な根 系 に な

っ てい て も,そ の なか に は,写

真 一3.5に 示 す よ うに地 上 部 の 形

態 が 移 植 しない 天 然 稚 苗 と同様

に良 好 な もの もあ るが,移 植 稚

苗 約100本 の う ちほ ぼ半 数 は写

真 一3・6のよ うに主 軸 が分 岐 して

不 良 形 質 に な っ てい た。 宮 崎48)

が 直根 性 の 樹 種 の ひ とつで あ る

ア カマ ツ に つい て試 験 研 究 した

と ころ に よ る と,移 植 を繰 返 す

程,地 上部 の生 長 が い じけ て き

て,い わ ゆ る盆 栽 型 を呈 す る よ

うに な る と して お り,そ の た め

直 根 性 の 樹 種 は で き るだ け床 替 の 回 数 を少 な くす る こ と,す な わ ち1年 生,あ る い は1回

床 替 ま たは 無 床 替 の す え置 き2年 生 苗 の 山 出 しが よい と推 測 してい る。 した が っ て,ミ ズ

ナ ラにつ い て も,こ の よ うな移 植 に よる形 質 不 良 化 は,ポ ッ ト使 用 な どに よる養 苗 方 法 あ

るい は植 付 方 法 の 試 験 研 究 に よ っ て防 止 で き る可 能 性 は ない とはい え な い 。 そ れ は写 真 一3

・749)およ び3・850)に 示 す よ うに,デ ンマ ー クに お け る ナ ラの 人工 植 栽 林 の立 木 形 質 をみ る

と首 肯 され る と ころで あ る。

ま た,生 長 力 につ い て は,写 真 一3・2と 写 真 一3・5を 比 較 す る と天 然 稚 苗 が約40～50cm

(年平 均 約15cm)で あ るの に対 して,移 植 稚 苗 は30cm前 後(年 平 均 約10cm)で あ るか ら,

前 者 の 方 が 後 者 よ り大 き くな っ てい る。 しか し,こ の結 果 の み か らは,生 長 力 が立 地要 因

な どの 多 くの 要 因 に左 右 され る こ とを考 慮 す る と,稚 苗 段 階 の杭 根 切 断 に よ る根 系 の不 自

然 さが,長 期 にわ た る生長 過 程 を通 じて,生 長 力 を低 下 させ る と即 断 す る こ とは 困難 で あ



写 真一3・8デ ンマ ー ク の ナ ラ人 工植 栽 林 の林 相

(近 藤 に よ る50))

(除 伐 直 後 の林 相 〉

写 真 一3・7デ ンマ ー クの ナ ラ人 工 植栽 林

の 林 相(近 藤 に よ る49))

(オ ラ ンダ産 ナ ラの18年 生 造 林 地)

り,そ の い か ん は今 後 の 試 験 研 究 に ま た ね ば な らな い 。

以 上 の 考 察 結 果 か ら判 断 す る と,移 植 を必 要 とす る植 樹 造林 法 を ミズ ナ ラの 構 造 材 林 造

成 に適 用 す る こ と は,経 営上 の観 点 か ら は別 と して,育 林 技 術 ヒの 観 点 か らは 必 ず し も不

合 理 で あ る と は考 え られ ず,適 切 な養 苗 方 法 あ るい は 植 付 方 法 が 研 究 開 発 され る可 能 性 が

あ る こ と を考 慮 す る と,将 来 は そ の適 用 の可 能 性 は 多分 に あ る と考 え て お くの が 妥 当 で あ

ろ う。 しか し なが ら,根 系 とい う観 点 の み か ら す れ ば,移 植 の必 要 が な く,根 系 の 自然 の

発達 が 可 能 で あ る天 然 下 種 更 新 法 ない しは播 種 造 林 法 が植 樹 造林 法 よ り も,よ り適 して い

る こ とは 明 らか で あ る。

2)実 生萌 芽

ミズ ナ ラ に は,第2章 第2節 で 前 述 した よ うに,一 旦 種 子 か ら発 芽 して 稚 苗 に 発 育 して

も,上 木 庇 陰 な どの ため に生 育 環 境 が 悪 い 場 合 に は,冬 期 に地 上 部 の 一 部 あ るい は 全 部 だ

けが枯 死 して 根 系 だ けは 生 存 し,翌 春 また そ の 生存 した実 生 稚 苗 の 地 上 部 あ るい は 地 際 の

根 系 の一 部 か ら萌 芽 が 発 生 す る とい う樹 性 を もっ て い る 。 この よ うな萌 芽 は,枯 損 木 ・梢

枯 木 な どか ら発 生 す る萌 芽 や伐 根 か ら発 生 す る株 萌 芽 ・根 萌 芽 とは 異 な り,小 さ な実 生 稚

苗 か ら発 生 す る萌 芽 で あ っ て,い わ ゆ る"実 生 萌 芽"51>と よば れ て い る。 以 上 の よ う に,

ミズ ナ ラは,地 上 部 の わ ず か ず つ の発 育 に もか か わ らず,根 系 は か な りの長 期 にわ た って

生 存 しか つ発 達 しつ づ け る とい う根 系 の 特 性 を もっ てい る ので あ る。

この よ うな ミズ ナ ラの 実 生 萌 芽 は,伐 期 に 近 い ミズ ナ ラ林 の 庇 陰下 に お い て 相 当 多 く

み られ る が,そ れ らを 調 査 観 察 す る と,写 真 一3・9に 示 す よ うに,地 際 か ら 発 生 す る もの

(④,◎)と 生 存 して い る地 上 部 か ら発 生 す る もの(⑤)と に2大 別 され る。前 者 は,そ の

根 系 の発 達 が比 較 的良 好 で あ り,上 木 が伐 除 され な い場 合 は ◎ の よ う に地 上 部(3年 生)

の 発 達 は,写 真 一3.2お よ び3・3と 比 較 す る と明 らか な よ う に,き わ め て悪 い が,上 木 が伐

除 され る とそ の時 点 か らは,@(地 上 部 は5年 生)の よ うに,写 真 一3・4と比 較 す る と,実

生 稚 苗 とほ ぼ 同様 な 生 育 過 程 を た どる もので あ り,更 新 上 の観 点 か らは,後 継 更 新 樹 と し

て活 用 で き る とみ な され る。 それ に対 して,後 者 の根 系 は,⑤ の よ うに 地 上部 は す で に7



年 を経過 してい る に もか か わ らず,そ の 発達 が きわ め て悪 く,ヒ 木庇 陰 の状 態 が そ の ま ま

持 続 すれ ば,近 い 将 来 に枯 死 して しま う もの と推 測 され る と と もに,た と え ヒ木 が 伐 除 さ

れ て も,そ の 時 点 か らの 旺盛 な生長 は 期 待 で き ない もの とみ な され る。 し たが っ て,原 則

的 には,地上 部 か ら発 生 し てい る実 生 萌 芽 は,更 新 上 の 観 点 か ら は,後 継 更 新 樹 と な りう

る可 能 性 は比 較 的小 さい もの と考 え られ る。

以 上 の よ う に,ミ ズ ナ ラの 実 生 萌 芽 は,

更 新 上後 継 樹 と な り うる もの とな りえ な い

もの と に2分 され るか ら,ミ ズ ナ ラ林 下に

相 当 多 く生 育 して い て も,そ れ らが す べ て

後 継 更 新樹 と して 活 用 され え ない た め,原

則 と して,実 生萌 芽 の み を 後 継 更 新 樹 と し

て ミズナ ラの構 造材 林 造 成 を 期 待 す る こ と

は 困 難 で あ る と考 え られ る。

vi稚 幼 期 の ミズ ナ ラ密 立 林 分 に お け る優

勢 木

立 木 密度 の異 な っ た ミズ ナ ラ稚 幼 林 に お

け る優 勢 木 の 成 立 本数 ・生 長 力 ・形 質 を 調

査 す る こ と に よ って,ま ず,ミ ズ ナ ラは 密

立 林 分 に お い て も優 勢 木 を発 生 させ う る 樹

性 を も ち,し か もそ の樹 高 生長 力 は 相 対 的

に疎 立 して い る林 分 か ら発 生 し た 優 勢 木 と

比 較 して ほ とん ど差 が ない こ と を 明 らか に

写真一3・9ミ ズナ ラの実生萌芽の形態

a:裸 地において地際か ら発生 したもの(地 上

部5年 生)

b:上 木庇陰下において地上部か ら発生 した も

の(地 上部7年 生)

c:上 木庇陰下において地際か ら発生 した もの

(地上部3年 生)

す る。 つ い で,立 木 密 度 の差 異 が優 勢 木 の 形 質 す な わ ち枝 下 高 の形 成 ・細 枝 性 の維 持 ・確

定 した頂 軸 の形 質 ・通 直 な 主幹 の形 成,お よび 直 径 生 長 力 に どの よ う な影 響 を与 え るか を

究 明 す る。 さ ら に,以 上 の結 果 に もとつ い て,稚 幼 期 まで の 密 立 単 層 林 造 成 の効 果,お よ

び5年 生 前 後 に お け る必 要 最 少 限 の立 木 密 度 に つ い て若 干 の 考 察 を試 み る こと に す る。

(1)調 査 地 の概 況

調 査 地 は,九 州 大 学北 海 道 演 習林 第9林 班 の 山腹 中 部 に成 立 してい る ミズ ナ ラ密 立 林 分

で あ って,1961年 の 山火 に よ って 更新 し た山 火 再 生 林 で あ る。 こ の林 分 は,林 分 の平 均 木

の形 質 生長 とい わ ゆ る側 圧 効 果(立 木密 度 効 果)と の関 係 を調 査 す る た め に設 定 した もの

で,そ の調 査 結 果 は す で に発 表52)53)し たが,こ こで の 調 査 は,こ の 林 分 を利 用 して1969年

6月 に行 な った もの で あ る。

この林 分 は,総 面 積0.1haで,1964年6月 現 在(4年 生)でha当 り平 均52,600本 の密

立 状 態 を維 持 して い た が,前 述 の林 分平 均 木 の形 質 生 長 と側 圧 効 果 を調 査 す る た め に,0.

02haず つ に5等 分 され て5個 の処 理 区(T)が 設 定 され,ミ ズ ナ ラ以 外 の広 葉 樹 お よ び

ミズ ナ ラの形 質 不 良 木 を伐 除 す る こ と に よ って,樹 高50cm以 上 の 稚 幼 樹 が それ ぞ れ

T・:ha当 り11,400本 成 立 してい る

T,:ha当 り15,400本 成 立 してい る

T・:ha当 り22,900本 成 立 してい る



T・:ha当 り42,800本 成 立 して い る

T・:ha当 り57,500本 成 立 して い る

よ う な状 態 に疎 開 処 理 され た。 その 後,こ の優 勢 木 に関 す る調 査 を実 施 した1969年6月 ま

で の5年 間 は そ の ま ま放 置 され,9年 生 の 林 分 に な っ てい る。

(2)調 査 方 法

1)優 勢 木 の 規 定

優 勢 木 と は,林 冠 の 主 要 組 成 要 素 で,上 層 林 冠 を構 成 す る もの54)と され て い る が,一 般

には,間 伐 を対 象 と した樹 型 級 区 分 に も とつ い て分 別 され る もので,ま ず樹 高 の高 低(相

対 的 樹 高)に よ って 大 別 され,つ い で 樹 冠 の拡 張 状 態 お よ び樹 幹 の形 質 に よ っ て細 分 され

て い る。54)こ と に,樹 冠 お よび 樹 幹 の 状 態 を考 慮 す る こと は,あ くまで も間伐 を対 象 と し

て い るか らで あ る と考 え られ るが,本 調 査 の対 象 林 分 は,林 令 が9年 生 に す ぎず,全 く間

伐 を対 象 とす る段 階 で は ない 。

し たが って,本 調 査 に おい て は,間 伐 ない しは樹 型 級 区 分 に お け る優 勢 木 の概 念 とは 別

に,9年 生 の ミズ ナ ラ林 の現 実 林 相 に適 応 し た優勢 木 の 規 定 を行 な う必 要 が あ る。 そ こで,

本 調 査 に おい て は,樹 冠 の拡 張 状 態 お よ び樹 幹 の形 質 は一 応 考慮 せ ず,主 と して樹 高 の高

低(相 対 的 樹 高)に よ っ て規 定 す る もの とす る。

現 実 の林 相 を観 察 す る と,図 一3・12に 示 した模 式 図 の とお りで あ って,上 層 林 冠 の垂 直

的 な厚 さ は約2.0～2.5mあ り,そ の上 層 林 樹 を構 成 して い る個 々 の上 層 木 の樹 冠位 置 に は

相 当の 差 異 が あ る。 そ こで,本 調 査 で は,模 式 図 に示 す④ の よ うに,上 層林 冠 の 最 上 部 を

構 成 して い る上 層 木 で,し か もそ の頂 軸(1968年 に伸 長 した主 幹 の最 頂 部)が,そ れ らの

林 冠面(現 実 には か な りの 凹 凸 は あ るが)の 上 部 か ら抜 きんで てい る もの を優 勢 木 とす る。

2)各 構 成 要 素 の 測 定 方 法

本 調 査 地 は,概 況 で 前 述 し た よ う に,

1処 理 区 の面 積 は0.02ha(10m×20m)tt
」

で あ るが,さ ら に各 処 理 区 と も0.005。

ha(10m×5m)に4等 分 し,こ の よ うt ヨ

に細 分 され た繰 返 しプ ロ ッ トご とに,

本 数 を調 査 し,樹 高 ・胸 高 直径 ・枝 張

・枝 下 高 をつ ぎの よ う な方 法 で 測 定 し

た。

① 樹 高 は,伐 倒 してcm単 位 で 測 定 し

た。

②胸 高 直径 は,地 上1.3m高 の 直 径 を

mm単 位 で 測 定 した。

図 一3・12優 勢 木 の 模 式 図

a;優 勢 木

b:上 層 木

c:下 層 木

③枝張は,主 幹からの水平距離 を対象 とした。すなわち,伐 倒後,枝 張状態を充分検討 し

て,ま ず最大枝張半径 を測定 し,そ の枝条と一定方向の直角の位置にある枝張半径を測定

してその平均枝張半径 をもって測定値 とした。なお,測 定はcm単 位で行なった。

④枝下高は,半 枯死枝 までの高さとした。すなわち,ま だ主幹に着生 してはいるが,手 で

軽 く払下げた程度で主幹 との着生部から脱落する枯枝 と,外 見上は枯死状態であるが,前



述 の よ うな程 度 で は脱 落 しな い半 枯 死 枝 が あ った が,本 調 査 で は後 者 の枝 まで の 主幹 の 長

さを枝 下 高 と し,cm単 位 で 測 定 し た。

(3)調 査 結 果 お よ び分 析

1)発 生 状 態

優 勢 木 の 発 生 は,9年 生 現 在 の 図一3・12に示 す ⑤ の よ うな優 勢 木 以外 の上層 林 冠 構i成木

(以 下上 層 木 とい う)に 密 接 な 関 連 性 が あ る こ と は 明 らか で あ るか ら,優 勢 木 と 上 層 木 の

成 立 本 数 の 関 係 を明 らか にす る必 要 が あ る。 そ こで,優 勢 木 の本 数 と と もに,上 層 木 の本

数 もあ わ せ て 調 査 す る こと に した。

両 者 の 本 数 調 査 に あ た っ て は,各 処 理 区 と も,上 層 林 冠 が形 成 され て お り,し か もそ の

中 で 優 勢 木 と判 定 され る もの を分 別 す る こ とがで きた が,各 処 理 区 ご とに は優 勢 木 の立 木

状 態 あ るい は上 層 林 冠 の 構 成 状 態 に差 異 が あ るか ら,調 査 に入 る まえ に,各 処 理 区 ご とに

全体 を よ く観 察 して 全 般 的 な傾 向 を把 握 す る こ とに つ とめ,各 処 理 区 ご とに優 勢 木 お よび

上 層 木 の 一 定 の 標 準 を想 定 し,本 数 調 査 を実 行 した。 した が っ て,調 査 結 果 は,各 処 理 区

ご との優 勢 木 あ るい は上 層 木 で あ る とい え る。

以 上 の よ う な観 点 か ら,各 処 理 区 を4等 分 した4個 の繰 返 しプ ロ ッ ト(50m2)ご とに,

優 勢 木 お よび 上 層 木 を調 査 したが,そ の結 果 を5年 前 の4年 生 当時 の全 成 立 本 数 と対 比 さ

せ て 示 す と表 一3・7のとお りで あ る。 な お,上 層 木 の 調 査 結 果 は そ の ま ま示 さず,優 勢 木 と

合 計 して 全 上 層 木(す なわ ち優 勢 木 と上 層 木 を合 計 した全 上 層林 冠 構 成 木)の 中 に含 め る

こ と に した 。

表一3・7優 勢木 と全上層木の本数(50m2当 り ・本/

表 一3・7の結 果 をみ る と,優 勢 木 の 発 生 本 数 は,全 上 層 木 本 数 が増 加 す るに つれ て増 加 す

る傾 向 が あ り,両 者 の 関 係 を,と もにha当 りに換 算 して 図 示 す る と図 一3・13のとお りで あ

って,両 者 の 間 には 一 次 の 回 帰 式 が 成 立 す る もの と想 定 され る。 そ こで,最 小 自乗 法 に よ

り回帰 式 を求 め る と(3・2)式 の とお りで あ って,回 帰 の 有 意 性 を検 定 した と ころ,表 一3・8

に 示 す よ うに 有 意 で あ る こ とが わ か っ た。 な お,相 関 係 数(r)は0.983で あ っ て,両 者

の相 関 は きわ め て高 い とい え る。



図一3・13優 勢 木 本 数 と 全 上 層 木 本 数 の 関 係

表一3・8回 帰(3・2式)の 有 意 性 検 定

.ソ=0.0387一 ト0.4845x・ ・・…(r=0.983)(3・2)

y:優 勢 木 本 数(単 位10,000本)

x:全 上 層 木 本 数(単 位10,000本)

した が っ て,優 勢 木 の発 生 は全 上 層 木 本 数 と密 接 な関 連 性 が あ り,(3・2)式 の一 次 の項

の係 数 は約0.5で あ るか ら,一 般 的 な傾 向 と して は,全 上層 木 本 数 が 約10,000～28,000本

の範 囲 に お い て は,優 勢 木 は,つ ね に全 上層 木 の約 半 数 を占 め る よ う な比 率 で 発 生 す る も

の と推 定 され る。

2)生 長 力

以 上 の よ うに,密 立 林 分 の 中 か らで も,相 対 的 に優 勢 木 と認 め られ る立 木 は発 生 す る の

で あ る。 そ こで,そ の優 勢 木 は,そ の成 立 状 態 よ り相 対 的 に疎 立 して い る林 分 か ら発 生 し

た優 勢 木 と比 較 して,生 長 力 す な わ ち樹 高 生長 力 お よび 直 径 生長 力 が 劣 って い るか ど うか

を こ こで 検 討 し てみ たい 。 た だ し,生 長 力 は年 平 均 生長 量 で は な く,9年 生 現 在 の樹 高 お

よび 直径 そ の もの で 表 わ す もの とす る。

表 一3・7の優 勢 木 発 生 本 数 をみ る と,T,区 が最 も少 な く,26～38本 で あ るか ら,同 一 本数

につ い て 分析 ・検 討 す る た め,各 処 理 区 と も,そ れ ぞ れ の繰 返 しプ ロ ッ ト内 で樹 高 の 高 い

順 か ら25本 ず つ抽 出 し,そ の樹 高 お よび 胸 高 直 径 を測 定 した。 し た が っ て,各 処 理 区 間 の

樹 高 お よ び胸 高 直径 の比 較 は,す べ て の優 勢 木 につ い て で は な く,以 上 の よ う に し て抽 出



され た100本(=25本 ×4プ ロ ッ ト)の 優 勢 木 に つ い て 行 な う こ と に な る。

① 樹 高

繰 返 し プ ロ ッ トご とに25本 の樹 高 を測 定 し た結 果 を各 処 理 区 ご とに本 数 を合 計 し,100

本 ず つ の優 勢 木 の樹 高 に つ い て,平 均 樹 高 ・標 準偏 差 ・変 動 係 数 を求 め て,各 処 理 区 の4

年 生 当時 の総 成 立 本 数 と対 比 して 示 す と図 一3・14のとお りで あ る。

図一3・14優 勢木 の平均樹高,標 準偏差,変 動係数 と4年 生当時の

総成 立本数 との関係

まず,図 一3・14の 標 準 偏 差 と変 動 係 数 に つ い て み る と,4年 生 当 時 の 総 成 立 本 数 が 多 く

な るに つ れ て,両 者 と も しだ い に減 少 してい る こ とか ら,明 らか に樹 高 の ち ら ば りは少 な

く な って ゆ くこ とが わ か る。 した が っ て,4年 生 当 時 の 密 立林 分 か ら発 生 した優 勢 木 の樹

高 は,相 対 的 に疎 立 状 態 に あ っ た林 分 か ら発 生 した優 勢 木 に比 較 して均 一 性 に とみ,抜 きん

で て 高 い もの は な く,一 方 極 度 に小 さい もの もな い とい う こ とが 認 め られ る。 な お,標 準

偏 差 お よ び変 動 係 数 と も,ha当 り11,400～22,900本 まで の 間 で は減 少 率 は大 きい が,そ れ

以 上 の 範 囲 で は相 対 的 に小 さ くな る傾 向 が 認 め られ,22,900本 以 上 の場 合 は,本 数 が 多 く

な って もち ら ば りの 度 合 は大 き く変 化 しな い こ と を示 して い る。

以 上 の よ うな樹 高 の分 布 状 態 に あ る た め,密 立 林 分 か ら発 生 した優 勢 木 に は,樹 高 の高

い もの が比 較 的少 な い に もか か わ らず,そ の平 均 樹 高 は図 一3・14を み る と,相 対 的 に疎 立

状 態 に あ る林 分 と比 較 して,そ れ ほ ど大 き くは低 下 して い ない こ とが わか る。 す な わ ち,

4年 生 当時 の総 成 立 本 数 が 多 くな る につ れ て,平 均 樹 高 は わず かず つ減 少 して ゆ く傾 向 は

認 め られ る が,し か しha当 り50,000～60,000本 の 密 立 林 分 か ら発 生 した優 勢 木 の平 均 樹

高 は,10,000本 前 後 の疎 立林 分 か ら発 生 し た優 勢 木 の それ と比 較 して も,9年 間(疎 開処

理 後 で は5年 間)に 約15cm低 下 す る程 度 で あ って,大 差 は ない もの と認 め られ る。 ま た,

樹 高 測 定 の結 果 を,各 処 理 区 と も25本 ず つ の繰 返 しプ ロ ッ トご とに分 け,そ の平 均 値 を示

す と表 一3・9のとお りで あ り,こ の 結 果 につ い て,完 全 無 作 為 配 置法 に よ り分散 分析 す る と

表 一3・10の とお りで あ って,各 処 理 区 相 互 間 の平 均 樹 高 の差 は有 意 で な い とい う結 果 を得

た こ とか ら も首 肯 され る。

した が って,ha当 り50,000～60,000本 の 密 立 林 分 か ら 発 生 した 優 勢 木 と,10,000本 前



表 一3・9樹 高(m)

表一3・10樹 高 の 分 散 分 析

後 の相 対 的 な疎 立 林 分 か ら発 生 した 優 勢 木 の う ち,と もに最 上 層 林 冠 を構 成 して い る もの

を 同一 本 数 に限 定 して比 較 した 場 合 は,前 者 の 樹 高 生 長 力 は,後 者 とほ とん ど差 異 は ない

もの と認 め られ る。

② 直 径

樹 高 の 場 合 と 同様 に して,各 処 理 区 の平 均 胸 高 直 径 を求 めて 図 示 す る と図 一3・15の とお

りで あ り,樹 高 の 場 合 と同 様 に,4年 生 当 時 の 総 成 立 本 数 が 多 くな る に つれ て,胸 高 直径

は 低 下 す る傾 向 を示 す。 しか し,ha当 り10,000本 前 後 か ら15,000本 前 後 まで の 間 で は,

こ と に低 下 率 が 大 き く,15,000本 前 後 か ら50,000～60,000本 の 範 囲 で は低 下 率 は相 対 的 に

小 さ く な り,し か もほ ぼ 一 定 と な っ てい る。

そ こで 樹 高 の場 合 と同様 に して,胸 高 直 径 の 測 定 結 果 を,表 一3・11の よ うに繰 返 しプ ロ

ッ トご と に分 け,分 散 分 析 す る と表 一3・12の とお りあ り,各 処理 区 相 互 間 の 平 均 胸 高 直 径

に は 有 意 差 が 認 め られ た。 さ ら に,こ の 結 果 に も とづ き,最 小 有 意 差(LeastSignificant

Difference:LSD)を 求 め て,各 処 理 区 間 ご との有 意 性 を 検 定 す る と 表 一3・13の とお りで

あ り,　 区 と　 区 との 間 に も有 意 差 は あ る が,こ とに　 区 と他 の す べ て の 処 理 区 との 間 に

有 意 差 が あ る とい う結 果 を得 た。

した が って,ha当 り15,000～60,000本 の林 分 か ら発 生 した 優 勢 木 の 平 均 胸 高 直 径 は,

10,000本 の林 分 か ら発 生 し た優 勢 木 の それ よ り も小 さ く,し か も本数 が 多 くな る につ れ て

しだ い に低 下 して ゆ く もの と認 め られ る。 この結 果 か ら,樹 高 生 長 力 が立 木 密 度 に よ って

ほ とん ど低 下 し ない の に対 して,優 勢 木 で あ っ て も,そ の 直径 生長 力 は立 木 密度 に よ って

影 響 され,立 木 密 度 が 大 き くな る につ れ て小 さ くな る もの と認 め ら れ る 。

3)形 質

稚 幼 期 の林 分 に お け る密 立 状 態,こ と に上 層 林 冠 構 成 木 の密 立 状 態 が優 勢 木 の 形 質,す

な わ ち枝 下 高 の形 成 ・枝 張 の 抑 制 ・主 幹 の 通 直 度 ・頂 軸 の垂 直度(な い しは 確 定度)に ど



図一3・15優 勢木 の平均胸高直径,標 準偏差,変 動係数 と

4年 生 当時 の総成立本数 との関係

表 一3・11胸 高 直 径(cm)

表一3・12胸 高 直 径 の 分 散 分 析



表一3・13胸 高直径の各処理 区間 の有意差検 定

の よ うな影 響 を与 え るか につ い て 検 討 す る。

枝 下高 と枝 張 につ い て は,各 処 理 区 の4回 繰 返 しプ ロ ッ トご とに,樹 高 ・pii:径を測 定 し

た 同 一優 勢 木 を対 象 と して測 定 し,そ の 測 定 値 と全 上 層 木 本 数 との 関係 を検 討 す る 。 また,

主 幹 ・頂 軸 に つい て は実 測 しな か った の で,そ の 実 態 を写 真 で 示 す こ とに よ り,観 察 の 結

果 を明 らか に したい 。

① 枝 下 高

各 処 理 区 の4個 の繰 返 しプ ロ ッ トご とに 平 均 値 を示 す と表 一3・14の とお りで あ っ て,こ

の 結 果 に つい て,樹 高 の場 合 と同様 に して 分 散 分析 す る と表 一3・15の とお りで あ る。 この

結 果 に よ れ ば,処 理 項 に は有 意 差 が 認 め られ,9年 生 現 在 の全 上 層 木 本 数 が優 勢 木 の枝 下

高 形 成 に影 響 を お よぼ して い る こ とが わ か る。

表 一3・14枝 下 高(cm)

表一3・15枝 下 高 の 分 散 分 析

しか し,各 処 理 区 の平 均 枝 下 高 と9年 生 現 在 に お け る全 上 層木 本i数の 関係 を み る と,ha

当 り10,400本 と13,600本 の 処 理 区 間 に は大 き な差 は な く,ま た16,400本 以 上 の各 処 理 区 間



に お い て も同様 で あ って,大 差 が あ るの は前 者 の2処 理 区 と後 者 の3処 理 区 の 問 の み で あ

る とみ な され る。 この傾 向 は,各 処 理 区 間 の 差 の 有 意 性 検 定 を行 な っ た表 一3・16に み られ

る よ う に,T,・T・ の2処 理 区 とT・ ・T・T・ の3処 理 区 の 間 にの み 有 意 差 が あ る こ とか ら も

首肯 され る。

表一3.16枝 下高の各処理 区間の有意差検 定

し たが って,概 括 的 にみ る と,優 勢 木 の 枝 下 高 の 形 成 は,全 上 層 木 本 数 が 多 くな る に と

も な って 促 進 され る傾 向 が あ る とい え るが,し か し,全 上 層 木 本 数 がha当 り約16,000本

以 上 に な る と,そ れ 以 上 に本 数 が 多 くな っ て も枝 下 高 の 形 成 が よ り促 進 され る とい う傾 向

は 認 め られ ない 。

② 枝 張

枝 下高 と同 様 に して,枝 張 の 測 定 結 果 を示 す と表 一3・17の とお りで あ り,こ の結 果 を枝

下高 の 場 合 と同 様 に して分 散 分析 す る と表 一3・18に示 す とお りで あ る。 この結 果 に よれ ば,

処理 項 には 有 意 差 が 認 め られ,9年 生 現 在 の 全 上 層 木 本 数 が優 勢 木 の 枝 張 に影 響 を お よ ぼ

して い る こ とが わ か る。

表一3.17枝 張(cm)

表一3・18枝 張 の 分 散 分 析

しか し,各 処理 区 の平 均 枝 張 と全 上 層 木 本 数 の 関 係 をみ る と,ha当 り10,400本 か ら16,

400本 まで の 問 で は,各 処 理 区 間 に大 きな 差 が あ り,16,400本 以 上 の 各 処 理 区 の 差 は き わ



め て 小 さ くな って い る。 この傾 向 は,各 処 理 区 間 の差 の 有 意 性検 定 を行 な っ た表 一3・19に

み られ る よ うに,T,・T・ ・T・の 各 処 理 区 問 に有 意 差 が あ り,T・ ・T・・Tの 各処 理 区 間 には

有 意 差 が ない こ とか ら も首 肯 され る。

表一3・19枝 張 の各処理区間の有意差検定

した が って,概 括 的 には,優 勢 木 の 枝 張 の 拡 張 は,全 上 層 木 本 数 が 多 く な るの に と もな

っ て抑 制 され る 傾 向 が あ る とい え る。 しか し,全 上 層 木 本 数 がha当 り約16,000本 以 上 に

な る と,そ れ 以 上 に 本 数 が 多 くな って も,枝 張 の 拡 張 が よ り抑 制 され る とい う傾 向 は 認 め

られ な い 。

③ 主 幹 と頂 軸

こ こで は,具 体 的 な測 定値 に もとつ く もの で は な く,概 括 的 な観 察 に も とづ き,写 真 を

示 す こ と に よ って 検 討 す る方 法 を とる か ら,す べ て の処 理 区 に つ い て で は な く,全 上層 木

本 数 が最 も少 な いha当 り10,400本 の処 理 区(以 下 疎 立 林 分 とい う)と 最 も多 い27,600本

の処 理 区(以 下 密 立 林 分 とい う)の 両 極 端 な場 合 につ い ての み 検 討 す る に と どめ たい 。

そ こで,両 林 分 に お け る平 均 的 な優 勢 木 の 立 木 状 態 を写 真 で 示 す と写 真 一3・10お よび3・

11(い ず れ も立 木 状 態 を 明 確 にす る ため,周 囲 の 立 木 を 多少 伐 除 して撮 影 した もの)の と

お りで あ り,さ ら に写 真 一3・11の 立 木 状 態 を よ り明 確 にす る ため,伐 倒 して疎 開地 で撮 影

した もの が写 真 一3・12で あ る 。

写真一3・10疎 立林分の優勢木
の立木状態

(↑印より上部が頂軸)

写真一3・11密 立林分の優勢木
の立木状態

(●印か ら●印までの立木)

写真一3・12密 立林分の優勢木
の形態

(写真一3・11と同一立木で,↑

印か ら上部が頂軸〉



まず,枝 下 以 下 に お け る主 幹 下 部 の通 直度 に つい て は,両 林 分 の差 異 は ほ とん どな い と

認 め られ る。 ま た,枝 ド高 以 上 の主 幹 上 部 に つ い て も,概 括 的 な観 察 で は,あ ま り差 異 は

ない よ うに みれ るが,し か しな が ら,細 部 に つい て観 察 す る と,同 一 立 木 の主 幹 上 部 の み

を示 した写 真 一3・13お よ び3・14に み ら れ る よ うに,疎 立 林 分 に お い て は 曲 りの程 度 が 大 き

い の に対 して,密 立 林 分 で は相 対 的 に頂 軸 にい た る まで 通 直度 が高 い とい え よ う。

写真一3・13疎 立林 分の優勢木

の主 幹上部

(写真一3・10と同一立林

で,↑ 印か ら上部が頂軸)

写真一3・14密 立林 分の優勢木

の主幹上部

(写真一3・11と同一立木

で,↑ 印か ら上部が頂軸)

写真一3・15疎 立林分の傾斜頂

軸の状態

(●印は傾斜頂軸の先端)

つ ぎに,頂 軸 の垂 直 度 ない しは そ れ と関連 す る 確定 度 について は,写 真 一3・10お よび3・

13の 疎 立 林 分 の 場 合 が 的 確 に示 され て い な い が,以 上 の す べ て の写 真 をみ る と,両 林 分 の

差 異 は あ る程 度 は認 め られ,確 定 度 に つい て は大 きな差 異 は な い が,通 直 度 につ い て は か

な りの 差 異 が あ り,密 立 林 分 の 方 が通 直 度 は高 い とみ な され る 。 また,現 実林 の 観 察 に よ

っ て も,写 真 一3・15に 示 す よ うな頂 軸 が垂 直 で な い優 勢 木 の 本 数 は疎 立 林 分 の 方 が 多 か っ

た。

以 上 の よ うに,全 上 層木 本 数 は,優 勢 木 の主 幹(こ とに 主 幹 ヒ部)の 通 直 度 に影 響 を お

よぼ す と と もに,頂 軸 の垂 直度 に も影 響 を お よぼ す もの と推 測 され,全 上 層 木 本 数 が 多 く

な る と,相 対 的 に主 幹 の通 直度 お よ び頂 軸 の垂 直度 も高 くな る 傾 向 が あ り,優 良 形 質 の 促

進 上効 果 的 で あ る と考 え られ る。

(4)考 察

1)ミ ズ ナ ラの 密 立 単 層 一 斉 林 造 成 の効 果

本 調 査 の 対 象 林 分 は,稚 幼 期 とはい っ て も,林 令 が9年 生 の み で あ り,地 域 的 に も一 個

所 にす ぎない か ら,稚 幼 期(稚 樹 の段 階 か ら,胸 高 直径6cm未 満 の 一 般 に材 積 表 示 の ない

幼 樹 まで の 段 階 とす る)全 般 に つ い て即 断 す る の は危 険 で あ るか も しれ ない が,他 の 林 令

あ るい は他 の 地 域 の 稚 幼 林 分 を観 察 す る と,以 上 の検 討 で 認 め られ た傾 向 は お お むね 首 肯

され る もの と して さ しつ か え な い 。

したが っ て,北 海 道 産 の ミズ ナ ラは,稚 幼 期 の 密 立林 分 か ら も優 勢 木 は 発 生 す る こ とが

実 証 され,そ の発 生 率 は,本 調 査 の対 象 と した9年 生林 分 で は,全 上 層 木 の 約 半 数 を占 め



る程 度 で あ る と推 測 され る。 ま た,密 立 林 分 か ら発 生 す る優 勢 木 の 樹 高 生 長 力 は,疎 立 林

分(相 対 的)か ら発 生 した もの と比 較 して 大 き く低 下 す る こ とは ない こ と も実 証 され た。

さら に,形 質 に つ い て も,枝 下 高 形 成 の促 進,枝 張 拡 張 の 抑 制(す な わ ち細 枝 性 の保 持),

通 直主 幹 の形 成,垂 直頂 軸 の 形 成 に対 して,密 立 林 分 の 構 成 は有 効 で あ る と推 測 され る。

と ころで,第1章 第3節 で すで に の べ た よ うに,ミ ズ ナ ラ構 造 材 林 の 育 林 技 術 上 の 基 本

的要 件 の 第1は,更 新 期 にお い て 密 立 更 新 樹 を確 保 す る こ とで あ り,第2に は稚 幼 期 まで

に おい て上 層 林 冠 を単 層 一 斉 状 態 に構 成 す る こ とで あ るが,こ の よ うに稚 幼 期 まで に密 立

単 層 一 斉 林 を造 成 す る とい う技 術 的手 段 は,長 期 に わ た る生 育 過 程 を通 じて残 存 す る可 能

性 の あ る優 勢 稚 幼 樹 の 優 良 形 質 養 成 を主 目的 と した もの で あ る こ とは い う まで もない 。 し

か し一 方,稚 幼 期 の密 立 林 分 か ら果 た して優 勢 木 そ の もの が 発 生 す るか ど うか,さ ら に は

た と え優 勢 木 が 発 生 した と して も,そ の樹 高 生 長 力 が 大 き く低 下 して い て 育 林 技 術 上 支 障

を生 じるの で は ない か とい う こ とが想 定 され る 。 しか る に,以 上 の 調 査 の 検 討 結 果 に よっ

て,稚 幼 期 まで に おい て密 立 単 層 一 斉 林 を造 成 す る こ とは,育 林 技 術 上 か ら は,稚 幼 期 ま

で は肥 大 生 長 促 進 に主 眼 が お か れ な い こ と を考慮 す る と,ミ ズ ナ ラに関 す る限 り支 障 は な

く,む しろ有 効 な技 術 的手 段 で あ る とい え る 。

2)5年 生 前 後 の必 要 最 少 限 の稚 樹 成 立 密 度

立 木 密 度 と優 勢 木 の 各 林 木 構 成 要 素 との 関 係 を総 括 的 に検 討 してみ る と(た だ し,立 木

密度 は,5年 前 の4年 生 当時 に お け るha当 り総 成 立 本 数 と し,枝 下 高 お よ び枝 張 に つい

て は,9年 生 現 在 の全 上 層木 本 数 を 図 一3・13に よ っ て4年 生 当時 の 総 成 立 本 数 に な お して

考 え,以 下 成 立 本 数 とい う),あ る成 立 本 数 の範 囲 で は,そ の 要 素 が ほ ぼ 一 定 ない しは そ の

差 が 小 さ くな る傾 向 が あ る。 す な わ ち,

① 樹 高 生長 は,成 立 本 数 に ほ とん ど影 響 され ず ほ ぼ 一 定 で あ り,ま た樹 高 の ち ら ば りは,

約23,000本 以 上 に な る とほ ぼ 一 定 とな る。

② 直径 生 長 は,約15,000本 以 上 に な る と,成 立 本 数 に大 き く影 響 され ず,あ ま り小 さ くな

らな い。

③ 枝 下 高 形 成 は,約11,000～23,000本 の範 囲 で 成 立 本 数 が 多 くな る と促 進 され る が,23,

000本 以 上 に な る と,本 数 が 多 くな っ て もその 形 成 が よ り促 進 され る こと は あ ま り期 待 で

きな い。

④ 枝 張 拡 張 は,枝 下 高 とほ ぼ逆 の傾 向 を示 し,約11,000～23,000本 の 範 囲 で 成 立 本 数 が 多

くな る と抑 制 され る が,23,000本 以 上 に な る と,本 数 が 多 くな って もそ の 拡 張 が よ り抑 制

され る こ とは あ ま り期 待 で き ない 。

⑤ 主 幹 の通 直度 お よび頂 軸 の垂 直度(な い しは確 定 度)に つ い て は,成 立本 数 が 多 くな る

の に と もな っ て,い ず れ もそ の程 度 が 大 き くな る もの と推 測 され る。

以 上 の 傾 向 か ら,稚 幼 期 の林 分 に おい て は,主 幹 と頂 軸 の状 態 が不 明確 で は あ る が,樹

高 生 長 は成 立 本 数 に ほ とん ど影 響 され ず,直 径 生長 は,育 林 技 術 上,こ の過 程 に お い て は

重 視 され ない こ とを考 慮 す る と,枝 下 高 ・枝 張 が,と もに23,000本 以 上 に な っ て も,育 林

技 術 上,よ り好 結 果 を期 待 す る こ とが 困難 で あ る とい え よ う。

この 結 果 か ら,ミ ズ ナ ラの 構造 材 林 造 成 に お い て は,4年 生 林 分 で少 な くと もha当 り

約23,000本,さ ら に安 全 率 を考 慮 す る と,基 準 的 に は5年 生前 後 の林 分 で,少 な くと もha



当り約30,000本 程度の成立本数を確保することがのぞましいと考えることができる。 この

基準的な稚樹成立密度は,天 然下種更新によりミズナラの構造材林造成をはかる場合にお

いて,更 新当初の林面における必要最小限の稚苗発生密度を推定するときの基礎資料のひ

とつとなるとともに,稚 樹刈出とい う育林手段の施行が必要かいなかを判断する場合の,

育林技術上の一応の基準にもなるものである。

viiミ ズナラ林の生長推移

13～145年 生の ミズナラ天然生林を対象 として,上 層木 および下層木別に成立本数 ・樹

高 ・胸高直径 ・枝下高 ・材積を調査することにより,ミ ズナラ林の高令化にともなう生長

推移を ドイツのナラ施業林の場合と比較 しながら明らかにして,そ の結果にもとついて,

天然下種更新地における更新当初の必要最少限の稚苗発生密度,上 層間伐の開始期,お よ

び主伐期における林分構成と収穫 目標について考察を試みることにする。

なお,収穫 目標について考察するにあたっては,当 然伐期令 について も検討しなければ

ならないが,第2章 第4節 ですでにのべたように,こ こでは150年 であることを前提とす

る。

(1)調 査方法

1)調 査林分の選定

天然生の ミズナラ林分を対象 とし,そ のうち,稚 幼期までは密立更新樹の確保,上 層木

林冠の単層一斉状態の構成を目的として育林手段が施行された場合に到達するものと予想

される優良林分を選定 した。

したがって,選 定 された林分は,ミ ズナラの構造材林として,稚 幼期までは正常な育林

手段が施行 されたが,壮 令期以後には除伐 ・枝打 ・間伐などの育林手段が全 く施行されな

かったと想定される林分であるといえる。

2)上 層木 と下層木の区分

上層木 とは,上 層林冠構成 木とし,そ れらの上層木によって形成 される林分の平均枝下

高以下に樹冠の全部あるいは大部分が位置する立木をすべて下層木 とした。なお,中 層木

としては区分せず,下 層木の中に含めるものとする。

3)ミ ズナラとミズナラ以外の広葉樹

ここでの調査林分は,ミ ズナラの構造材林 と想定 されるものであるから,当 然 ミズナラ

の純林状態を呈 しているものであることはいうまで もない。 しかしながら,純 林状態 とは

いっても天然生林であるから,ミ ズナラ以外の広葉樹,た とえばイタヤカエデ ・センノキ

・シラカンバなどがある程度は混入 している。 ことに,混 入率の大きいのは下層木であっ

て,上 層木については混入率は小さく,15%以 内である。

そこで,こ れらの ミズナラ以外の広葉樹 も,す べて ミズナラの蓄積に加えるものとし,

調査結果において,上 層木 ・全立木の混入率を明示する程度 にとどめるものとする。

4)調 査 ・測定方法

①林令は,各 調査林分における上層木のみを対象とし,そ の平均胸高断面積を求め,そ れ

に相当する胸高直径の上層木を伐倒 して,地 上高0.3mの 位置の年輪数をもって林令 とし

た。ただし,ほ ぼ90年 以上の林分においては,年 輪が明確でなかったから,そ の場合は5

年括約程度にせざるを得なかった。



② 成 立 本 数 は,樹 高 の い か ん に か か わ らず,胸 高 直 径1.5cm以 上 の もの を有 効 本 数 の対 象

と し,上 層 木 と下 層 木 に 区分 した 。

③ 樹 高 は,上 層 木 の う ち の ミズ ナ ラ の み を対 象 と して,10本 に1本 の割 合 で0.1m単 位 ま

で測 定 す る こと を原 則 と した が,樹 高 の 高 い 場 合 は0.5m単 位 程 度 にせ ざる を得 な い場 合

もあ った 。 な お,10m前 後 の樹 高 ま で は ポ ー ル に よ り,そ れ 以 上 の場 合 は アル テ ィ レベ ル

で測 定 した 。

④ 枝 下 高 は,上 層 木 の み を対 象 と して樹 高 の測 定 木 と同一 立 木 を測 定 し,ポ ー ル を用 い て

0.1m単 位 まで 読 み と っ た。 な お,不 定 芽 の 発 生 してい る もの もあ っ た が,そ れ らは そ の

後 の 生育 過 程 で 枯 死 す る もの と想 定 し,不 定芽 まで の 高 さ を枝 下 高 とは しなか っ た。

⑤ 胸 高 直径 は,地 上 高1.3mの 位置 の 直径 を直 径 巻尺 を用 い て0.1cm単 位 で毎 木 測定 した 。

⑥ 材 積 は,北 海 道 立 木 幹 材 積 表55)に も とつ い て求 め たが,こ の 材 積 表 示 は2cm括 約 で あ る

か ら,5mm括 約 に して1.5cm以 上 の全 立 木 につ い て材 積 を求 め た。

(2)調 査 結 果

九 州 大 学 北 海 道 演 習 林 内で 調 査 した林 分 は46個 所 で あ り,そ れ らの 林 分 構 成 の調 査 結 果

を林 令 と と も に示 す と表 一3・20の とお りで あ る 。 まず,全 立 木 の 胸 高 直 径 と林 令 の 関係 を

み る と,林 令 の 高 令 化 に と もな っ て,胸 高 直 径 は しだ い に 大 き くな る傾 向 は あ る程 度 認 め

ら れ る が,下 層 木 の 成 立 本 数 に よ っ て全 立 木 の胸 高 直径 が影 響 され る た め,明 確 な傾 向 は

認 め に くい 。 しか し,上 層 木 の み の胸 高 直径 は林 令 との 関 係 が 比 較 的 明 確 で あ る。 ま た一

方,上 層 間伐 との 関 係 か ら,上 層 木 の胸 高 直径 の林 令 に よ る推 移 が 重 視 され る こ と に もな

る。 した が って,こ こで は,胸 高 直 径 に つい て は,主 と して 上 層 木 と林 令 の 関 係 を検 討 す

る。

表一3・20ミ ズ ナ ラ の 林 分 構 成



慶 他樹種 混入率 の()は,上 層木 のみの場合を示す。

つ ぎに,表 一3・20に 示 され た下 層 木 の 材 積 をみ る と,上 層 木 に比 較 す る と きわ め て少 な

く,し か も壮 令期 以 後 に おい て は上 層 間 伐 が 採 用 され る た め,下 層 木 は 原則 と して す べ て

保 残 され るか ら,間 伐材 積 には 重 要 な関 係 は ない とい え る。 ま た一 方,下 層 木 は,主 伐 期

に おい て も構 造 用 素材 の 生 産対 象 に な ら ない もの で あ る。 した が っ て,こ こで は,材 積 に

ついては,上 層 木 の み に つい て検 討 す る。

以 上 の上 層 木 の胸 高 直 径 お よび材 積 の ほ か,上 層 木 お よ び下 層 木 の本 数,上 層 木 の 樹 高

お よ び枝 下 高 は,い ず れ も生 長 推 移 の検 討 に あ た っ て は重 視 され る もの で あ るか ら,林 令

との 関 係 を よ り明 確 に す る た め,各 構 成 要 素 の 測 定 値 の平 均 状 態 を考 慮 して徒 手 法 に よ り

中 央 分 布 線 を描 い た。 そ れ らを示 した の が 図 一3・17～3・22で あ る。

な お,ミ ズ ナ ラ天 然 生 林 と ドイ ツ の ナ ラ施 業 林 の 生長 推 移 を 比 較 す る た め,Schwappach

調 製 に よ る ドイ ツ一 般 ナ ラ(Eiche)林収穫 表(200年 まで 記 載 の う ち150年 まで)34)の 主林

木 の 数 値 に も とつ い て,そ の 生 長 推 移 も各 図 に あ わ せ て 示 し た。



図一3・17上 層木本数 と林令の関係 図一3・18下 層木本数 と林令の関係

図一3・19上 層木樹高 と林令 の関係 図一3・20上 層木枝下高 と林令 の関係



図一3・21上 層木胸高直径 と林令 の関係 図3・22上 層木材積 と林令の関係

(3)考 察

ユ)更 新当初の必要最少限の稚苗発生密度

ミズナラの天然生林の うち,稚 幼期まで正常 な育林手段の施行が行なわれてきたと想定

される林分の高令化にともなう本数減少の傾向は図一3・17および3・18の とおりである。こ

の両図においては,10年 生以下の傾向は示 されてないが,少 なくとも5～10年 生の林分に

おいては,10～15あ るいは20年生の林分 における本数減少の傾向 とほぼ同様かないしはい

く分減少程度が大 きい と考えてさしつかえなかろう。そこで,両 図にもとづき,上 層木お

よび下層木とも,10～15年 の間における傾向を5年 生前後まで延長 し,5年 生の推定本数

を合計すると,ha当 り3～4万 本となる。

したがって,現 在天然生林 として成林 している ミズナラ優良林分の5年 生前後における

総成立本数はha当 り3～4万 本であったと推定されるから,逆 に ミズナラの優良林分を造

成するためには,5年 生前後で少なくともha当 りの総成立本数で3～4万 本は確保 しなけ

ればならないとも考えられる。 この結果は,す でにのべた9年 生林分の優勢木の形質から

5年 生前後の必要最少限の稚樹成立密度を推定 した場合とほぼ一致 している。

そこで,こ の5年 生前後における必要最少限の稚樹成立密度から,天 然下種更新による

更新当初の必要最少限の稚苗発生密度を推定 してみることにする。デンマークにおいては

第1章 第3節 で前述 したように,更 新当初にha当 り20万 本以上を期待 しているが,わ が

国の ミズナ ラについて推定 した例はない。 しかし,カ ンパ類については推定 した例があり,



中 野 ・村 井56」に よれ ば,カ ンパ類 は更 新 完 了後2～3年 日 にha当 り3万 本 以 上 の 稚 樹 が 現

存 す る こ と を必 要 とす る と し,こ れ に も とつ い て,更 新 当初 は 最 少 限ha当 り5～7万 本

(平均6万 本)の 稚 苗 発 生 が あ れ ば 十分 将 来の 成 林 が 期 待 で きる と してい る 。 また 鈴 木57)

も,こ の 更 新 当初 の 稚 苗発 生 密 度 を妥 当 と して い る 。

カ ン パ類 は,第1章 第3節 で 前述 した よ うに,羽 状 型 の 広 葉 樹 で あ るの に対 して,ミ ズ

ナ ラは箒 状 型 の 広 葉 樹 で あ る こ とを考 慮 す る と,ミ ズ ナ ラは カ ンパ 類 に比 較 して,よ り大

き な稚 苗 発 生 密 度 を必 要 とす る こ とに な る 。 し たが って,カ ンパ 類 で は更 新 完 了 後2～3

年 目でha当 り3万 本 以 上 と して い るの に対 して,ミ ズ ナ ラ は更 新 完 了後5年 目前 後 でha

当 り3万 本 以 上 と な っ てい る こ とか ら 判 断 して,ミ ズ ナ ラは,更 新 当初 に おい て,カ ンパ

類 が平 均6万 本 で あ るの に対 して,安 全 率 を 見込 ん で,基 準 的 にはha当 り10万 本 以 上 の

稚 苗 発 生 密 度 が あれ ば,将 来,構 造 材 林 と して の成 林 が期 待 で き る もの と推 定 され る。

この 更 新 当初 に お け る必 要最 少 限 の稚 苗 発 生密 度 は,今 後 と も充 分 検 討 し な けれ ば な ら

な い が,こ れ を一応 妥 当 な もの とすれ ば,現 実 の ミズ ナ ラ構 造 材 林 造 成 の 更 新 過 程 に おい

て,補 播 あ るい は補 植 とい う育 林 手 段 を必 要 とす る か い な か を判 断 す る場 合 の 育 林 技 術 上

の基 準 とな る もの で あ る とい え る。

2)上 層 間伐 の 開 始 期

上 層 間 伐 を開 始 す る に あ た っ て は,そ の対 象林 分 に お い て,

① 肥 大 生 長 促 進 の 対 象 と な る主 伐 候 補 木 が す で に 明確 に分 別 で き る こ と。

② そ の主 伐 候 補 木 の枝 下 高 が す で に充 分 形 成 され てい る こ と。

が 基 本 的 な育 林 技 術 上 の前 提 条 件 とな る。

図 一3・17に示 され た上 層 木 の 減 少 傾 向 を み る と,10年 生 頃 で はha当 り9,000～10,000本

程 度 成 立 してい るの に 対 して,25年 生 前 後 で はha当 り約2,000本,30年 生 前 後 で はha当

り約1,500本 に減 少 して お り,10～30年 生 の間 の減 少 程 度 は きわ め て 急激 で あ る こ とが わ

か る。 した が っ て,そ の 間 で は つ ね には げ しい 生 存 競 争 が持 続 して お り,上 層 木 の 自然 枯

死 ない しは下 層 木 へ の衰 退 が顕 著 で あ る こ と を示 してい る。 そ の た め,25年 生 以 上 の林 分

に おい て は,こ の よ うな は げ しい 自然 淘 汰 に よ っ て,主 伐 候 補 木 は す で に判 然 と して お り,

そ の 分 別 は容 易 で あ る。 した が って,主 伐 候 補 木 の 明 確 な分 別 とい う観 点 か ら す れ ば,25

年 生 の 林 分 か らで も上 層 間 伐 を 開始 す る こ と は,育 林 技 術 上 可 能 で あ る とい え る。

つ ぎに,枝 下 高 の 観 点 か ら上 層 間伐 の 開 始 期 につ い て検 討 す る ので あ る が,そ れ に さ き

だ ち,ま ず 充 分 な枝 下 高 を具 体 的 に決 定 しな け れ ば な らな い 。 そ の 決 定 に あ た っ て は,上

層 間 伐 の 開 始 期 の 枝 下 高 が 原 則 と して主 伐 期林 分 の枝 下 高 とほ ぼ 一 致 す る た め,収穫 材 の

長 級 に つ い て 検 討 しな けれ ば な ら ない 。

北 海 道 地 方 で は,一 般 に広 葉 樹 素 材 に お け る一 般 用 材 の 標 準 材 長 は3.Om58)に な っ て い

る こ とか ら,広 葉 樹 二 次 林 で 大 径 材 生 産 を 目的 とす る 場 合 に は,6m(丸 太2玉 分)以 上

の枝 下 高 が必 要 で あ る35)と され てい る。 ま た,近 藤3)に よれ ば,広 葉 樹 林 の 間 伐 開 始 期 は

枝 下 高 が6。7～10.Om程 度 に な っ た時 で あ る と してい る。 一 方,ミ ズ ナ ラ素 材 の長 級 に対

す る利 用加 工 上 の観 点 か ら は,ミ ズ ナ ラの 主 要 材 種 で あ る イ ンチ 材 で は3.1m材(10フ ィ

ー ト材=3 .05m材)が 希 望 され,58)価 格 の面 で も3m以 上 の素 材 が高 価 に な る こ とが 指 摘

され て い る 。59[以 上 の よ うな 枝 下 高 お よ び素 材 の 長 級 に 関 す る諸 点 を考 慮 す る と,基 準 的



に は1本 の主 伐 木 か ら,少 な くと も3.1m材 を2玉 採 材 す る こ と を 目標 にす べ きで あ る と

判 断 され,ミ ズ ナ ラの充 分 な枝 下 高 を,採 材 時 の安 全 を見 込 ん で,一 応7.Omと す るの が

妥 当 と考 え られ る。

そ こで,図 一3・20に 示 され た 上層 木 の 枝 下 高 の形 成 推 移 を み る と,枝 下 高 が7.Omに 達

す る の は,ほ ぼ35年 生 前 後 の 林 分 で あ る こ とが わ か る。 した が って,枝 下 高 の 観 点 か ら

は,育 林 技 術 上35年 生 前 後 の林 分 か ら上 層 間 伐 を 開始 す る こ とは可 能 で あ る とい え る。

した が って,主 伐候 補 木 の 明 確 な分 別,そ の 主 伐 候 補 木 の充 分 な枝 下 高 とい う両 結 果 か

ら判 断 す る と,育 林 技 術 上 か ら は,基 準 的 に は35年 生 か ら上 層 間伐 を 開 始 で き る と考 え ら

れ る。 な お,近 藤60)が,わ が 国 の 広 葉 樹 林 の 標 準 的 な 間伐 開始 期 と して,地 位 中 の 場 合 は

30～40年 生 と して い る と と も に,35年 生 の ミズ ナ ラ林 は,上 層 木 のha当 り成 立 本 数約1,

200本(図 一3・17よ り),樹 高約13.5m(図 一3・19より),胸 高 直 径 約13cm(図 一3・21よ り),

ha当 り材 積 約120m3(図 一3・22よ り)に 達 してい る こ とか ら も,こ の ミズ ナ ラ林 に対 す る

間 伐 開始 期 は妥 当 で あ る と考 え られ る。

3)主 伐 期 の単 木 形 質 ・林 分 構 成 ・収穫iの 目標

図 一3・17～3・22に 示 され た ミズ ナ ラ天 然 生 林 の 生 長 推 移 と ドイ ツ の ナ ラ施 業 林 の 生長 推

移 に も とづ き,ミ ズ ナ ラ林 に壮 令 期 以 後 上層 間 伐 を施 行 した場 合 を想 定 して,ミ ズ ナ ラ構

造 材 林 の主 伐 期 に お け る単 木 形 質 ・林 分構 成 ・収穫 の それ ぞれ の 目標 に つい て,各 構域 要

素 ご とに考 察 して み る 。 な お,す で にの べ て き た よ うに,考 察 に あ た っ て は,上 層 木 の み

を対 象 と し,伐 期 令150年,間 伐 開 始 期35年 生 で そ の 時 の 枝 下 高 は7.Omで あ る こ とを 前提

とす る。

① 成 立 本 数

図 一3・17に よれ ば,ミ ズ ナ ラ天 然 生 林(以 下 ミズ ナ ラ林 とい う)の 上 層 木 は30年 生 前後

まで は 急 激 に減 少 し,そ れ 以 後 は しだい に 減 少 程 度 は少 な くな っ て ゆ き,150年 生 林 分 で

はha当 り約350本 に な っ てい る 。 そ れ に対 して ドイ ツの ナ ラ施 業 林(以 下 ドイ ツ ナ ラ林

とい う)の 主 林 木 は,150年 生 林 分 で は1等 地 がha当 り約100本,同 じ く2等 地 で は約120

本 にす ぎず,ミ ズ ナ ラ林 と比 較 す る と きわ め て少 な い 。 この 差 異 は,壮 令 期 以 後 に前 者 で

は 間 伐 が施 行 され て い ない の に対 して,後 二 者 で は比 較 的 高 令 期 にい た る まで 間伐 を施 行

して い る こ と に よ って 生 じた もの で あ る こ とは 明 らか で あ る。

した が って,ミ ズ ナ ラ林 に壮 令 期 以 後 適 切 な繰 返 し年 と強 度 に よ り上 層 間 伐 を施 行 した

場 合 は 主 伐 木 の 成 立 本 数 はha当 り350本 よ り も さ ら に少 な くな る もの と予 想 され,近 藤61)

は,伐 期 令 を100～150年 と した場 合,ha当 り200～300本 程 度 を適 当 と推 定 して い る。 し

か しな が ら,旺 盛 な肥 大 生 長 の 促 進 あ るい は そ の一 定 の持 続 を は か る た め に は,ド イ ツ ナ

ラ林 の例 か ら推 測 す る と,極 度 に本 数 を減 少 させ る必 要 が あ る と考 え られ るか ら,伐 期 令

を150年 と した場 合 は,少 な く と も基 準 的 にはha当 り150本 程 度 を 目標 とす べ きで あ ろ

う。 この 目標 本 数 に も とつ い て,上 層 間 伐 が 開 始 され た後 の上 層 木 の本 数 減 少 の経 過 を予

想 す る と,図 一3・17に 示 す よ うに,55年 生前 後 で ドイツ ナ ラ林1等 地 とほ ぼ一 致 し,90年

生 前 後 で2等 地 とほ ぼ一 致 して,そ れ 以 後 は ドイ ツ ナ ラ林2等 地(150年 で 約120本)よ り

もわず か に 多 い程 度 で減 少 傾 向 を た ど り,150年 生 で150本 に な る もの とみ な され る。 この

本 数 減 少 の予 想 推 移 は,上 層 間伐 の 施 行 に あ た っ て充 分 考 慮 され る べ きで あ る。



② 樹 高

図一3・19によ る と,ド イツ ナ ラ林 の 場 合 は樹 高 生 長 推 移 が ほ ぼ 直線 的 な 傾 向 を 示 し,150

年 生林 分 で1等 地 約31m,2等 地 約27mに 達 して い る。 それ に対 して,ミ ズ ナ ラ林 の場 合

は,25年 前 後 まで は ドイ ツ ナ ラ林 よ り も大 き くな って い るが,そ れ 以 後 は1等 地 よ り も小

さ くな り,80年 生 以 後 に は2等 地 よ り も さ らに低 くな って,こ の 頃 か ら樹 高 生 長 量 が 大 き

く低 一下 してい る こ とが わ か る。 この 両者 の 差 異 は,本 質 的 な樹 性 あ る い は立 地 条 件 の 差 に

よ って 生 じた もの で あ る と も考 え られ るが,し か し,主 と して 山火 に よる被 害 に よ って ミ

ズ ナ ラ林 の 樹 高 生 長 力 が低 下 した た め と推 測 され る。 す な わ ち,ミ ズ ナ ラ調 査林 分 の 成 立

地 域 は,今 か ら40～60年 前 に 山火 に た び た び み まわ れ た もの と推 測 され,90年 生 以 上 の

林 分 で は,根 部 に 山火 に よ り腐 朽 した と推 察 され る空 胴 を生 じた 調査 木 が 多 く見 う け られ

る。 した が っ て,両 者 の差 異 は,本 質 的 な樹 性 あ るい は立 地 条 件 の 差 の み な らず,主 と し

て 山火 とい う異 常 な外 的要 因 に よ って 大 き くな っ てい る もの と考 え ら れ る 。

そ こで,全 く山火 の被 害 を う けて い ない と推 測 され る60年 生 以下 の林 分 の 樹 高 生 長 推 移

をみ る と,全 般 的 に は ドイツ ナ ラ林2等 地 よ り も1.5～3.5m程 度 高 い が,ほ ぼ 同 様 な傾 向

を示 してい る こ とか ら,ミ ズ ナ ラが 正常 な 生育 過 程 を た ど っ た場 合 に は,現 存 す る150年

生 林 分 よ り も樹 高 は相 当 大 き くな り,少 な く と も ドイ ツ ナ ラ林2等 地 程 度 の 樹 高 に は達 し

うる もの と考 え られ る 。 以 上 の よ う な こ と を前 提 と して,主 伐 期 林 分 の樹 高 を予 想 す る と,

図 一3・19に 示 す よ うに,山 火 の被 害 を全 くう けて い ない と推 測 され る60年 生 前 後 か ら樹 高

生 長 量 は い くぶ ん大 き くな り,150年 生 林 分 で は約27mに 達 す る もの とみ な され る。

③ 胸 高 直 径

図 一3・21をみ る と,ド イ ツ ナ ラ林 の 場 合 は,樹 高 と 同様 に1等 地 お よび2等 地 と も150年

生 まで ほ ぼ直 線 的 傾 向 を示 し,そ れ ぞれ 約52cm(年 平 均 生長 量 約3.5mm)お よび約46.5

cm(年 平 均 生 長 量 約3・1mm)に 達 してい る。 そ れ に対 して ミズ ナ ラ林 で は80年 生 前 後 ま

で ほ ぼ 直線 的 な傾 向 を示 して約30cm(80年 生 まで の 年 平 均 生 長 量 約3.6mm)に 達 して い

る が,そ れ 以後 に な る と急 激 に肥 大 生 長 が低 下 して,150年 生林 分 にお い て は約38cmに と

ど ま って お り,80～150年 生 の 間 の 年 平 均 生 長 量 は約1.1mmに す ぎな い。

と ころ で,80年 生 以 後 に な る と急 激 に肥 大 生 長 力 が 低 下 してい る原 因 は,ミ ズ ナ ラの 本

質 的 な樹 性 に もとつ く もの で は な く,主 と して,前 述 の 山火 に よ る異 常 な外 的要 因 に よ る

もの で あ る と と もに,壮 令 期 以 後 に上 層 間伐 を 全 く実 施 してい な い た め,そ の影 響 が 高 令

期 にあ らわ れ た もの と推 測 され る 。 した が って,生 育 過 程 に おい て 山火 の被 害 を う けず,

しか も35年 生 前 後 の 林 分 か ら上 層 間伐 を適 切 に施 行 した とす れ ば,ミ ズ ナ ラ は,150年 生

前 後 まで 一定 の肥 大 生 長 量 を持 続 し うる樹 性 を もって お り,し か もそ の一 定 の 生長 量 は,

80年 生 まで の 年 平 均 生 長 量 約3.6mmを 期 待 す る こ と も不 可 能 で は な い と推 測 され る・ そ の

根 拠 は つ ぎ にの づ る とお りで あ る。 図一3・17を み る と,45年 生 前 後 まで は ミズ ナ ラ林 の上

層 木 成 立 本 数 はha当 り約1,000本 で,そ れ まで ドイツ ナ ラ林1等 地 よ り も成 立 密 度 は 小 さ

い 。 し たが っ て,図 一3・21に 示 され て い る よ うに,45年 生 前 後 まで は ミズ ナ ラ林 の方 が ド

イツ ナ ラ林1等 地 よ り も肥 大 生 長 が す ぐれ て い るの は 当 然 で あ る と もい え る。 しか る に,

45年 生 以 後 の林 分 で は,ミ ズ ナ ラの 方 が,間 伐 を全 く施 行 して い な い た め,ド イ ツ ナ ラ林

1等 地 よ り も成 立 密 度 が 大 き くな る に もか か わ らず,山 火 に あ わ な か った と推 定 され る80



年 生 前 後 まで の約35年 間 に お い て も,ド イツ ナ ラ林1等 地 よ り肥 大 生 長 は す ぐれ て い る。

な お,図 一3・17に よ る と,80年 生 林 分 で は,ミ ズ ナ ラ林 がha当 り約550本 で あ るの に対 し

て,ド イ ツ ナ ラ林1等 地 はha当 り約350本 にす ぎ ない 。 以hの 検 討 結 果 か ら,北 海 道 産 の

ミズ ナ ラは,本 質 的 な 樹 性 あ るい は立 地 条 件 な どの差 異 か ら,ド イツ 産 ナ ラ1等 地 よ り も

肥 大 生 長 力 が す ぐれ て い る もの とみ な され る。

そ こで,150年 生 の主 伐 林 分 に お け る胸 高 直 径 を推 定 す る と,80年 生 前 後 まで の 年 平 均

生長 量 は 約3.6mmで あ り,こ の 生 長 量 が80年 生 以後150年 生 まで の70年 間 持 続 す る もの と

す れ ば,図 一3・21に 示 す よ うに,主 伐 林 分 で は 約55cm(=29.5+70×0.36=54.7)に 達 す

る もの と予想 され る。 ただ し,こ の生 長 量 を持 続 させ るた め に は,適 切 な繰 返 し年 で,し

か も相 当 高 令 期 まで 上 層 問 伐 を施 行 しな け れ ば な ら ない が,そ れ に つい て は次 節 の応 用 研

究 の と こ ろで 後 述 す る。

と こ ろで,ミ ズ ナ ラ構 造 用 素 材 の径 級 に対 す る利 用 価 値 上 の観 点 か ら み る と,径 級 が40

cm上 に な る と価 格 の面 で 有 利 で あ る こ とが指 摘 され て い る35)が,さ きに予 想 した胸 高 直

径55cm(皮 付)の1本 の 主 伐 木 か ら果 して40cm上(樹 皮 を除 い た長 級3・1m材 の 末 口径)

の 素 材 が2玉 採 材 で きる か ど うか は,樹 皮 の厚 さあ るい は細 りな どの観 点 か ら 今後 充 分 な

調 査 検 討 を必 要 とす る が,そ の調 査検 討 につ い て は今 後 の 研 究 段 階 に ゆ ず る こ と と して,

現 実 の 採 材 現 場 の 調査 観 察 に よ って推 測 す る と,少 な くと も元 玉 で は40cm上 の 素 材 の 採

材 は可 能 で あ り,二 番 玉 で も40cmに 近 い もの を採 材 で き る もの とみ な さ れ る。 しか し,

こ こで は考 察 の た め の一 応 の基 準 と し て,皮 付 胸 高 直 径55cmの 主 伐 木1本 か ら,40cm上

の 素 材 を2玉 採 材 で き る もの と仮 定 す る。 した が っ て,素 材 の 利用 価 値 の観 点 か らは,主

伐 林 分 の径 級 と して55cm程 度 を 目標 とす る こ とは妥 当で あ る と考 え られ る 。

一 方 ,ミ ズ ナ ラ素材 の 加 工 技 術 上 の 観 点 か ら す る と,北 海 道 の ミズ ナ ラ材 に つ い て は,

年 輪 幅 に も とつ い て,つ ぎの よ うな 材 質 上 の 区 分 が 行 な わ れ て い る 。23)62)

A種 材:年 輪 幅1.2mm以 上 で,硬 さは大 で 工 作 しが た く,か つ狂 い や す い 。 しか し強 度 は

大 きい か ら構造 材 に適 す る。

B種 材:年 輪 幅0.8～1.2mmで 硬 さ は中 程 度 で 」二作 しや す く,か つ狂 い も少 な い 。 ま た強

度 もそ の割 りに 大 で,加 工 性,強 靱 性 の 双 方 に応 じ うる優 良 材 で あ る 。

C種 材:年 輪 幅0.8mm以 下 で,軟 く工 作 し・やす い が,年 輪 幅 が狭 くな る につ れ て もろ くな

り,変 色 材 の 出 現 す る傾 向 が 大 で あ り,0.3～0,4mm以 下 の材 は ヌ カ メ と され,低 品 位 材

と され て い る。

した が って,少 な くと も年 輪 幅 が0.81㎜ 以 上,す な わ ち年 平均 直 径 生 長 量 を1.6mm以 上

に す る こ とが 得 策 で あ る とい え る。 と ころで,上 層 間伐 施 行 の 場 合 の 生 長 予 想 に よ る と,

無 節 材 部 分 す なわ ち35年 以 上 に形 成 され た材 の年 平 均 生長 量 は約3.6mmで あ るか ら,年 輪

幅 と して は 約1.8mmと な り,前 述 の材 質 区 分 に よ る とA種 材 に該 当す る広 年 輪 幅 材 が生 産

され る こ と に な る。 しか し,将 来 は住 宅 部材 の 生 産 な どの 関 連 か ら,硬 材 す な わ ち広 葉 樹

環 孔 材 で は 広 年輪 幅 材 の 生 産 が 必 要 と され る情 勢 に あ る59)か ら,こ の 程 度 の年 輪 幅 を 目標

とす る こ と は妥 当で あ り,し た が っ て年 平 均 直径 生 長 量 約3.6mmあ るい は主 伐 林 分 の胸 高

直径 と して 約55cmを 一 応 の径 級 目標 とす る こ とは,加 工 技 術 上 か ら も妥 当で あ る と考 え

られ る。



④ 材 積

以 上 の主 伐 林 分 に お け る成 立 本 数 ・胸 高 直 径 に もとつ い て,主 伐 林 分 に お け る 目標材 積

を推 定 す る と,基 準 的 に は,胸 高 直径55cm(そ の単 木 材 積 は2.43m3)の 主 伐 木 がha当

り150本 成 立 す る こ とに な るか ら,ha当 り材 積 は 約365m3(=2.43×150=364.5)に 達 す る

もの とみ な され る。

と こ ろで,図 一3・22に 示 され た ミズ ナ ラ林 の 上 層 木 材 積 の推 移 を み る と,全 般 的 に は ドイ

ツ ナ ラ林1等 地 よ りい く分 大 きい値 で,ほ ぼ 同 様 な生 長 推 移 を た どっ て,25～35年 生林 分

に お い て はha当 り約80～120m3,80年 生 前 後 の 林 分 で はha当 り約270m3に 達 して お り,

そ の 後 は樹 高 ・胸 高 直 径 とは異 な り急激 な減 少 傾 向 はみ られ ず,150年 生 林 分 で はha当 り

約365m3で,ド イ ツ ナ ラ林1等 地 とほ とん ど一 致 して い る。 また,こ の ミズ ナ ラ林 の150

年 生林 分 にお け るha当 り材 積 は,同 時 に 目標 材 積 と もほ とん ど一 致 して い るか ら,壮 令

期 以 後 に間 伐 を施 行 して も成 立 本 数 が 相対 的 に 少 な くな る た め,材 積 的 に は主 伐 林 分 に お

い て 大 き な差 異 が ない こ と を示 して い る 。

なお,ド イ ツ ナ ラ林1等 地 の150年 生林 分 で は,胸 高 直 径 約52cmの 主 林 木 がha当 り約

100本 成 立 してha当 り材 積 が366m3に な って い るの に対 して,ミ ズ ナ ラ林 の 目標 材 積 で は

胸 高 直 径55cmの 主伐 木 がha当 り150本 成 立 す る と予 想 され,い ず れ も大 きい 値 を示 す に

もか か わ らず,材 積 はha当 り365m3で ほ とん ど差異 は な い とい う結 果 に な っ てい る。 こ

の結 果 は,明 らか に両 者 の 単 木 材 積 の相 異 に も とつ く もの で あ り,前 沢 ・福 島 ・中 川 ・河

原63)が 北 海 道 富 良 野 地 方 に あ る東 京 大 学 北海 道 演 習林 で ミズ ナ ラ単 木 材 積 を算 出 した結 果

に よ る と,胸 高 直径55cmの 単 木 材 積 は2.67m3と な って い る。 こ の単 木 材 積 に よっ て,目

標 材 積 を推 定 す る とha当 り約400m3(2.67×150=400.5)と な り,さ きに 中 島55)に よ る

単 木 材 積 に もとつ い て算 出 した結 果 よ り も相 当 大 き くな る。 しか し,ミ ズ ナ ラ の単 木 材 積

に つ い て は 今後 充 分 な調 査 検 討 を必 要 とす る。

つぎに,こ の よ う な主 伐 林 分 か ら は,す で に の べ た よ うに,基 準 的 に は,1本 の 主 伐 木

か ら長 級3.1m材,径 級40crnの 素 材 が2玉 採 材 で きる こ とに な るか ら,構 造 用 素 材 材 積 と

して は1本 の 主伐 木 か ら1m3(長 級3.1m,径 級40cmの 素 材 材 積 は0.50m3),し たが って

ha当 りで は150m3と な り,構 造 用 素 材 の み の 利 用 率 は41%(=150×1/365×100)と 推

定 され る。 なお,枝 下 高 以 上 の部 分 で枕 木 ・坑 木 ・パ ル プ材 な どの 他 の 材 種 も採 材 し た場

合 の利 用 率 は,こ れ よ り もさ ら に大 き くな る こ と はい う まで もな い 。

⑤ 総 括

以 上 の主 伐 林 分 に お け る各 構 成 要 素 の 目標 を総 括 して,主 伐 木 の 形 質 を模 式 的 に図 示 す

る と図一3・23のと お りで あ り,林 分 構 成 お よび収穫 目標 を示 す と表 一3・21の と お りで あ る。

この主 伐 林 分 に お け る単 木 形 質 ・林 分 構 成 ・収穫 目標 は,今 後 なお充 分 な検 討 を要 す るが,

現 段 階 に おい て は,ミ ズ ナ ラの構造 材林 造 成 過 程 に お け る基 準 的 な 目標 とな る もの で あ る

と と もに,ミ ズ ナ ラの構造 材 生 産 に対 す る林 業 経 営 上 の 経 済 効 果 を検 討 す る場 合 の基 礎 的

資 料 の ひ とつ とな る もの と考 え られ る。

しか し,こ の基 準 的 目標 は,あ く まで も主 伐 段 階 に お け る もの で あ り,そ れ まで の林 分

造 成 過 程 に お け る 中間収穫 す な わ ち間伐収穫 にお い て は,次 節 の応 用 研 究 の と ころ で後 述

す る よ うに,上 層 間 伐 を適 用 す る こ とに よ り,主 伐収穫 量 に比 較 して き わ め て多 量 の 中 間



・節械35年 生 まで)

無節材(35～150年 生 まで

年輪幅1。8mm')

樹皮

図 一3・23主 伐 木 の 模 式 図

表一3・21主 伐林分(150年 生)に おける林分構 成および収穫 材の 目標

 Table-3.21 Aim of the stand composition and the yield of 
          the structural timber in the final cutting period 

           (150year-old forest)

林 分 構 成

Stand composition

樹 高27m
Height

枝 下 高7・Om

Clear length

胸高直径55cm
 D•B•H

ha当 り本数150本

Number of trees per ha

ha当 り材積365m3

Volume per ha

収穫され る構造用集材

Yield of the structural timber

径 級40cm上
Diameterover 40cm

長 級3.1m

length

ha当 り収穫 材積150m3

Eeffective volume per ha

収穫利用率41%

Percentage of effective volume

年 輪 幅1.8㎜
Annual ring width

収穫量が期待できることも,経 済効果を検討する場合には充分考慮 しなければならない要



因と考えられる。

II応 用 研 究

本節は,理 論的に選定 された ミズナラ構造材林造成に対する基本的作業法すなわち伐採

木 自身からの落下種子を活用する皆伐天然下種更新作業法の適用に関する応用研究であっ

て,ま ずはじめに,第2章 第4節 で明らかにした基本的作業法の単位林分に対する適用の

基本方式にもとついて,ミ ズナラの構造材林を造成する過程において,ど のような個々の

育林手段が必要 とされるかを,基 礎研究によって得 られた結果を考慮 しながら考察する。

ついで,こ の考察によって必要 と認められた個々の育林手段の一部を除いたそれぞれに

ついて,各 種の施行方法を実際の林地で試験 し,そ れぞれ適切な施行方法を選びだして,

さらにそれらを合理的に組合わせ,伐 採木自身からの落下種子を活用する皆伐天然下種更

新作業法が適用された単位林分の全造成過程の育林技術を体系化しようとするものである。

i総 説

(1)研 究の方法

ここでの応用研究は,一 定の林地ない しは一定の単位林分にミズナラ構造材林を造成す

ることを対象とするものであって,第1章 第1節 でのべたように,そ の単位林分の形状 ・

広 さあるいは単位林分相互間の配置方法については対象 とせず,そ れらは最後の第4章 で

概括的にふれることにする。

一般に,一 定の林分を対象として,そ の林分の生長推移 を順次たどりながら林分造成の

各過程において必要 と認められる育林手段を試験研究するためにはきわめて長期間を要す

ることは明らかである。ことに,ミ ズナラの構造材林造成においては,そ の全過程が約150

年間におよぶのであるから,な おさらその必要性は大きくなる。

そこで,そ の試験研究期間の長期性を克服する一方法として,個 々の育林手段を施行す

る生育過程 に該当していると認められる ミズナラ天然生林をそれぞれ別に選定 して施行方

法を試験 し,そ れらの試験結果がすべて明らかになった段階で,そ れらの育林手段の適切

な施行方法を生育過程をたどって合理的に組合わせ,育 林技術の体系化について考察を試

みることにした。

(2)必 要 と認められる育林手段

第2章 第4節 ですでに明らかにした基本的作業法の単位林分に対する適用の基本方式に

よれば,伐 期林分の選定,そ の林分の結実豊作年の判定 といういわば準備作業が必要であ

るとともに,種 子覆土 ・更新伐 ・上層間伐という育林手段の施行が必要不可欠であると認

められる。

しかし,伐 採木自身からの落下種子を活用する皆伐天然下種更新法を適用することによ

って,現 実 に一定の林地にミズナラ構造 材林を造成する過程においては,基 本方式に含ま

れている種子覆土 ・更新伐 ・上層間伐のみならず,そ れらの育林手段の施行目的を効果的

に達成するために,さ らに他の補助的育林手段の施行が必要になるものと考えられる。

そこで,そ れらの補助的育林手段を生育過程をたどりながら,種 子覆土 ・更新伐 ・上層

間伐 をも含め,こ れらの3種 の育林手段を中心 として考察するとつぎのとおりである。な

お,以 下 にのべる育林手段ない しはそれらが組合わされた育林技術は最 も理想的な集約技



術体系であると認められるものである。

1)下 種地拵

伐期に達した150年 生前後の ミズナラ林の地床にはエゾ ミヤコザサ ・ヤマ ドリゼンマイ,

小径木などが生育 し,さ らに地表面には落葉 ・落枝などが堆積 している。そのような林面

ヘ ミズナラ種子が落下するのであるが,そ れらの地被物をそのまま放置 し,全 く地表処理

をしない状態において,ミ ズナラの落下種子に覆土することはきわめて困難である。

ことに,ミ ズナラ種子は,第3章 第1節 の発芽のところで明らかにしたように,地 床に

落下してから10～20日 後には,程 度の差はあってもすでに発根していることを前提 とすべ

きであるから,そ れらの地被物を除去 し,さ らに鉱物質土壌 を掘起 したりする間に,そ の

初生根が損傷 され,稚 苗発生率が低下する危険性がある。したがって,ミ ズナラ種子の落

下前までに(す なわち9月 上旬までに),まず地被物を除去 し,鉱 物質土壌をやわらか くし

て裸出させておき,な るべ く初生根を損傷せずに種子覆土が適切に施行できるように準備

しておく必要がある。 このような種子落下前の地表処理を,こ こでは下種地拵 と称するこ

とにする。

2)補 播

種子落下前に施行される下種地拵 によって鉱物質土壌が裸出された林面へ,第3章 第1

節の林分結実量の ところで明らかにしたように,9月 上旬から10月上旬にわたりミズナラ

種子が落下するのであるが,そ の落下種子数が更新面の位置によって不均一になる場合が

多いことは容易に予想される。 もちろん,落下種子の着床状態が不均一な場合であって も,

第3章 第1節 の生長推移のところで明らかにしたように,必 要最少限の稚苗発生密度すな

わちha当 り約10万 本以上が確保 される可能性があればさしつかえないが,そ の不均一度

が大 きく,そ の発生密度の確保に支障を生 じると推測 される場合には落下種子の均一度を

高めるための手段が必要となる。

種子覆土は,も とより多量の稚苗発生を確保すると同時に,そ の稚苗の発生が更新面全

域にわたって均一になることを施行目的 とした育林手段であるから,そ の目的を効果的に

達成させるための補助的育林手段 として,種 子落下後で種子覆土の施行前に,落 下種子の

少ないところへ必要最少限の稚苗発生密度が確保 される程度にミズナラ種子を補充するこ

とがのぞましいと考えられる。 このような育林手段をここでは補播と称することにする。

3)種 子覆土

種子覆土は,ミ ズナラの構造材林造成上必要不可欠な育林手段であって,す でにのべた

ように更新面全域にわたって均一状態の密立稚苗を確保することを施行目的 とするもので

ある。種子覆土の必要性は,一 般に,稚 苗発生率の向上のため,落 下種子を鉱物質土壌に

着床 させることにもあるが,同 時にまたつぎのような観点からもその必要性が認められる。

すなわち,結 実豊作年に多量の種子が更新面上 に落下したとして も,そ のまま放置 した

場合は,第3章 第1節 の種子散布のところで明らかにしたように,実 際に更新面上に定着

する種子数は,鳥 獣の食害をうけるため,種 子落下期間の後半 に至 って も必ずしも増加せ

ず,む しろ減少 し,し か も積雪前 まではこの減少傾向は持続するものと予想 される。 した

がって,均 一状態の密立稚苗を確保するためには,適 当な時期に落下種子を鳥獣の食害か

ら保護するために,そ れらを地中に埋没 させる必要があるといえる。 このように種子覆土



の必要性は,落 一下種子数の鳥獣の食害による減少を防止することにおいても認められる。

4)更 新 伐

更新伐は,い うまでもなくミズナラ構造 用素材の収穫 過程における第一段階の収穫手段

で もあるが,同 時にまた ミズナラ構造材林の再造成上必要不可欠な育林手段であって,覆

土 された種子から翌春発生する ミズナラ稚苗の旺盛な発育 を促進 させるために更新面 を裸

地化して充分な陽光を与えるとともに,将 来単層一斉林を形成 させることを施行目的とす

るものである。

その施行時期は,種 子覆土によってすでに鉱物質土壌中に着床して発根 している種子を

かく乱 しないような時期が適当であると判断 される。 したがって,種 子覆土の終了後から

翌春の ミズナラ稚苗の発生前までの積雪期間中に施行すべきであって,そ の期間中に更新

面の立木をすべて皆伐するとともに,伐採木の搬出も同時に完了させることが得策である。

5)枝 条整理

積雪期間中に施行される更新伐によって,更 新面上の伐採木はすべて搬出されるのであ

るが,し かしその伐採木の末木枝条は散在 したまま更新面に放置されるのが普通である。

この末木枝条を放置した場合は,ミ ズナラ稚苗の旺盛な発育が阻害 され,し か も形質不良

化をきたすとともに,発 生状態が不均一になる危険性がある。 したがって,そ れらの散在

している末木枝条を適当な方法で整理することが必要である。

この手段は,ミ ズナラ稚苗の均一性にとむ多量の発生をはかるとともに,発 生後の旺盛

な発育を促進 させるために,す でに施行 されてきた一連の育林手段の施行目的を効果的に

達成 させるための補助的育林手段としての必要性が認められ,植 樹造林の場合における地

拒 とほぼ同様な作業内容となるが,こ こでは枝条整理 と称することにする。なお,そ の施

行時期は,そ の施行目的から明らかなように,更 新伐完了後からミズナラ稚苗の発生前す

なわち5月 中旬 まで(第3章 第1節 の発芽)で ある。

6)補 植

枝条整理 された更新面には,第3章 第1節 の発芽のところで明らかにしたように,5月

下旬から7月 中旬にかけて ミズナラ稚苗が発生する。 しか し,す でに施行された育林手段

にもかかわらず,現 実には,な んらかの原因により,少 なくとも部分的には ミズナラ稚苗

の発生状態が必要最少限の発生密度を下まわる場合が予想 される。その場合には,当 年な

い しは翌年に ミズナラ稚苗を必要最少限の発生密度すなわちha当 り約10万 本に達する程

度に補充することが必要となる。

この手段は,一 般の植樹造林の場合における補植に相当するものであって,密 立更新樹

の確保を目的とする補助的育林手段であるといえるものである。

7)稚 樹刈出

以上の育林手段の施行によって,ミ ズナラ稚苗は,後述するように当年秋には10～20cm

に伸長 し,ha当 り約10万 本の必要最少限の稚苗発生密度が維持 されておれば,少 なくと

も4～5年 以内には70～100cm程 度に達 してほぼ うっ閉状態を構成するものと予想 される。

しかし,そ の間には雑草および ミズナラ以外の広葉樹 との生存競争がはげしく行なわれ

るから,こ れまでの育林手段によって発生当初には必要最少限の稚苗発生密度が維持 され

ていたにもかかわらず,部 分的にはその競争によって ミズナラ稚苗ないしは稚樹の生長力



が減退 し,そ の結果消失するものが多 くなる場合が予想 される。このような現象がみられ

る場合において も,第3章 第1節 の密立林分の優勢木のところで明らかにしたように,5

年生前後でha当 り約3万 本以上の稚樹成立密度が維持 される可能性があればさしつかえ

ないが,そ れが維持されえないと判断 された場合は,稚 樹の生長力を促進 させ,そ の後の

本数減少を防止するための育林手段を必要 とすると考えられる。

この手段は,稚 幼期 までは密立状態を維持 して優良形質を養成 し,壮 令期において上層

間伐が適切に施行 されるための林分造成の初期段階における補助的育林手段 としての必要

性が認められ,一 般の植樹造林 における下刈に相当するものであって,天 然更新において

はいわゆる稚樹刈出と称 されるものである。

8)除 伐

第3章 第1節 の生長推移のところで明らかにしたように,林 令が10年以上になって,樹

高が約5mに 達 し,総 成立本数がha当 り2万 本程度の林分に生長すると,う っ閉後に持続

されてきた ミズナラ相互間の生存競争 によって上層木と下層木の林冠構成の分化が明らか

に認められるが,上 層木の中には,な んらかの原因により,ミ ズナラよりも初期生長が旺

盛で将来暴領木になる可能性のある他の広葉樹が混入 している場合があるとともに,ま た

ミズナラの中で も将来暴領木になる可能性のあるものが生じる場合がある。

これらの ミズナラおよび ミズナラ以外の広葉樹の暴領木となる可能性のある立木を壮令

期までそのまま成立 させておいた場合は,上 層間伐 を施行する段階にいたるとほぼ暴領木

とみなされる程度に樹冠が発達 し,そ れらを間伐すると上層林冠の うっ閉状態を大 きく破

壊する結果となる。 しかるに,上層間伐施行の初期段階においては,林 内に多量の陽光が射

して不定芽が発生しないようにするため,上層林冠を徐々に疎開しなければならないから,

暴領木をこの段階で伐除することは,上 層間伐の適切な施行を困難にする結果となる。 し

たがって,上 層間伐を施行する前の比較的樹冠の発達が充分でない段階において,暴 領木

になる可能性のある立木を樹種のいかんにかかわらず,伐 除 しておくことが必要であると

いえる。この手段は,上 層間伐の適切な施行を補助するものであって,必 要に応 じてつる

切 もあわせて施行することがのぞましく,一 般の植樹造林における除伐に相当する育林手

段である。

9)枝 打

除伐によって暴領木になる可能性のある立木が伐除 され,密 立状態が維持 されながら生

育過程をたどり,35年 生前後に達 したミズナラ施業林では,第3章 第1節 の生長推移のと

ころで明らかにしたように,そ れまでに持続 されてきたはげしい生存競争によって,す で

に主伐候補木が判然とした林相を呈 し,そ れらの平均枝下高はすでに約7m形 成 されてい

るから,基 準的には35年 以上の壮令林では上層間伐を開始することは可能であると推測さ

れる。

しかるに,立 地条件などの種々の条件により,密 立状態が維持 されてきたにもかかわら

ず,第1章 第3節 の樹性のところでのべたように,ミ ズナラの枝の着生状態が不規則 なた

めに,35年 生前後までの間には自然落枝しないとみなされる程度の枝が地上高7m以 下の

上層木の主幹部分に着生 している場合がある。このように,主 幹の下部にかなり発達 した

枝が着生 している ミズナラ上層木で も,そ れが将来の主伐候補木にはなりえない と判断 さ



れる場合にはさしつかえない。 しか し,そ れが主伐候補木になりうるものであれば,本 数

の多少の差はあるとして も,自 然落枝を待つことなく枝打 という育林手段を必要 とする。

この手段は,上 層間伐の開始時間が,他 の林分構成などの諸条件がその開始に支障のな

い状態になっているにもかかわらず,枝 下高の形成が不充分なためにのみ遅れることは,

上層間伐による将来の大径林造成上支障を生じると判断された場合に施行 されるもので,

上層間伐の補助的育林手段 としての必要性が認められる。

10)間 伐

以上の下種地拵 →補播→種子覆土→更新伐→枝条整理→補植→稚樹刈出とい う更新過程

の一連の育林手段すなわち更新技術の施行により,さ らにその後の除伐 ・枝打 という保育

過程の育林手段の施行によって,要 するに,少 なくとも35年生前後の林令に達すれば,判

然 と分別で きる主伐候補木の平均枝下高が約7m形 成 されているから,そ の後は第3章 第

1節 の生長推移のところで明らかにしたような主伐林分造成を目標 として肥大生長 を促進

させればよい ことになる。

ところで,生 長推移のところで明らかにしたように,35年 生前後の林分をそのまま放置

して自然の生育過程をたどらせた場合は,年 平均直径生長量約3.6mmを115年 前後の長期

間にわたって持続 し,150年 生前後の主伐林分で平均胸高直径約55cmの 主伐木を育成する

ことは,ミ ズナラの樹性から判断 してきわめて困難であると認められる。 したがって,肥大

生長をより促進するためには上層間伐を適切な強度 と繰返 し年によって施行すべきである。

この上層間伐 という育林手段は,ミ ズナラの構造材林造成上必要不可欠なものであると

ともに,全 林分造成過程 における最終段階の保育手段であって,ミ ズナラの構造 材林造成

のための保育技術は,除 伐→枝打→間伐(上 層間伐)に よって体系化 されたものである。

ii下 種地拵 試験

下種地栴は,種 子覆土が適切に施行できるようにするため,種 子落下前に,鉱 物質土壌

をやわらかくして裸出させておくことを施行 目的とするものである。その施行方法 として

は,更 新面 にまだ立木があることを考慮すると,大 型機械の採用は困難であるから,採 用

可能 と推測される方法は,農 業用の小型耕 うん機による耕 うん方法 と,人 力によるクワ類

などでの掘起し作業の2方 法であろう。しかし,後 者の場合は,き わめて多量の労働力を

必要 とすることは明らかであるから,前 者の方法が適切であると考えられる。

しかるに,耕 うん機は,元 来農業用であって,平 坦で障害物のない地形に使用 されるも

のであるため,傾 翁のある複雑な地形で,し か も立木 ・伐根などのある林内では,ど の程

度 まで活用できるか,さ らにはどの程度の功程を要するかということについて検討 してみ

る必要がある。

そこで,1968年 秋に九州大学北海道演習林第7林 班 に3個 所の試験地を設定 して,現 実

に下種地拵 を施行 し,そ の結果について考察を試みることにする。

(1)試 験方法

1)試 験地の概況

本試験地は,0.36ha,0.40ha,0.38haの3プ ロットからなり,総 面積は1・14haで あ

るが,い ずれ も林令約150年 生の ミズナラ伐期林分であって林相は平均樹高約23m,ha当

り全材積は約340m3で ある。そのうち,上 層大径木(平 均胸高直径約37cm)はha当 り約



300本 成立 して お り,下 層 小径 木(平 均 胸 高直 径約5cm)は 約260本 成 立 して い る 。

地 床 状 態 は,各 フ ロ ッ トと も小尾 根 か ら沢 筋 まで の一 山腹 斜 面 で あ り,傾 斜 度 は5。～15。

で あ る が,10Q前 後 の傾 斜 地 が 大部 分 を 占 め,作 業 は 比 較 的 容 易 な 条 件 下 に あ る。 ま た,

地 床 植 生 は,30cm程 度 の エ ゾ ミヤ コザ サ が 大 部 分 を 占 め て お り,そ の ほ か に は ヤ マ ドリ

ゼ ンマ イ ・イ トス ゲ が群 生 し,ア キ カ ラマ ツが散 生 して い る程 度 で あ って,ニ ワ トコ ・ツ

ツ ジ ・ハ ギ な どの灌 木 類 は ほ とん どみ られ な い 。

2)補 助 作 業 の方 法

林 内 に は,実 質 上 の耕 うん 作 業 の 支 障 にな る もの と して は,母 樹 で あ る と ころの ミズ ナ

ラ大径 木 の ほ か に,小 径 木 ・倒 木 ・下 草 な どが あ る。 した が って,耕 うん作 業 の み で な く,

これ らの 支 障 物 に対 す る補 助 的 な整 理 作 業 が 必 要 と考 え られ,こ こで は つ ぎの よ うな作 業

を行 な って か ら実 質 上 の 耕 うん を行 な っ た。 す なわ ち,ま ず 小 径 木 を伐 倒 し,つ い で倒 木

を 人 力 で 移 動 整 理 で き る程 度 に切 断 したの ち,さ ら に下 草 を全 刈 して,そ れ ら を母 樹 な ど

の 周 囲 に堆 積 した。

3)耕 うん 作 業 の 方 法

耕 うん 機 の 機 種 は,支 障 物 の 多 い 林 内 の 運 転 操 作 上 の 安 全 性 を充 分 考 慮 して,セ ン ター

ドラ イ ブ方 式 の 最 小 規 模 の もの を使 用 す る こ と と し,写 真 一3・16に 示 す よ うな ヤ ンマ ー農

機K・K製YC5型 デ ィー ゼル 耕 うん 機 を使 用 した。

写 真 一3・16YC5型 ヤ ン マ ー デ イ ー ゼ ル 耕 うん 機

Photo.-3・16YC5-YanmarDieselCultivator

全 長:2.2m

Totallengh

全 幅:1.3m(特 製 の 車 幅 延 長 軸 取 付)

Totalwidth

全 高:1.1m

Totalheight

重 量:175kg

Weight

耕 う ん 幅:60cm

Culitvatingwidth

耕 深:16cm

Cultivatingdepth

耕 う ん 能 力:5～10aノh(農 耕 地)

Cultivatingcapacity



この 耕 うん機 を 用 い て,基 準 的 に幅 が それ ぞれ50cmの 更 新筋 と放 置筋 を交 互 に想 定 し,

更 新筋 の み を対 象 と して,同 一 更 新 筋 を4回 耕 うん した。 な お,耕 うん方 向 は,更 新 筋 ・

放 置 筋 が 山腹 斜 面 の等 高 線 沿 い に設 定 され た ため,原 則 と して 等 高 線 沿 い で あ る とい え る 。

(2)試 験 結 果

1)立 地 条 件 との 関 係

耕 うん機 に よ る耕 うん作 業 を左 右 す る要 因 は,主 と して傾 斜 度 ・地 床 植 生 ・立 木 度 で あ

る と推 察 され る。 これ らの 要 因 と耕 うん の可 能 性 に つい て は,他 の林 地 で検 討 し,す で に

発 表 した が,64)本 試 験 に お い て もそ れ とほ とん ど同一 結 果 を得 た。

す な わ ち,耕 うん方 向 は,前 述 し た よ う に等 高 線 沿 い で あ る か ら,原 則 と して は,図 一3

・24の ④ の よ う に山腹 斜 面 を進 行 す る場 合 の安 全 性 を検 討 す れ ば よい こ とに な る が
,し か

し,現 実 の林 地 に は局 部 的 な変 化 が あ る た め,図 一3・24の ⑤ の よ うに登 坂 す る場 合,お よ

び◎ の よ うに傾 斜 面 を斜 め に上 下 す る場合 が起 っ た。 しか しなが ら,い ず れ の場 合 に おい

て も,基 準 的 に は,ha当 りの 立 木 本 数 が300本 程 度 で,傾 斜 度 が 約15。 以 内 の林 内 で は,

地 形 の複 雑 性 お よ び地 床 植 生(主 と して エ ゾ ミヤ コザ サ ・ヤ マ ドリゼ ン マ イ の刈 払 跡 地)

のい か ん に か か わ らず,耕 うん機 に よ る耕 うん作 業 は可 能 で あ る と認 め ら れ た。

図一3・24斜 面 の 耕 う ん 方 向

な お,15。 以 上 の 地形 に おい て も,

耕 うん作 業 は あ る程 度 可 能 で あ る か

もしれ ない が,作 業 の安 全 確 保 の而

か ら困 難 に な る もの と推 測 され る か

ら,約15。 を限 度 と して お くべ きで

あ り,そ れ 以 上 の 傾 斜 面 で は別 の作

業 方 法 を検 討 しな け れ ば な ら ない で

あ ろ う。

2)施 行 功 程

施 行 功 程 をha当 りに換 算 して 示 す と表 一3・22の と お りで あ り,全 功 程 はha当 り約12人

工 を 要 す る もの と推 定 され る。 そ の う ち,補 助 作業 に は約8.5人 工 を要 し,全 功 程 の70%

を 占 め て い る。

表一3・22下 種地拵 の施行 功程(ha当 り・人)

作 業 内 容

チ ェンソーによる小経木 ・倒木 の切断

刈払機 による下草全刈

人力による ト記支障物の堆桔整琿

ノ1、 計

耕 う ん 作 業

囲1日 の実働時間 は,7時 間と し,以 下 これを前提 とす る。



(3)考 察

1)耕 うん 機 に よ る耕 うん の効 果

下 種 地 存 の施 行 方 法 と して,耕 うん 機 に よ る耕 うん深 度 が10～15cmで あ る か ら,実 質

上 林 地 耕 うん を行 な う結 果 と な って,育 林 技 術 の根 本 的原 則 で あ る地 力 の維 持 増 進 に きわ

め て 有 効 で あ る こ とは い う まで もない 。

さ ら に,本 試 験 に お け る よ う に,筋 状 耕 うん を行 な う こ とは,天 然 更新 の欠 点 の… つ と

もい え る成 林 後 の 雑 然 と した林 相 を,相 対 的 に整 然 と させ る こ とに も有 効 で あ って,下 種 地

手存以 後 の 一 連 の 育 林 手 段 の施 行 に あ た って,後 述 す る よ うに好 結 果 を もた らす もの で あ る。

2)補 助 作 業 の 必 要 性

補 助作 業 を 行 な っ た場 合 には,全 功 程 の70%を 占 め,功 程 を低 下 させ て い る 大 きな要 因

とな る。 しか しな が ら,こ れ らの 補 助 作 業 を行 な わ ない 場 合 に は,耕 うん機 は しば しば迂

回 し な けれ ば な らず,し か も耕 うん 機 の 耕 うん 爪 に下 草 が巻 付 き,耕 うん作 業 そ の もの の

功 程 は 大 き く低 下 す る もの と予 想 され るか ら,補 助 作 業 を省 略 した と して も,全 功 程 が 大

き く向 上 す る こ とは 期 待 で きな い と考 え られ る。

ま た一 方,更 新 技 術Lの 観 点 か ら は,小 径 木 ・倒 木 を迂 回 す る こ とに よ り,そ の 周辺 は

耕 うん され な い た め,稚 苗 発 生 が 不 均 一 と な って,整 然 と した林 相 を呈 せ しめ る こ とが 困

難 に な る こ と も予 想 され る。

以 上 の よ うに,補 助 作 業 を 行 なわ ない 場 合 は,施 行 功 程 の面 か ら大 きな効 果 を期 待 で き

ず,ま た一 方 更 新 技 術 上 か らは 不 利 な面 を生 じる か ら,下 種地拵 の施 行方 法 と して は 前述

の よ うな 補 助 作 業 を行 な う こ とは 必 要 で あ る と考 え られ る。

3)急 斜面 に お け る耕 うん 作 業 方 法 の 推 測

15Q以 上 の急 斜 面 に お け る耕 うん作 業 の施 行 方 法 と して は,現 地 試 験 を実 施 して充 分 検 討

す べ きで あ るが,現 段 階 にお い て は,つ ぎの よ う な方 法 が 適 切で あ る と推 測 され る。

す な わ ち,最 近 に お け る階 段 造 林 方 式 を応 用 し,写 真 一3・17に 示 す よ うな バ ケ ッ ト(幅

33cm)つ き の林 業 用 小 型 トラ クタ(約1・15t)に よっ て,図 一3.25に 示 す よ うに,ま ず は

写 真 一3・17岩 手富 士 産 業K・K製

CT-10H形 バ ック ホー トラ クタ

(約1.15t)

図一3・25急 斜面の耕 うん作業方法の模式図

(バケ ッ トつ き小型 トラクタと耕 うん機

による連 携作業の場合)



じめに山腹斜面の上部をバケットで掘取 り,その掘取 った土を山腹斜而の下部へ盛土する。

その盛土 する位置は,耕 うん機の車輪間隔(約1.3m)に ほぼ一致 させ,し かも掘削底面と

盛土上部とがほぼ水平になるように配慮する。その作業終了後,耕 うん機によって耕うん

するというバケ ットつき小型 トラクタと耕うん機の連携作業によって施行する方法である。

なお,こ の連携作業の現地作業およびその結果の更新成績 ・作業功程 ・作業経費などの

検討については,今 後の研究段階にゆずることにする。

iii補 播の施行方法

補播 という育林手段は,実 質的には人工播種することであり,そ の施行 目的は,更 新面

において落下種子数の少ない部分へ必要最少限の稚苗発生密度ha当 り10万 本が確保でき

る程度にミズナラ種子を補充することであるが,こ の補播施行後には種子覆十という育林

手段が施行されることを考慮すると,補 充種子の播種方法は地表面に散布することで充分

であり,ま たそれらの補充種子には当年秋に結実 したものを用いれば,天 然下種されたも

のと全く同一条件であるため,翌 年春の稚苗発生 ・発育には更新技術上の観点からはさし

つかえないといえる。

したがって,補 播の施行上検討すべきことは,補 充程度の基準 ・施行時期 ・施行功程で

あると考 えられる。 これらの検討にあたっては,従 来の基礎研究のうち種子採集ない しは

種子数調査をともなう研究にもとついて推定 しうるものと判断されるから,補 播に関する

現地試験は行なわなかった。

(1)補 播用種子

各項 目を検討するのにさきだち,下 種地拵 との関連性を考慮 して,補 播用種子について

検討してみよう。補播を施行するにあたっては,当 然の ことながらそれに用いる ミズナラ

種子を採集しなければならないが,そ れには多 くの労力を必要とする。そこで,な るべ く

補播用種子採集の省力化をはからねばならないが,そ の方法として,下 種地拵 において更

新筋 と交互に設定されるところの放置筋上の種子を活用することが得策であるといえる。

すなわち,放 置筋には文字 どおりミズナラ稚苗の発生を期待しない ところであるから,

その放置筋上 に落下 している種子を活用 し,現 実の施行にあたっては,そ れらの落下種子

を原則 として隣接する更新筋へ人力によって移 しかえることになる。 したがって,他 の林

地から種子を採集し,そ れを運搬 した後に人工播種するよりも採集功程は相当縮少できる

ものと推定される。

このような施行方法をとった場合は,第3章 第1節 の林分結実量のところで明らかにし

たように,豊 作年の ミズナラ伐期林分にはha当 り29～38万 個の ミズナラ種子がその林面

に散布 されるが,そ れらの種子が更新筋のみに集中される結果 となる。すなわち,更 新筋

のみを対象とすると,落 下種子の定着密度は,更 新筋幅0.5mで 放置筋幅 も0.5mの 場合は

2倍 となり,更 新筋幅0.5mに 対 して放置筋幅1.Omの 場合には3倍 になるから,少 ない労

力によって,密 立更新樹を確保するのに効果的であると考えられる。 したがって,下 種地

捲において更新筋と放置筋とを交互に設定 したことは,補 播の施行に対 して合理的な関連

性をもつものである。

もちろん,放 置筋上の落下種子を更新筋にすべて移 しかえてもなおかつ必要最少限の稚

苗発生密度を確保することが困難 と判断される場合は,さ らに他の林地から補播用種子を



採集して更新筋kへ 人工播種 しなければならないが,こ こでは,原 則 として補播の施行方

法は,放 置筋上の落下種子を人力により更新筋 上に移 しかえるものとし,以 下 この施行方

法を前提 として検討をすすめることにする。

(2)補 充程度の基準

補充程度の基準は,第3章 第1節 の生長推移のところで明らかにしたように,更 新面全

域を対象 としてha当 り10万本(す なわちm2当 り10本)の ミズナラ稚苗が発生するのに充

分な定着種子数を確保することである。なお,後 述するように,更 新筋の幅を50cmと し

た場合は,放 置筋の幅を1mに するのが妥当であると認められるから,こ こではこの両者

の幅を前提 として検討する。

更新面全域を対象 としてm2当 り10本の稚苗発生を確保するためには,更 新筋上のみを対

象 とすると,更新筋上のm2当 りに30本 の稚苗発生を確保 しなければならない ことになる。

ところで,第3章 第1節 の発芽のところで明らかにしたように,伐 期林分の林面へ落下す

る ミズナラ種子の稚苗発生率は,基 準的には45%で あるから,こ の発生率を考慮すると,

補播終了直後の更新筋上にはm2当 り67個 が定着 していなければならない。 しか し,補 播

終了後から翌春の稚苗発生までの過程においては,諸 要因によって発生率が低下する場合

があるから,現 実的な基準発生率は,安 全率を見込んで10%低 下させ,35%を 前提 とすべ

きであろう。 この場合は,更新筋上のm2当 りには85個 の種子が着していなければならない。

以上の推定結果から,実 際に補播を施行する場合の基準 としては,更 新筋上の1m2に85

個の定着密度を最少限とすることが適当であり,こ れ以下の定着密度の更新筋には,こ れ

に達する程度に,原 則として隣接する放置筋(補 助的には他の林地)か ら ミズナラ種子を

補充すべきであると認 められる。

(3)施 行功程

ここでは,放置筋上の落下種子を隣接する更新筋 ヒに移 しかえる作業のみを対象とする。

ただし,隣 接する更新筋にはm2当 り85個以.ヒあり,他 の更新筋 にはそれ以下である場合,

一一旦それらの種子を採取 し,そ の少ない更新筋に移 しかえるような過不足調整の作業 も含

めるものとする。

前述 したようにこれらの作業を実際に相当広い面積を対象として実施 しなかったが,基

礎研究の結果から判断すると,放 置筋は地床植物が刈払われており,お おむね作業は容易

であるとみなされるから,基 準的にはha当 り8人 工を要するものと推定 される。

(4)施 行時期

補播は,そ の施行目的から,種 子落下後,発 芽能力のある種子が最 も多 く林面に定着 し

ている時期に施行すべきであることはいうまでもない。ところで,第3章 第1節 の林分結

実量 ・発芽 ・種子散布のところで明らかにしたように,9月20日 以前に落下する ミズナラ

種子は,更 新成績にあまり大 きく影響 しないと推察されるから,9月 下旬～10月 上旬の ミ

ズナラ種子を対象にして補播の施行時期を判定することになろう。

そこで,実 際に林地に定着 してゆく種子数の推移を示した図一3・8をみると,調 査聞隔が

10日で比較的長いから的確な判断は困難であるが,10月7日 までは定着数は増加 しており,

それ以後は減少 している。一方,図 一3・4に示した落下率の観点からは,10月1～10日 まで

には全結実量の25%が 落下するにすぎず,し か も10月上旬の後期に至 ると落下量はごく少



量になることは,従 来における現実の調査観察によっても首肯 される。

以上の検討結果から,原 則 として,10月 上旬の前半期が補播施行の適期であると判断さ

れる。 もちろん,年 次によっては,種 子の落下率ないしは林地への定着推移にはい く分変

動があると推測 されるから,こ の10月 上旬 の前半期 という時期は,あ くまで も基準を示す

ものであって,実 際の施行段階においては,この点について充分考慮 しなければならない。

iv種 子覆土試験

種子覆土 という育林手段は,落 下種子を鉱物質土壌に確実に着床 させるとともに,鳥 獣

の食害を防止するため,そ れらを地中に埋没 させることを施行 目的とするものである。そ

の施行方法 としては,下 種地拵 で用いた耕 うん機によって落下種子を地中に耕 し入れる方

法 と,人 力によってスコップ ・クワ類を用いて覆土する2方 法が考えられる。しかしなが

ら,後 者で施行するには多 くの労働力を要することは容易に予想 されるから,功 程の面か

ら考えて,前 者の機械化作業の方が合理的であると判断 される。一方,前 者については,

稚苗発生率の低下の危険性が予想 される。

そこで,こ の耕 うん機による耕 うん覆土方法が,果 して現実に施行 しうるものかどうか

を究明するために現地試験を行ない,ミ ズナラ種子の覆土率 ・稚苗発生率 ・発生稚苗の伸

長量などについて,ス コップを用いた人力覆土方法と比較 しながら分析 ・検討 してみるこ

とにする。

(1)試 験方法

1)試 験地の設定方法

本試験地は,九 州大学北海道演習林第11林 班の疎開地を対象として設定 し,面 積は10m

×20m(0.02ha)で,そ の中に図一3・26に示すように,9本 のベル トを3本 ずつ設定 して1

繰返 し区とし,各 繰返 し区においては,後 述するような3種 の方法が施行できるようにし

た もの で あ る。

この疎 開 地 は,外 部 か ら全 く ミズ ナ ラ種 子 が

飛 散 す る可 能 性 が ない 条 件 下 に あ り,地 床 植 物

は エ ゾ ミヤ コザ サ が 優 占 し,ヤ マ ド リゼ ンマ イ

が散 生 して い る と こ ろで あ っ た が,1970年6月

上 旬 に そ れ らを 全 刈 して,下 種地拵 の終 了後 に

お け る更 新 筋 と同 一 地 床 条 件 に す る た め,各 ベ

ル トと も,耕 うん 機 に よ っ て4回 ず つ耕 うん し

て鉱 物 質土 壌 を や わ らか く して 充 分 に裸 出 させ

た 。

2)播 種 方 法

種 子 は,1969年 秋 に結 実 した もの を,地 表 面 下

約50cmに 埋 蔵 し,1970年6月 上 旬 に掘 出 した

もの を用 い た 。 そ れ らの 種 子 はす で に平 均1～2

cm程 度初 生 根 が伸 長 して い る状 態 に あ っ た 。こ

第1繰 返 し区

第2繰 返 し区

第3繰 返 し区

図一3・26種 子覆土 試験地の設定状 況

の よ うな種 子 を7本 の ベ ル トの 地 表 面 にそ れ ぞ れ300個 ず つ(1ベ ル ト面 積 は0.5m×6 .O

m=3.Om2で あ る か ら,1m2当 り100個)播 種 した。



3)種 子 覆 土 の施 行 方 法

各 ベ ル トに播 種 し た直 後(し たが っ て鳥 獣 の食 害 に よる種 子 数 の減 少 は ない)に,各 ブ

ロ ッ ク と もっ ぎの よ うな 方 法 で 種 子 覆 土(T)を 施 行 した 。 な お,耕 うん機 は下 種地拵 に

使 用 した機 種 と同 一 で あ る。

T・:耕 うん機 に よ る2回 耕 うん 覆 土:耕 うん爪 の 回転 数 を低 下 させ て,な るべ く徐 行 しな

が ら同 一 ベ ル トを2回 耕 うん し た。

T・:耕 うん機 に よ る1回 耕 うん 覆 土:耕 うん爪 の 回転 数 を低 下 させ て,な るべ く徐 行 しな

が ら同一 ベ ル トを1回 耕 うん した。

臆:ス コ ッ プ に よ る人 力 覆 土:ベ ル トの片 側 に 寄 せ て あ らか じめ 播 種 して お き,す べ て の

種 子 が 完 全 に 覆 土 され る よ う に,ス コ ップ を用 い て土 を か け,全 くか くはん しなか っ た。

4)調 査 方 法

種 子 覆 土 終 了 直 後(し た が っ て覆 土 後 に お い て も裸 出 して い た種 子 数 が 鳥 獣 の食 害 に よ

って減 少 す る こ と は ない)に,各 ベ ル トの裸 出種 子 数 を 調 査 した 。 この 調 査 に おい て は,

大 部 分 は 地 中 に埋 没 して い る が,一 部 は地 表 に裸 出 して い る もの もあ っ たが,一 見 して ミ

ズ ナ ラ種 子 と判 別 で き る程 度 に裸 出 して い る もの は裸 出 種 子 に含 め る もの と し,ご くわず

か裸 出 して い る にす ぎ ない もの は覆 土 され た種 子 とみ な した 。

つ ぎ に,稚 苗 発 生 が 終 了 し,さ らに夏 期 を経 過 して す で に生 長 が 休 止 した と認 め ら れ る

同 年10月 下 旬 に,各 ベ ル トご と に稚 苗 発 生 本 数 を 調査 す る と と もに,苗 高 を毎 苗 測 定 して

平 均 苗 高 を 算 出 し た。

(2)試 験 結 果 お よび 分 析

1)種 子 覆 土 率

各 ベ ル トの 播 種 数300個 に 対 す る覆 土 種 子 数 の比 率 す な わ ち種 子 覆 土 率(%)を 算 出 して

示 す と表 一3・23の とお りで あ り,こ の種 子 覆 土 率 を 表一3・24に 示 す よ う に角 変 換(逆 正 弦

変 換)し た後,そ の変 換 値 に も とつ い て 完 全 無 作 為 配 置法 に よ り 分 散 分析 す る と,表 一3・

25に 示 す よ う に処 理 項 は有 意 で あ る こ とが わ か っ た 。 そ こで,さ ら に各 処 理 区 の平 均 値 問

の 差 の 有 意 性 を検 定 した と ころ,表 一3・26に 示 す よ うな 結 果 を得 た。

表 一3・23種 子 覆 土 率(%) 表一3・24種 子覆土率の角変換値

表一3・25種 子 覆 土 率 の 分 散 分 析



表一3・26種 子覆土率 の各処理区間の有意差検定 この 検 定 結 果 か ら,耕 うん機 に よる耕

うん覆 土 を施 行 す る場 合 に は,ス コ ッ プ

に よ る人 力 覆 土 を施 行 した場 合 に対 して

覆 土 率 に は差 は あ る が,耕 うん 回 数 が1

回 と2回 の場 合 で は そ の差 は認 め られ な

い こ と が わ か る。 す な わ ち,表 一3・23によ

れ ば耕 う ん 回数 に か か わ らず,耕 うん機

による耕 うんによって種子覆土を施行 した場合の覆土率は約93%で,残 りの約7%は 裸出

したままになるといえる。

なお,現 実の作業状況の観察によれば,耕 うん機の側方板 と後方の土はね防止用のゴム

ラベルによって,種 子がベル ト(す なわち更新筋)の 側方および後方に飛散するという現

象は全 くみられなかった。

2)稚 苗発生率

まずはじめに,覆土 された種子数のみを対象 として稚苗発生率(%)を 算出すると表一3・27

のとおりであり,こ の発生率を覆土率の場合と同様にして角変換 し分散分析すると,表 一3

・28に 示 す よ うに処 理 項 は 有 意 で ない こ とが

わ か っ た。 した が っ て,す で に 伸 長 して い た

初 生 根 が ほ とん ど損 傷 され ない と 推 測 され る

と こ ろの ス コ ップ に よ る人 力 覆 土 を 施 行 した

場 合 に比 較 して,耕 うん機 に よ る 耕 うん 覆 土

を施 行 して も,耕 うん 回数 が1回 お よ び2回

の 場 合 に は 発 生率 には 差 は ない か ら,耕 うん

爪 に よ って か くは ん して も 稚 苗 発 生 に は ほ と

ん ど支 障 は ない とい え る 。

表一3.27覆 土種 子の稚苗発生率(%)

表一3・28覆 土種子の稚苗発生率の分散分析

つ ぎに,播 種 した す べ て の 種 子 数 に対 す る発 生率(%)を 算 出 す る と表3・29の と お りで

あ り,こ の発 生率 を 角変 換 し 分 散 分 析 す る と

表 一3・30に 示 す よ う に処理 項 に は 有 意 差 が な

い こ とが わ か っ た。 した が って,表 一3・29に

示 す よ うに,耕 うん機 に よ る 耕 うん 覆 土 を施

行 した場 合 に は,耕 うん 回 数 に よ る差 は ほ と

ん どな く約74%で,ス コ ップ に よ る 人 力 覆 土

の 場 合 の約85%に 比 較 して 約10%低 下 してい

る が,そ の差 は有 意 で な い とい う こ と に な る。

表一3・29全 播種種子 の稚苗発生率(%)



表一3.30全 播種種子 の稚苗発生率の分散分析

3)発 生稚 苗 の伸 長 量

各 ベ ル トの毎 苗 測定 に よ る 発 生 稚 苗 の平 均 苗

高 を示 す と 表 一3・31の とお りで あ り,こ の結

果 に も とつ い て完 全 無 作 為配 置法 に よ り 分 散

分 析 す る と表 一3・32に 示 す とお りで あ って,い

ず れ の処 理 区 に お い て も約15cmに 伸 長 して

お り,処 理 項 は 有 意 で ない こ とが わ か る。

した が って,発 生率 の 場 合 と 同 様 に,す で

表 一3・31発 生 稚苗 の平 均 苗 高(cm)

表一3・32平 均 苗 高 の 分 散 分 析

に伸 長 して い た初 生 根 が ほ とん ど損 傷 され ない と推 測 され る と ころ の ス コ ップ に よ る人 力

覆 土 を施 行 した場 合 に比 較 して,耕 うん機 に よる耕 うん覆 一ヒを施 行 して も,耕 うん 回 数 が

1回 お よび2回 の場 合 に は発 生 稚 苗 の伸 長 量 に は 差 は ない か ら,耕 うん 爪 に よ って か くは

ん して も発 生 後 の伸 長 に は ほ とん ど支 障 は な い とい え る 。

(3)考 察

1)種 子 覆 土 の 施 行 方 法

以 上 の分 析 結 果 か ら判 断 す る と,耕 うん機 に よ って 同一 更 新 筋 を1回 ない しは2回 耕 う

ん す る こ と に よ って も,更 新 筋 に定 着 してい る種 子 数 の 大 部 分 に あ た る約93%が 覆 土 され

る と と もに,稚 苗 発 生 率 は あ る程 度 低 下 す る傾 向 は あ る が,そ の低 下率 は 大 き く な く,発

生 後 の ミズ ナ ラ稚 苗 の伸 長 に は さ しつ か え な い か ら,種 子 覆 土 の施 行 方 法 と して,技 術 的

に は,耕 うん 機 に よ る耕 うん 覆 土 を採 用 で き る可 能 性 は充 分 に あ る と認 め られ る。

一 方
,作 業 功 程 の 面 か ら考 え る と,耕 うん機 に よる耕 うん覆土 は,ス コ ップ に よ る人 力

覆 土 に比 較 す る とは るか に 軽 労 働 で あ って,し か も能 率 的 で あ る こ とは 明 らか で あ る。 ま

た,同 一 更 新 筋 を2回 耕 うん して も,稚 苗 発 生 率 お よび発 生後 の稚 苗 伸 長 量 と も,1回 耕

うん の 場 合 に 対 して ほ とん ど差 異 は認 め られ ない か ら,耕 うん 回数 は施 行 功 程 を向 上 させ

る た め1回 にす べ きで あ る。

した が って,ミ ズ ナ ラの 構 造 材 林 造 成 に お け る種 子 覆 土 は,す で に 明 らか に し た下 種 地

捲 に よ って 同 一 更 新 筋 が 耕 うん 機 に よ っ て少 な く と も4回 耕 うん され て い る こ と を前 提 と

した場 合,そ の 後 に施 行 され る補 播 の終 了 後 に,同 一 更 新 筋 を耕 うん機 に よ って,耕 うん



爪 の 回転 数 を な るべ く低 下 させ,し か も徐 行 しなが ら一 回耕 うん す る方 法 が最 も適 切 で あ

る と考 え られ る 。

2)施 行 時期

10月 上旬 の 前 半期 に 施 行 され る補 播 に よ っ て,更 新 筋 上 に種 子 が集 中 的 に定 着 され た状

態 に な った と して も,そ の ま ま放 置 す れ ば鳥 獣 の食 害 に よ っ て定 着 種 子 数 が さら に減 少 す

る こ とは 明 らか で あ り,補 播 とい う育 林 手 段 の施 行 目 的 が充 分 に達 成 され え な い結 果 とな

る。 した が って,種 子覆 十 の 施 行 は補 播 終 了 直 後 が適 当で あ り,現 実 の施 行 段 階 に お い て

は,補 播 と併 行 させ て施 行 す べ きで あ る とい え る。 もち ろ ん,両 作 業 の支 障 に な らな い程

度 に,両 者 の施 行 功 程 を考慮 して,一 定 の時 間 あ るい は更 新 筋 の位 置 間 隔 を お い て お く こ

とは い う まで も ない 。

3)施 行 功 程

同一 更 新 筋 を一 回 耕 うん す るの み で あ り,す で に4回 耕 うん され てい る か ら,下 種地拵

の場 合 の よ うに地 床 植 物 に よ る耕 うん 能 率 の 低 下 もな い と予 想 され る か ら,基 準 的 に は,

ha当 り1人 工 程 度 を見 込 ん で お け ば充 分 で あ る と推 定 され る。

v更 新 伐 武験

ミズ ナ ラの構 造 材 林 造 成 を 目的 とす る更 新 伐 は,さ き に のべ た よ うに皆 伐 に よ っ て施 行

す べ きで あ る こ とは い う まで もな い 。 し たが って,更 新 伐 の適 切 な施 行 方 法 を 明 らか に す

る た め に は,主 と して そ の施 行 時 期 を検 討 す べ きで あ る。

そ の施 行 時 期 に つい て は,基 準 的 に は,す で に明 らか に した よ う に種 子 覆 土 終 了 後(す

な わ ち10月 上 旬 の後 半 期)か ら翌 年 の ミズ ナ ラ稚 苗 の発 生 前(す な わ ち5月 中 旬)ま で が

適 切 と判 断 され る が,そ の期 間 は冬 期 は含 め て約7ヵ 月 間 に わ た り,比 較 的長 い とい え る。

したが って,こ の7ヵ 月 間 の どの時 期 が 更新 伐 の施 行 に 適切 で あ るか につ い て さら に検 討

す る必 要 が あ ろ う。

そ こで,伐 出 時 期 を積 雪 の有 無 に よ って3期 に分 け,そ の 時 期 と ミズ ナ ラ稚 苗 の発 生 状

態 の 関 係 を現 地 試 験 に よっ て 明 らか に し,そ の試 験 結 果 に もとつ い て更 新 伐 の施 行 時 期 を

検 討 して み る こ とに す る。 な お,更 新 伐 の施 行 功 程 に つ い て は,一 般 の皆 伐 に よ る伐 出 作

業 とほ とん ど同 一 条 件 に あ る とみ な して ふ れ な い こ とに し た。

(1)試 験 方 法

1)試 験 地 の 設 定 方 法

本 試 験 地 は,九 州 大学 北海 道 演 習林 第7林 班 の 推定 林 令 約150年 の ミズ ナ ラ伐 期 林 分 を

対 象 と して 設 定 したが,そ の総 面 積 は0.53haで,そ れ は表 一3・33に示 す よ う な隣 接3林 分

か ら な って お り,後 述 す る3時 期 の更 新 伐 が施 行 で きる よ うに した 。

表一3・33更 新 伐 試 験 地 の 概 況

囲*印:耕 うん進行方 向の距離(m)



な お,3林 分 に対 して,1969年8月下 旬 に,下 種地拵 をす で に の べ た よ うな 方 法 で 施 行

し,そ の後 に お い て 補播 お よび 種 子覆上 は施 行 しな か った 。 また,伐 採 木 の 試 験 地 外 部 へ

の搬 出 は,ブ ル ドー ザ の ウ イ ンチ に よ って全 幹 あ る い は 全 木集 材 方 式 で 行 ない,ブ ル ドー

ザ は直 接 試 験 地 内 に入 らな い よ うに した 。

2)施 行 時 期

各 林 分 に対 す る皆 伐 ・搬 出 ・枝 条 整 理 の 時期 は つ ぎの とお りで あ る。

T,:積 雪 前(当 年11月上 旬)施 行

0.20haの 林 分 に 対 して,積 雪 前 の 種 下 落 下 当 年11月 上旬 に 皆 伐 ・搬 出 を完 了 し,そ の

直後 伐 採 木 の枝 条 整 理 を施 行 した 。
'1>:積 雪 中(翌 年3月 上旬)施 行

0.18haの 林 分 に対 して,積 雪 中 の 種 子 落 下翌 年3月 上 旬 に皆 伐 ・搬 出 を完 了 し,融 雪

後 の4月 下 旬 に伐 採 木 の枝 条 整 理 を施 行 した 。

T・:融 雪 後(翌 年4月 下旬)施 行

0.15haの 林 分 に対 して,種 子 落下 翌 年 融 雪 後 の4月 一下旬 に皆 伐 ・搬 出 を完 了 し,そ の

直後 伐 採 木 の枝 条 整 理 を施 行 した 。

(2)試 験 結 果 お よび考 察

こ こで は,施 行 時期 に つ い て,上 木 の保 護 効 果 お よ び地 床 の か ん乱 状 態 とい う観 点 か ら,

実 際 の伐 出作 業 の 観 察 結 果 に も とつ い て 考 察 を試 み る こ とに す る。

1)上 木 の 保護 効 果 と施 行 時期

ミズ ナ ラは,い う まで もな く落葉 広葉 樹 で あ り,普 通,少 な くと も10月 中 旬 まで に完 全

に落 葉 し終 り,翌 年5月 中旬 頃 か ら開葉 しは じめ るか ら,更 新 伐 の 施 行 時 期 に相 当 す る10

月 中旬 ～ 翌 年5月 中旬 まで の約7ヵ 月 間 に お い て は,開 葉 し た上 層 林 冠 の効 果 的 な保 護 作

用 は ほ とん ど期 待 で きな い 条件 下 に あ る とい え る。 しか しなが ら,上 木 の全 く成 立 してい

な い皆 伐 跡 地 に比 較 す れ ば,開 葉 して い な い林 冠 に よ って も,あ る程 度 の保 護 効 果 は期 待

で き る もの と推 察 され る。 した が って,上 木 の 保 護 効 果 とい う観 点 か ら は,少 な くと も厳

寒 期 を す ぎる まで は 上木 を 保残 して お くこ とが の ぞ ま し く,更 新 伐 は厳 寒 期 をす ぎ た後 に

施 行 す べ き で あ る とい え よ う。

2)地 床 の か く乱 状 態 と施 行 時期

北 海 道 地 方 に お い て は,前 述 の7ヵ 月間 の間 に積 雪 が み られ,伐 出 作 業 ない しは それ に よ

る地 床 の か く乱 程 度 に重 要 な 関 連 性 が あ る。

す な わ ち,積 雪 期 、用中 に 伐 出作 業 を完 了 し た

場 合 は,地 床 の か く乱 程 度 は きわ め て 小 さい

か ら,種 子 覆土 に よ って す で に 鉱 物 質 土壌 中

に着 床 して発 根 して い る と 想 定 され る ミズ ナ

ラ種 子 を か く乱 して,稚 苗 発 生率 の 低 下 を ま

ね く危険 性 は小 さい とい え る 。それ に対 して,

積 雪 前 お よび融 雪 後 に伐 出作 業 を実 施 し た場

合 は 地 床 はか く乱 され,こ とに,作 業 状 況 を

観 察 して い る と,写 真 一3・18に 示 す よ うに 伐

写真一3・18伐 採木 の搬 出によって,地 床

がか く乱 された状況

(点線 は更新 筋と放置筋の設定方 向)



採 木 の 搬 出 の 際 に更 新 筋 と放 置筋 が 乱 れ る場 合 が あ り,そ れ に と もな っ て,ミ ズ ナ ラ稚 苗

の 発 生 状 態 を翌 春 観 察 した と ころ,更 新 筋 の定 着 種 子 が放 置筋 に移 動 され て発 生状 態 が不

整 に な る傾 向 が あ る と認 め られ た。

と ころ で,下 種地拵 に おい て,更 新 筋 と放 置 筋 を交 互 に設 定 した こ とは,下 種地拵 の施

行功 程 の 向 上,あ るい は 補 播 の 合 理 的 な施 行 のみ を 目 的 と した もの で は な く,さ らに成 林

後 に な る べ く整 然 と した林 相 を呈 さ しめ る ため の 手 段 で もあ る。 この よ うな観 点 か ら す る

と,更 新 筋 と放 置筋 が不 整 とな り,そ の結 果 稚 苗 の 発 生 状 態 が 不 整 に な る こ とは,更 新 技

術 ヒこの ま し くな い とい え る 。 した が って,北 海 道 地 方 に おい て は,積 雪 とい う 自然 現 象

を育 林 技 術 に た くみ に利 用 し,更 新筋 と放 置 筋 の 乱 れ る こ との ない 積 雪 期 間 中 に更 新 伐 を

施 行 すべ き で あ る と考 え ら れ る 。

3)適 切 な施 行 時 期

以 上 の検 討 結 果 を総 括 す る と,厳 寒 期 をす ぎ る まで は な るべ く上 木 を保 残 す る と と もに,

地 床 のか く乱 を少 な くす る こ とが の ぞ ま しい と考 え られ るか ら,更 新 伐 の 適 切 な施 行 時 期

は,原 則 と して 積 雪 期 間 中 の な る べ く後 期 とい う こ とに な り,具 体 的 に は,北 海 道 地 方 に

おい て は,3月 上旬 ～ 中 旬 が そ の時 期 に相 当 す る 。

vi枝 条 整 理 試 験

枝 条整 理 は,す で に 明 らか に し た よ う に,更 新 伐 終 了 後 の 更 新面 に散 在 して い る伐 採 木

の末 木 枝 条 を整 理 す る育林 手 段 で あ るが,そ の施 行 方 法 と して は,後 述 す る よ うに 下 種 地

椿 の施 行 段 階 で更 新 而 に 交 互 に設 定 され た放 置 筋 上 に整 理 す る こ とが 最 も適 切 で あ る と考

え られ る 。

そ こで,現 地 試 験 を 実施 して,枝 条 整 理 が施 行 され ず,末 木 枝 条 が堆 積 され た ま まの林

面 に お け る ミズ ナ ラ稚 苗 の 消長 お よ び伸 長 に つい て明 ら か に す る こ とに よ り,枝 条 整 理 施

行 の必 要 性 を実 証 す る と と もに,さ き に明 らか に した更 新 伐 試 験 地 の枝 条整 理作 業状 況 か

ら,放 置 筋 の幅 お よ び施 行 の時 期 と功 程 に つ い て 検 討 を試 み る こ と に す る。

(1)試 験 方 法

1)試 験 地 の設 定 方 法

本 試 験 地 は,九 州 大 学 北 海 道 演 習 林 第30林 班 の1967年 秋 に結 実 ・落 下 した ミズ ナ ラ種 子

に よ って,翌1968年 に天 然 更新 した林 地 に設 定 した。 こ の よ う な ミズ ナ ラ天 然 下 種 更 新 地

の 一 部 に,ミ ズ ナ ラ稚 苗 が 一 生 育 期 間 を経 過 した1968年11月 初 旬,後 述 す る よ うな方 法 で

伐 採 木 の 末 木 枝 葉 を堆 積 した プ ロ ッ トと堆 積 しない裸 地 プ ロ ッ トを隣 接 させ,こ の2プ ロ

ッ トを1ブ ロ ック と して6ブ ロ ッ ク設 定 した。 な お,各 ブ ロ ックに お け るそ れ ぞれ の プ ロ

ッ トの 大 き さは2m×3m(=6m2)で あ る。

これ らの6ブ ロ ック は,す べ て 起 伏 の少 な い一 山腹 斜 面(斜 面方 位 は 北東)の 中 腹 部 に

あ っ て,各 ブ ロ ックは 斜 面 に沿 って 約10m間 隔 に設 定 され て お り,生 育 条 件 はほ ぼ 同 一一と

み な す こ とが で き る。 な お,地 床 植 物 は エ ゾ ミヤ コザ サ ・イ トス ゲ ・ア キ カ ラマ ツ な どで

あ る が,こ れ ら は全 く刈 払 わ な か っ た。

2)稚 苗 の調 査 方 法

プ ロ ッ トを設 定 す る に あ た って は,す で に 枝 条 が堆 積 して い る と ころで は な く,裸 地 に

な っ て お り,し か も1年 生 の ミズ ナ ラ稚 苗 が す で に発 生 して い る と ころ を選 定 した もので



あ って,枝 条 の堆 積 プ ロ ッ トは,当 初 裸 地 で あ った と ころ に 人為 的 に枝 条 を堆 積 させ る こ

とに よ っ て設 定 した もの で あ る。

そ こで,1968年11月 初 旬 に,後 述 す る よ うな 方 法 で 枝条 を 堆 積 す る ま えに,枝 条 堆 積 プ

ロ ッ トと裸 地 プ ロ ッ ト内 に す で に成 立 して い る1年 生 の ミズ ナ ラ稚苗 の 本 数 を 調 査 す る と

と もに,そ の 中 か ら,平 均 的 な稚 苗 を5本 ず つ選 定 して苗 高 を測 定 し,2生 育 期 間継 過 後

の3年 生 稚 苗 の生 育 本 数 ・苗 高 を調 査 す る こ とに した 。 な お,5本 ず つ の抽 出稚 苗 に 対 し

て は,2年 後 の再 調 査 に そ な え,そ れ らの根 元 に マ ー クテ ー フ を く く りつ け る こ とに よ っ

て 標 示 した。

3)枝 条 の堆 積 方 法

各 ブ ロ ック の枝 条 堆 積 プ ロ ッ トに は,2m×3mの 区 画 内の ほ ぼ 全 面 にわ た っ て写 真 一3・19

お よ び3・20に 示 す よ う に,周 辺 の伐 採 木 の枝 条 を 人 力 作 業 に よ って 堆 積 した。 堆 積 量 は,

重 量 ・容 積 な どで具 体 的 に規 制 せ ず,普 通 の皆 伐 跡 地 に お い て,伐 採 木 の枝 条 を筋 状 に 整

理 した場 合 と ほぼ 同 程 度 と し,各 フ ロ ッ トと も堆 積 量 が均 一 に な る よ うに配 慮 した 。

写 真一3・19枝 条 堆 積 プ ロ ッ ト(第4ブ ロ ッ

ク)の 枝 条堆 積 状 況

写 真一3・20枝 条 堆 積 プ ロ ッ ト(第5ブ ロ ッ

ク)の 枝 条堆 積状 況

な お,枝 条 堆 積 直 後 に おい て は,そ の他 床 に は陽 光 が全 く射 入 しえ な い状 態 で は な く,

堆 積 され た枝 条 の 間隙 か ら,あ る程 度 の 陽 光 は射 入 しう る状 態 に あ る とみ な され た 。

(2)試 験 結 果 お よび 分析

1)稚 苗 の消 失 率

1968年11月 初 旬 お よび1970年10月 下 旬 の各 プ ロ ッ ト内 に お け る ミズ ナ ラ稚 苗 の 成 立 本 数

を示 す と表 一3・34の と お りで あ る。 た だ し,1970年 の調 査 に お い て は,頂 軸 が順 調 に伸 長

して い な い衰 勢 稚 苗 もみ られ た が,そ れ らは す べ て残 存 稚 苗 に含 め る こ とに した 。 この 調

査 結 果 を概 括 的 に み る と,1968年11月 初 旬 に お け る1年 生 ミズ ナ ラ稚 苗 の 成 立 本 数 は,裸

地 プ ロ ッ トが6m2当 り平 均16.8本(1m2当 り2.8本,1ha当 り28,000本)で あ るの に

対 して,枝 条堆 積 プ ロ ッ トで は6m2当 り平 均13.2本(1m2当 り2.2本,ha当 り22,000

本)で,当 初 に お い て は前 者 の方 が成 立 密 度 は い く分 大 き い状 態 で あ った が,し か し2生

育 期 間経 過 後 に お い て は,前 者 が6m2当 り平 均16.0本 で ほ とん ど消 失 して い な い(消 失

率 は約5%に す ぎな い)の に対 して,後 者 は6m2当 り平 均9.5本 に減 少 し,消 失 率 は28

%に 達 して お り,両 者 の差 は大 き くな って い る。 この 結 果 は,1970年10月 下 旬 に おい て も,

2年 前 に堆 積 され た枝 条 は あ る程 度 腐 朽 は して い た が,堆 積 状 態 は ほ ぼ 原 形 の ま まで あ り,

庇 陰 状 態 が 維 持 され て きた た め,そ の庇 陰 に よ って稚 苗 が 消 失 した こ とに よ る もの と判 断

され る9



表一3・34稚 苗 の 成 立 本 数(gm2当 り ・本)

そ こで,表 一3・34の結 果 に も とづ き,各 プ ロ ッ トご とに消 失 率 を算 出 して み る と表 一3・35

の とお りで あ り,こ の算 出 結 果 を 角 変換 して 乱 か い 法 に よ り分 散 分 析 す る と表 一3・36に 示

す よ うな結 果 とな り,処 理 項 は 有 意 で あ るか ら,枝 条 が 堆 積 され て い る林 面 に おい て は,

一 旦 発 生 した ミズ ナ ラ稚 苗 で も
,前 述 した よ う な理 由 か ら,少 な く と も2年 経 過 す る 間 に

枯 死 して ゆ く稚 苗 が 多 くな る傾 向 が あ る と認 め られ る。

表一3・35稚 苗 消 失 率(%)

表一3・36稚 苗 消 失 率 の 分 散 分 析

2)稚 苗 の伸 長 量

1968年11月 初 旬 お よび1970年10月 下 旬 の各 プ ロ ッ ト内 で5本 ず つ選 定 した ミズ ナ ラ稚 苗

の平 均 苗 高(た だ し,1970年 現 在 で は 枯 死 した もの が あ っ たが,残 存 稚 苗 の み を対 象 に し

て算 出 した)を 示 す と表 一3・37の とお りで あ るが,こ の 調 査 結 果 に もとつ い て,各 プ ロ ッ

トご とに2年 間 の伸 長 量 を算 出 して 示 す と表 一3・38の と お りで あ って,両 プ ロ ッ トの伸 長

量 に は大 き な差 異 は な い もの とみ な され る 。 そ こで,表 一3・38の 結 果 を乱 か い 法 に よ っ て

分 散 分 析 す る と表 一3・39に 示 す とお りで あ って,枝 条堆 積 プ ロ ッ トで も残 存 稚 苗 に関 す る

限 り,裸 地 プ ロ ッ トとの伸 長 量 の差 は有 意 で な い こ とが わ か る 。

しか しな が ら,枝 条 堆 積 プ ロ ッ トの残 存 稚 苗 は,抽 出稚 苗 に 限 らず,そ の頂 軸 は 大 部 分

が 堆 積 され た枝 条 の表 面 上 に抜 きん で てい た が,枝 条 の 間隙 を ぬ って 生育 して い る ため に

主軸 が彎曲 して い る ものが 多 くみ られ た。 した が っ て,枝 条堆 積 プ ロ ッ トの抽 出稚 苗 の苗

高 測定 は,そ の彎曲 に沿 って 行 な っ たの で,正 確 に は苗 長 とみ な され る もので あ る。



表 一3・37平 均 苗 高(cm)

表 一3・38稚 苗 の2年 間 の 伸 長 量(cm)

表一3・392年 間 の 伸 長 量 の 分 散 分 析

このように,枝 条が堆積 された林面で生育過程をたどった ミズナラ稚苗は,第1章 第3

節の樹性のところで前述 したように,ミ ズナラが針葉樹 と異なって,生 育条件の良好な方

向へ容易に主軸を曲げうる樹性を もっているから,苗 長の伸長量は大 きく低下しないが,

その形質は不良化がいちじるしく,育 林技術上 このましくない生育状態にあるといえる。

(3)考 察

1)枝 条整理の必要性 とその施行方法

以上の分析 ・検討結果から判断すると,ミ ズナラは,こ とに陽性樹種のひとつであるか

ら,枝 条の堆積によって庇陰されている林面においては,2生 育期間以上にわたって堆積

されておれば,消 失率はこれよりも大きくなるものと推測 される。また一方,枝 条が堆積

されているにもかかわらず残存 した稚苗は,枝条の間隙をぬって生育する結果 となるから,

その形質が不良になることはまぬがれない。

したがって,稚 苗発生前までの過程で,下 種地拵 →補播→種子覆土→更新伐の順 に施行

される更新手段によって,た とえ多量の ミズナラ稚苗が発生 したとして も,そ の更新筋上

に更新伐によって伐採された主伐木の末木枝条が堆積 されていると,そ の成立密度が低下

ない しは不均一になるとともに,稚 苗の形質が不良になるから,伐 採木の末木枝条 は更新

筋上から除去する必要があると考えられる。

つぎに,枝 条整理の施行方法としては,下 種地拵 の施行段階で設定 された放置筋上に,



末木枝条を筋置きすることが適切であると認められる。その理由は,こ のような方法で施

行した場合は,原 則として ミズナラ稚苗の更新を期待 しない放置筋上の大型草本の繁茂を

ある程度抑制することができると考えられるから,更 新筋 ヒのミズナラ稚苗に側方光線が

照射 されやす く,稚 苗の生長に好結果を もたらすとともに,そ れらの筋状に堆積 された末

木枝条はいずれは腐朽 して林地に有機質を供給することになり,地 力の維持増進にも有効

であると考えられるからである。

2)放 置筋の幅

以上のような方法で伐採木の末木枝条 を放置筋 に沿 って筋状整理する場合は,そ の放置

筋の幅が,末 木枝条の量 と密接な関連を もつことはいうまで もない。 さきに明らかにした

更新伐試験地において,前 述 した方法で実際に枝条整理を施行 したが,そ のときの放置筋

の幅は更新筋 と同…の50cmを 基準 としていた。その整理作業の実況から判断すると,50

cm幅 内に枝条を筋状整理するためには,そ の末木枝条を相 当小 さく切断する必要があり,

それで もなおかつ更新筋上に枝条の一部がはみでる場合がかなりあって,施 行功程および

更新成績の両面から も,さ らに放置筋の幅を広 くすることが得策であると考えられた。

したがって,更 新筋の幅が50cm程 度であれば,そ れに隣接 して交互に設定 される放置

筋の幅は1m程 度を基準にすべきであると判断 される。 ところで,更 新筋の幅を50cm,放

置筋の幅を1mと した場合は,模 式的に更新筋の中央部に ミズナラ稚苗が1列 に成立する

と想定すれば,列間 は基準的には1.5mと なるが,ド イツ ・デンマークにおけるナラの人

工植栽 ・人工播種における列間が1.3m程 度であることを考慮すると,こ の程度の列間で

も広すぎることはない と考えられる。

3)施 行の時期および功程

枝条整理は,伐 採木の末木枝条を前述のように放置筋に筋状整理するのであるから,放

置筋が明らかでない とその施行は不可能である。 したがって,積 雪期間中の後期(3月 上

～申旬)に 更新伐が施行 されて,さ らに融雪後林面が裸出 した後に枝条整理を施行すべき

であることはいうまで もない。 また一方,ミ ズナラ稚苗の発生前(5月 中旬まで)に,更

新筋から末木枝条を除去することがのぞましいから,基 準的には更新伐施行後の4月 上旬

～5月 中旬の間が枝条整理の施行時期に相 当するといえる。

つぎに施行功程は,前 述の更新伐試験地の枝条整理の作業状況から判断すると,放 置筋

の幅が50cmの 場合では,基 準的にはha当 り約14人 工を要するものと推定 される。 したが

って,放 置筋の幅を1mに 広 くした場合は,50cmの 場合よりも作業能率は向上すると考え

られるから,基 準的にはha当 り約12人 工を要するものと推定 される。

vii補 植の施行方法

補植は,実 質的には苗木の人工植栽であり,そ の施行目的は更新当初における必要最少

限の稚苗発生密度以下の更新面すなわち更新筋 に部分的に苗木を補充することであるが,

ミズナラ稚苗の根系が直根性であること,更 新当初 における更新筋内の稚苗発生状態ある

いは地床状態などから技術的に判断 して,最 近事業化がすすめられているポッ ト造林方式

により,ポ ット付1年 生苗木を人工植栽することが適切 な施行方法であると考えられる。

もちろん,こ の方式は技術的観点からのみならず,経 営的観点からも多 くの利点があるこ

とはいうまでもない。



この ポ ッ ト造 林 方 式 に よ る一 年 生 苗木 の補 植 試 験 を現 実 の天 然 下 種 更 新 地 を対 象 と して

実 施 しな か っ たの で,こ こで は,基 礎 研 究 お よ び応 用 研 究 の結 果 に もとづ き,現 実 の 天 然

下 種 更 新 地 の 更 新 当年 の 林 面 を観 察 す る こ とに よっ て,養 苗 方 法 お よび 植 付 方 法 な どに っ

い て検 討 を試 み る こ と にす る。

(1)補 充 程 度 の基 準

養 苗 ・植 付 な どを検 討 す るの に さき だ ち,ま ず 補 植 に よる苗 木 の 補 充 程 度 の 基 準 につ い

て 具 体 的 に 検 討 して お くこ と に す る。 基 準 的 に は,種 子落 下 当 年 の 更 新 面 に お い て,ha

当 り10万 本 の稚 苗 が成 立 して おれ ば よい の で あ る が,こ れ まで に 施 行 され て き た育 林 手 段

に よ り,ミ ズ ナ ラ稚 苗 発 生 の 対 象 は,あ くまで も放 置筋(幅1m)と 交 互 に設 定 され た更

新 筋(幅0.5rn)上 のみ で あ る こ とが原 則 で あ る 。

した が って,全 更 新 面 を対 象 と してha当 り10万 本(m2当 り10本)の 稚 苗 を 確 得 す る た め

に は,全 更 新 面 の1/3に あ た る更 新 筋 のみ で それ を確 保 しな け れ ば な らな い か ら,更 新 筋

の1m2当 りで は30本 の稚 苗 を必 要 とす る結 果 とな る。 この 基 準 に も とつ い て,稚 苗 の成 立

状 態 を 模 式 化 して 検 討 す る と,具 体 的 に は,更 新 筋 上 の0.5m×2.Om(=1m2)の 範 囲

に,稚 苗 が2列 に整 然 と発 生 す る と仮 定 す れ ば,苗 間 は約13cm,列 間 約25cmと な り,3

列 の場 合 で は苗 間 約20cm,列 間約17cmと な る。 しか しな が ら,現 実 に は 更 新 筋 上 に お い

て,こ の よ うな整 然 と した稚 苗 発 生 を期 待 す る こ と は困 難 で あ る か ら,補 植 の施 行 段 階 に

お け る基 準 と して は,前 述 の模 式 的 な発 生状 態 に よ って 判 断 す る と,ミ ズ ナ ラ稚 苗 相 互 間

の 間 隔 が15～25cm以 上 の と こ ろへ,し か も現 実 的 に は,そ の よ うな 発 生 密 度 の 小 さい 部

分 が 相 当連 続 して い る と ころ へ,ポ ッ ト付1年 生 苗 木 を補 充 す る こ とに な ろ う。

(2)養 苗 方 法

秋 に ポ ッ トに ミズ ナ ラ種 子 を播 種 し,翌 年 発 生 した ミズ ナ ラ稚 苗 を7月 巾旬 以 降 に た だ

ちに1年 生 苗 木 と して 山 出 しす る こ とを考 慮 す る と,床 替 は全 く不 要 で あ る か ら,養 苗 は

更 新面 の 隣 接 地 ない しは近 接 地 で行 な う こ とが,運 搬 に と もな う作 業 を節 減 す る点 で,得

策 で あ る と考 え られ る。 す な わ ち,種 子 落 下 期 間 中(豊 作 年)の 適 切 な時 期 に,そ の隣 接

地 な い しは 近 接 地 の 土 壌 を ポ ッ トに入 れ,そ の 中 に1個 ず つ ミズ ナ ラ種 子(も ち ろ ん健 全

種 子)を 表 面 下2～3cm程 度 に播 種 す る。 ミズ ナ ラ種 子 は 大 型 で あ るか ら,こ の よ うな作

業 は容 易 に 実 行 で き る。

つ ぎに,ミ ズ ナ ラ種 子 が1個 ず つ 播 種 され た ポ ッ トは,土壌 が採 取 され た跡 地 へ な らべ

て,乾 燥 を 防 止 す る た め に ポ ッ ト相 互 間 の間 隙 に土 壌 を つ め て お き,さ ら に鳥 獣 の食 害 を

防 止 す る た め,金 網 を全 面 的 に被 覆 して お く こ とが の ぞ ま しい 。

以 上 の よ うな養 苗 方 法 に よ って,ポ ッ ト内 の種 子 か ら,播 種 の翌 年5月 下旬 ～7月 巾旬

の 問 に稚 苗 が発 生 し,そ れ が す なわ ち ポ ッ ト付1年 生 苗 木 とな るの で あ る。 な お,使 用 す

る ポ ッ トに つい て は,1年 生 稚 苗 の 杭 根 が 写 真 一3・1に示 す よ うに10～15cmに 達 す る こ と

を考 慮 す る とな る べ く深 い もの が 適 当 で あ るが,ど の よ うな ポ ッ トが よい か とい う試 験 研

究 は今 後 に ゆず る もの とす る 。

(3)植 付 の時 期 お よ び方 法

植 付 は,天 然 下 種 に よ って 発 生 して くる1年 生 ミズ ナ ラ稚 苗 が完 全 に 開葉 し,そ の成 立

状 態 が 明 らか に な る の を待 っ て施 行 す べ きで あ り,具 体的 に は7月 中 旬 以 降 で あ る。 そ れ



以降の現実の植付時期は,ポ ット付苗木であるから技術上の制約はなく,労 働力の時期的

な配分によって決定すべきであることはい うまでもない。

つぎに,植 付方法は,ミ ズナラ稚苗の成立間隔が狭 く,し か も不規則であるから,一 般

の針葉樹人工植栽地で用いられている造林用クワなどによる方法を採用すべきでないと考

えられる。なぜならば,近 接稚苗を損傷する場合が多 くなると予想 されるからである。ま

た一方,植 付の対象 となる更新筋は,す でに下種地拵 で4回,種 子覆土で1回,計5回 耕

うん機によって耕 うんされており,し か もポットが埋込める程度の穴 を掘ればよいことを

考慮すると,ク ワなどを用いる必要はないともいえる。 したがって,植 付には,移 植コテ

ないしは小型スコップなどを用いて,近接の ミズナラ稚苗を損傷 しないように植穴を掘 り,

そこヘポット付1年 生苗木を埋込むという方法が適切であると考えられる。

viii稚 樹刈出試験

ミズナラの構造材林造成を目的とした稚樹刈出は,針 葉樹の人工植栽地における下刈に

相当する育林手段であるが,ミ ズナラの天然下種更新地においては,更 新樹の成立密度が

比較的小さい場合で も,針 葉樹の人工植栽地に比較すれば相対的に大 きく,そ の成立状態

も不整であるとともに,刈 出を実施するにして も密立状態が保持できる方法を採用すべき

であるから,人 工植栽地を対象とする従来の下刈法をそのままミズナラ天然下種更新地の

稚樹刈出法に適用することは合理的とはいえない。

したがって,ミ ズナラの天然下種更新地に対する稚樹刈出法 としてどのような方法が適

切であるかを検討 しなければならないか,そ の方法 としては,後 述するようなアカマツ天

然下種更新地に対する稚樹刈出法として好適であることがすでに実証されている筋刈法10)

が広葉樹の ミズナラに対 して も適切であると推察 される。

そこで,2年 生の ミズナラ天然下種更新地を対象 として,前 述のアカマツ天然下種更新

地に対する筋刈法 と従来の針葉樹人工植栽地に対する普通の筋刈法とを現実の林地で比較

試験 して,ミ ズナラ稚樹の消長 と樹高生長量を明 らかにし,そ の結果にもとついて前述の

アカマツに対する筋刈法が ミズナラに対 して も適切であることを実証するとともに,そ の

施行功程について検討 してみたい。

(1)試 験方法

1)試 験地の設定方法

本試験地は,九 州大学北海道演習林第30林 班の ミズナラ天然下種更新地(2年 生)に,

1969年6月 中旬に後述するような方法の筋刈を施行 して設定 したものである。その総面積

は0.27ha(30m×90m)で,そ れを図一3.27に示すように3フ 。ロッ トに等分して3回 繰返

しとし,さ らに各プロッ トを2等 分 して刈出区 とし,後 述するような2方 法の刈出が施行

できるようにした。

なお,1969年6月 現在の ミズナラ稚樹の成立密度はha当 り平均24,000本 で,2年 生 と

しては成立密度が理想密度(5年 生でha当 り30,000本 以一ヒ)に 対 してかなり小さいと考

えられ,稚 樹刈出の施行が必要 とみなされる状態にある。

2)稚 樹刈出方法

これまでに明らかにしてきた一連の更新手段の施行により,現 実の稚樹刈出の施行段階

においては,更 新筋と放置筋が設定されていることを考慮 し,各 刈出区とも等高線沿いに



それぞれ幅1mず つの更新筋 と放置筋を交

互に想定 し,つ ぎのような方法の筋刈を行

なった。

①放置筋筋刈

アカマツ天然下種更新地に適用 された方

法で,更 新筋 はミズナラ以外の植生があっ

ても原則としてそのまま放置し,放 置筋を

ミズナラ稚樹の有無にかかわらず,刈 払機

を用いて一律 に筋刈する。

②更新筋筋刈

従来の針葉樹人工植栽地に対する筋刈 と

同一方法で,更 新筋内のミズナラ稚樹のみ

を保残 し,他 の植生をカマを用いて人力で

刈払い,放 置筋は原則 としてそのまま放置

する。

3)調 査方法

以上のような方法で筋刈を行なえば,各

プロットにおけるそれぞれの刈出区では,

更新筋が7～8本 ずっ設定 されることになる

が,そ の中から無作為に3本 ずつ更新筋を

選定 して調査ベル トとした。 したがって,

1本 の調査ベル トは幅1m,長 さ30mで 面

積30m2と なる。

更 新筋筋刈区(T,)

放置筋筋刈区(T1)

山腹下部

第3繰 返 し区

第2繰 返 し区

第1繰 返 し区

図一3・27稚 樹刈 出試験地の設定状況

刈 出 作 業 終 了 直 後 に,各 調 査 ベ ル ト内 の ミズ ナ ラ稚 樹 の成 立 本 数 を 調 査 す る と と もに,

そ の 中 か ら,平 均 的 な稚 樹 を10本 ず つ選 定 して樹 高 を測 定 した 。 な お,10本 ず つ の抽 出 稚

樹 に対 して は,根 元 に赤 ペ ン キ をぬ っ て標 示 した。

(2)試 験 結 果 お よび 分析

1)稚 樹 の消 失 率

刈 出 後2生 育期 間 を経 過 した1970年10月 下 旬 に各 刈 出 区 の 調 査 ベ ル ト内 の 稚 樹 成 立 本 数

を 調査 し,3本 の 調 査 ベ ル トの平 均 値 と して消 失 率 を示 す と表 一3・40の と お りで あ る。 こ

の結 果 を角 変換 して 完 全 無 作 為 配 置 法 に よ り分 散 分 析 す る と表 一3・41の と お りで あ る。 す

な わ ち,処 理 項 に は 有 意 差 は認 め られ ない か ら,更 新 筋 内 の ミズ ナ ラ稚 樹 は,そ の 更 新 筋

内 に ミズ ナ ラ以外 の植 生 が あ って も,そ の両 側 が完 全 に疎 開 され て い るか ら,多 量 の側 方

表一3・40稚 樹 の 消 失 率(%)



光線を受けやすいため,針 葉樹の人工植栽地に対 して施行される普通の筋刈法に比較 して

その消失率は大きくならない ものと考えられる。

表一3・41稚 樹 消 失 率 の 分 散 分 析

2)稚 樹の伸長量

刈出後2生 育期間を経過 した1970年10月 下旬に各刈出区の3本 の調査ベル ト内にある計

30本 の抽出稚樹の樹高を調査 し,そ の結果を年平均伸長量で示すと表一3・42のとおりであ

る。この結果を完全無作為配置法により分散分析すると表一3・43のとおりであり,処 理項

には有意差は認められないから,消 失率の場合 と同様に普通の筋刈法に比較 して,放 置筋

筋刈法を施行 した場合においても,ミズナラ稚樹の伸長量が低下する傾向は認められない。

表一3・42稚 樹 の 年 平 均 伸 長 量(cm)

表一3・43年 平 均 伸 長 量 の 分 散 分 析

(3)考 察

1)施 行方法

一般に,針 葉樹の人工植栽地に対する下刈の目的は,植 栽樹周囲の広葉樹萌芽 ・灌木類

・雑草を刈払って,そ れらの植栽樹に対する被圧効果を除去することにある。 したがって,

同時にまたそれらの植生の植栽樹に対する側圧効果 も除去される結果となる。 しかるに,

ミズナラ構造材林の造成を目的とする場合は,密 立状態を維持 して ミズナラ稚樹相互間に

強度の側圧効果を及ぼし合わせて形質生長の助長をはかることが原則となる。したがって,

側圧効果が除去 されてしまうところの従来の人工植栽地に対する筋刈法を ミズナラの構造

材林造成を目的 とする更新地にそのまま適用することは合理的ではないといえるから,ミ

ズナラ更新地に対 しては,生 長の減退および本数の減少を防止 しうる程度に被圧効果を除

去すると同時に,形 質生長を助長するための側圧効果を保持することが可能な稚樹刈出法



が適切ということになる。 このように相反するような2条 件を満足する刈出法があるとす

るならば,そ れはアカマツ天然下種更新地で好結果が得られたところの,こ こでいう放置

筋筋刈法であると考えられる。

すなわち,ミ ズナラ稚樹を保育 しようとする更新筋内の ミズナラ以外の広葉樹萌芽 ・灌

木類 ・雑草はそのまま保残 されるから,ミ ズナラ稚樹そのものの成立密度が比較的小さく

て も,そ れらの ミズナラ以外の植生によって,更 新筋中央部の ミズナラ稚樹は側圧効果を

うけることになる。一方,更 新筋の両側に隣接する放置筋はすべての植生が除去 されるか

ら,両 側から相当多量の陽光が更新筋に側方投射される結果となり,ミ ズナラ稚樹の生長

減退および本数減少をもたらす被圧効果は最少限にくい止められるものと考えられる。

今回の試験結果は,稚 樹刈出施行後2生 育期間を経過 した段階のものにすぎないから,

さらに今後の生長過程をみなければ的確な判断はできないが,以 上のような理論的考察の

妥 当性はある程度実証 されたといえる。すなわち,放 置筋筋刈法施行区における更新筋内

の ミズナラ稚樹の生長減退および本数減少の傾向は,ミ ズナラ以外の植生が同一更新筋内

に生育 しているにもかかわらず,更 新筋筋刈法施行区における更新筋に比較 して大きくな

い。また,本 試験においては,更 新筋 ・放置筋の幅はともに1mで あったが,現 実にはこ

れまでの育林手段との関連性を考慮すると,放 置筋の幅は同様に1mで あるが,更 新筋の

幅は0.5mと なるから,陽 光は更新筋内により多く投射 される結果となり,生 長減退 ・本

数減少の防止に対 しては,よ り大 きな効果が期待 される。一方,形 質生長の面では,稚 樹

がまだ4年 生であり,さ きに示 した写真一3・2～3・4にみられるように,主 軸はまだ明確で

あるとともに,枝 の発達が充分でないため,両 刈出法の効果が稚樹の形態に影響をおよぼ

す段階に至っていない。 しかし,今 後の生育過程においては,刈 出法の影響が稚樹の形態

にあらわされて くるものと推測 され,普 通の筋刈法施行区における更新筋の稚樹は枝張の

発達,あ るいは頂軸の傾斜 したがって主軸の彎曲 程度が放置筋筋刈法施行区におけるもの

よりも相対的に大きくなるものと予測 される。したがって,こ こでいう放置筋筋刈法が ミズ

ナラ構造材林造成における稚樹刈出法 として適切な施行方法であるとしてさしつかえない。

なお,本 試験においても必要に応 じて一部行なったが,更 新筋内においても,将 来 ミズ

ナラ稚樹を被圧すると推測 されるシラカンバ ・イタヤカエデ ・エンジュなどの ミズナラ以

外の大きな広葉樹の実生樹および萌芽 も同時に除去することがのぞましい。また,刈 出の

時期および回数などについては,一 定すべきではなく,こ れを必要とする場合のみに限定

すべきである。

2)施 行功程

放置筋筋刈法を施行する場合は,更 新筋内の稚樹の成立間隔が狭 く,し かもその成立状

態が不整でああっても,放 置筋のみを刈払う方法であるから,ミ ズナラ更新樹を損傷する

場合はきわめて少なく,刈 出作業は容易である。

その施行功程は,今 回の試験結果から判断すると,ha当 り約2人 工を要するものと推

測されるが,現 実には,こ れまでに施行 されてきた育林手段によって,放 置筋上には伐採

木の末木枝条が堆積されており,ま た一方放置筋上の植生の繁茂はある程度抑制 されるか

ら,そ れらの相互結果としての現実の更新地の条件下において,さ らに,こ の施行功程は

再検討されねばならない。



ix除 伐試験

更新期に密立状態が維持 されて生育過程をたどってきたミズナラ林は,10年 生以上に達

すると上層木 と下層木の林冠構成の分化が明らかに認められ,上 層木の中には ミズナラお

よびシラカンバなどの ミズナラ以外の広葉樹で暴領木ない しは暴領木 となる可能性のある

立木が発生 し,ミ ズナラ上層木の正常 な形質生長 を阻害する場合がある。

そ こで,そ のような林分に対 して,そ れらの暴領木および暴領木 となる可能性のある立

木,お よびそれらの他に特に形質の不良な上層木を伐除 した場合に,保 残 された上層木に

どのような影響があるかを検討するため,13～23年 生の林分を対象 として除伐試験を実施

し,主 として本数の減少 ・樹高の生長 ・枝下高の形成推移を明らかにし,そ の結果にもと

ついて,除 伐の施行方法および施行功程などについて検討を試みる。

なお,除 伐は,個 樹の肥大生長 ない しは量的生長 を助長することを主 目的とした育林手

段ではなく,あ くまでも林分全体の優良形質養成が主目的であるから,こ こでは材積生長

にはふれない こととし,胸 高直径の生長推移 もあわせて検討する程度にとどめたい。

(1)試 験方法

1)試 験地の設定方法

本試験地は,1963～1964年 に九州大学北海道演習林第3お よび5林班に設定 したもので,

表一3・44に示すように6個 所(6ブ ロック)か らなり,い ずれ も尾根筋附近に成林 した ミ

ズナラ二次林である。設定 当時の林令は表一3・44に示すように13～23年 生であるが,各 林

令における総成立本数は相対的にきわめて多 く,ha当 り4,800本(23年 生)～13,200本(13

年生)の 範囲にあって,そ のうち上層木は約40～60%,平 均50.8%を 占めており,更 新当

初は稚苗発生密度が大きく,そ の後密立一斉林状態が維持 されて生育過程をたどったもの

と推測 されるから,こ れまでに明らかにしてきた一連の育林手段が施行されてきた施業林

と想定できる林相を呈 している。たとえば,13年 生林分の密立状態を示すと写真一3・21の

とおりである。

表一3・44除 伐 試 験 地 の 概 況(設 定時現在)

囲 丁 ・D・T・ は,そ れぞれ異な った3方 法の除伐 を実施 したプ ロッ トを示す。

6個 所 の試 験 地 は,そ れ ぞれ 表 一3・44に 示 した よ うに,無 処 理 の 対 照 区 を含 めて 後 述 す

る よ うな3方 法 の異 な っ た除 伐(T,T・,T・)を 施 行 し う るに3プ ロ ッ トに分 画 した。

2)除 伐 方 法

各 ブ ロ ッ ク間 に お い て は,樹 種 のい か ん に か か わ らず,暴 領 木 ない しは 暴 領 木 と な る可



能 性 の あ る立 木 の発 生 状 態 は 必 ず し も一 様 で な い か ら,除 伐

程 度 を 量的 に ・定 に規 制 す る こ とは か な り 困 難 で あ る。 しか

しなが ら,現 実 に除 伐 木 を選 定 す る に あ た って は,

① 暴 領 木 に な る可 能 性 の あ る立 木 を 的 確 に 判 定 す る こ と。

② ど の程 度 の もの まで を形 質 の 極 度不 良 木 とす るか とい う基

準 を設 け る こと。

は困 難 と予 想 され るか ら,除 伐 木選 定 の一 応 の 基 準 とす るた

め,現 実 の 林 相 を調 査 観 察 して 本 数 除 伐 率 を定 め,そ れ に よ

って 除 伐 程 度 を あ る程 度 量 的 に規 制 す る こ とに した 。

除 伐 の 対 象 と な る もの は,前 述 した よ うに 原 則 と して 上 層

木 の み で あ って,下 層 木 は,上 層 木 の樹 幹 保護 樹 と して の 機

能 を発 揮 させ る た め,す べ て 保 残 す べ き こ と はい う ま で もな

い。 そ こで,除 伐 対 象 木 を上 層 木 に限 定 し,

④ 樹 種 のい か ん に か か わ らず,暴 領 木 と認 め られ る もの(以

下 暴 領 木 とい う)。

写 真 一3・2113年 生 ミズ ナ

ラ林分

(第1ブ ロ ックT,

区)の 林 相

⑧ 樹 種 の い か ん に か か わ らず,将 来 暴 領 木 に な る可 能 性 が あ る と判 断 され る もの(以 下 準

暴 領 木 とい う)。

◎ ミズ ナ ラ以 外 の広 葉 樹 で形 質 が きわ め て 不 良 な もの,た とえ ば主 幹 がい ち じる し く彎曲

あ るい は傾 斜 す る もの(主 幹 上 部 が 分 岐 して い る もの な ど,以 下 異 樹 種 形 質 不 良 木 とい う)。

⑨ ミズ ナ ラの う ちで,前 述 の よ うに 形 質 が きわ め て不 良 な もの(以 下 ミズ ナ ラ形 質不 良 木

とい う)。

の4種 と し,各 ブ ロ ッ クの プ ロ ッ トご と に,つ ぎ の よ う な3方 法 の除 伐 を実 施 した 。

T・:中 度 除 伐

除 伐 対 象 木 の④ を最 優 先 的 に 除伐 す る もの と し,本 数 除 伐 率 が上 層木 本 数 の約15%に 達

す る こ とを基 準 と して,さ らに③ → ◎→ ⑪ の順 に優 先 的 に除 伐 す る 。

脆:弱 度 除 伐

除 伐 対 象 木 の④ を優 先 的 に除 伐 す る もの と し,本 数 除 伐 率 が上層 木 本 数 の約5%に 達 す

る こ とを基 準 と して⑧ を除 伐 し,原 則 と して ◎ ・⑪ は除 伐 しない よ うに す る。

鵬:無 処 理(対 照 区)

な お,T,お よ びT・に お い て は,つ る類 は ご く少 数 しか なか っ た が,つ る 切 もあ わ せ て 実

施 した。

3)調 査 方 法

① 成 立 本 数 は,除 伐 直前 ・直後 お よび5年 経 過 後 に上 層 木 と 下層木 とに分 け て 調 査 した 。

な お,胸 高 直 径1.5cm以 上 の もの を 有効 本 数 と した。

② 樹 高 は,除 伐 直後 に残 存 上 層 木 の う ちか ら,10本 に1本 の 割 合 を原 則 と して,ポ ー ル を

用 い て5cm単 位 で測 定 し,5年 経 過 後 に は,除 伐 直 後 に測 定 した 同一 上 層 木 を 同一 方 法 で測

定 した 。 た だ し,上 層 林 冠 の最 上 部 か ら頂 軸 が抜 きん で て い る もの を対 象 とす る と と もに,

対 照 区 で は暴 領 木 ・準 暴 領 木 お よび そ れ らの 周 囲 の立 木 を対 象 に しない よ う に配 慮 した。

③ 枝 下 高 は,樹 高 測 定 木 と同 一 と し,除 伐 直後 お よび5年 経 過 後 に ボー ル を用 い て 最 下 部



に着生 している生枝 までの地上高を5cm単 位で測定 した。なお,不 定枝はその後の生育過

程で枯死するものと想定 し,不 定枝 までの地上高を枝下高とは しなかった。

④胸高直径は,除 伐直前および5年 経過後に直径巻尺を用いてmm単 位で毎木測定 した。

(3)試 験結果および分析

1)本 数

前述の無処理 を含めて3方 法の除伐を実施した結果およびそれぞれ5年 経過後の上層木

本数を調査 した結果を示すと表一3・45のとおりである。

表一3・45本 数

まず,本 数 除 伐 率 に つ い て み る と,基 準 と して はT・(中 度 除 伐)区 が15%,T・(弱 度 除

伐)区 が5%に な るよ うに 除 伐 木 を選 定 したが,現 実 に はT,区 が15.5～17.0%,T・ 区 が

5.2～8.7%と な り,全 般 的 に は基 準 よ り もい く分 大 き くな って い るが,こ の程 度 の差 異 は

林 分構 成 の 複 雑 性 を考 慮 す れ ば や む を得 ない とい え よ う。 ま た,別 の観 点 か ら す る と,現

実 の13～23年 生 の施 業 林 と想 定 し う る ミズ ナ ラ幼 令 林 に おい て は,暴 領 木 お よ び準 暴 領 木

が 全 上 層 木 本 数 の約5～9%,平 均 約7%を 占 め る程 度 に発 生 して お り,こ れ ら の他 に異 樹

種 お よ び ミズ ナ ラの 形 質不 良 木 を加 え る と,少 な く と も全 上 層 木本 数 の約15～17%,平 均

約16%を 占 め て い る とい う こ と を示 してい る と もい え る。

つ ぎに 除 伐 後5年 間 に お け る上 層 木 の減 少 率 を み る と,概 括 的 に は本 数 除伐 率 が 大 き く

な る に した が って,減 少 率 は 小 さ くな る傾 向 は あ る程 度 認 め られ る が,ブ ロ ッ ク別 す な わ

ち林 令 の高 令 化 に と もな う減 少 率 の変 化 に は 明確 な傾 向 を 見 出 す こ とは 困難 で あ る,そ こ



で,表 一3・45の 除 伐 区 別 ・ブ ロ ック(林 令)別 の減 少 率 を乱 か い法 に よ って 分散 分析 す る

と表 一3・46に 示 す と お りで あ って,除 伐 区 に は有 意 差 が認 め られ る が,ブ ロ ックす な わ ち

林 令 に は有 意 差 は 認 め られ な い か ら,前 述 の推 察 は妥 当 で あ る こ とが わ か る 。 さ ら に,表

一3・46の 除 伐 区 間 に お け る平 均 値 の 差 の 有 意 性 を検 定 す る と,T・(平 均20.3%)と 脆(平 均

24.5%),DとT・(平 均30.2%)と の 間 に は有 意 差 が な く,TとT・ の 問 に の み 有 意 差 が 認

め ら れ た 。

表一3・46本 数 減 少 率 の 分 散 分 析

以上の分析結果を除伐5年 後の林相の観察にもとついて検討すれば,現 実林分の全上層

木本数の約7%を 占めている暴領木および準暴領木を除伐した程度では,そ れらの周囲の

上層木はほぼうっ閉状態を構成 してはいるものの,下 層木へ衰勢するものない しは枯死す

るものは少ないが,そ れらの周囲以外においては全く疎開が行なわれないため,林 分全体

としては無処理の場合 と上層木の減少程度には大差がないと考えられる。 しか し,暴 領木

および準暴領木のみならず,暴 樹種形質不良木および ミズナラ形質不良木を含めて全上層

木の約16%を 除伐した場合は,林 分全体の上層木相互間にある程度の疎開が行なわれるた

め,上層木の減少程度は無処理の林分よりも小 さくなると考えられる。なお,5年 後には形

質不良木の除伐による上層林冠の疎開はほとんど認められず,う っ閉状態は回復 していた。

2)樹 高

除伐直後および5年 経過後の樹高調査結果を平均 して,5年 間の年平均生長量 とともに

示すと表一3・47のとおりである。この結果を概括的にみれば,年 平均生長量は28～44cm

であって,本数除伐率 ・林令(ブ ロック)と の間には明確な傾向は認められない。そこで,

表一3・47の年平均生長量を乱かい法によって分散分析すると表一3・48に示すとおりであっ

て,除 伐区および林令には有意差は認められない。

表一3・47樹 高



表一3・48年 平均樹高生長量 の分散分析

す な わ ち,上 層 木 相 互 間 に 約7～16%程 度 の疎 開 が行 な わ れ て も,暴 領 木 な い しは準 暴

領 木 以 外 の最 上 層林 冠 を構 成 す る 上 層 木 の 平 均 生 長 量 に は差 異 を生 じない 。 した が っ て,

こ の程 度 の本 数 除 伐 率 の場 合 は,樹 高 生長 に対 す る除 伐 効 果 は認 め られ な い とい え る。 ま

た,13～23年 生 の 間 に お い て は,年 平均 生長 量 はほ ぼ 一 定 で31～38cmの 範 囲 に あ り,林

令 に よ る差 異 は認 め ら れ な い 。 この 傾 向 は 図 一3・19に よ って も充 分 首 肯 され る。

3)枝 下 高

除 伐 直 後 お よ び5年 経 過 後 の枝 下 高 調査 結 果 を平 均 して,5年 間 の年 平 均 枝 下 高 形 成 量

と と もに示 す と表 一3・49の とお りで あ る。 この年 平均 形 成 量 を乱 か い 法 に よ り分 散 分 析 す

る と表 一3・50に 示 す とお りで あ って,ブ ロ ッ ク(林 令)お よ び除 伐 区 と も有 意 差 は認 め ら

れ ない 。

表 一3・49枝 下 高



表一3・50年 平均枝下高形成量の分散分析

この結果から,上 層木相互間に約7～16%程 度の疎開が行なわれても,ミ ズナラは樹冠

上部が拡張する箒状型広葉樹であるため,除 伐後の比較的早期にうっ閉状態を回復すると

ともに,下 層木は上層木 を対象とした本数除伐率に関係なく,そ れぞれの林令においては

ほぼ同程度保残 されている結果,　 および　区とも上層木樹冠の最下方の生枝に投射され

る陽光量には無処理(T,)区 に比較 して大差がない と推測 される。そのため,約7～16%

程度の本数除伐率の場合には,樹 冠最下部に着生 している生枝(輪 生枝)の 枯上り程度に

は大 きな差が認められない ものと考えられる。 したがって,約16%以 下の本数除伐率の場

合は,一 時的な疎開によって枝下高形成に支障を生じる危険性は小さいといえる。また,

13～23年 生の間においては,年 平均形成量はほぼ一定で22～26cmの 範囲にあ り,林 令に

よる差異は認められない。この傾向は,樹 高の場合 と同様に,図 一3・20によって も充分首

肯 される。

4)胸 高直径

除伐実施にともなう胸高直径の変化および5年 経過後の胸高直径調査結果をそれぞれ平

均 して,5年 の年均胸高直径生長量 とともに示すと表一3・51のとおりである。 この年平均

生長量を乱かい法によって分散分析すると表一3・52のとおりであって,ブ ロック(林 令)

および除伐区とも有意差は認められない。

この結果は,無処理(脆)区 においては,樹 冠の発達程度の大きい暴領木 ・準暴領木がそ

のまま保残 されているから,そ れらの肥大生長がきわめて大きいため,そ れら以外の上層

木の肥大生長量が小 さくても,上 層木全体の平均値 としては,咀 および脆との間に大 きな

差異を生 じないことによるものと推察される。



表3・51胸 高 直 径

表一3・52年 平均直径 生長量 の分散分析

しかしながら,除 伐の主目的は個樹の肥大生長を促進するにあるのではなく,あ くまで

も林分全体の優良形質を養成することにあるから,全上層木の約16%を 除伐 した程度では,

それほど大き期待できないことを明らかにしておく程度にとどめたい。

(3)考 察

以上の分析 ・検討によって明らかなように,13～23年 生の密立状態を維持 している林分

に対して,全上層木本数の約16%以 内であるような本数除伐率で除伐を行なった場合には,

樹高生長および直径生長,し たがって材積生長の各量的生長の促進に対する保育効果はあ

まり大きく期待できないと考えられる。

しか しながら,優 良形質の養成 という観点からみれば,全 上層木本数の約7%を 占める

暴領木および準暴領木を,あ るいはそれらの他に全上層木本数の約9%を 占めている異樹

種形質不良木および ミズナラ形質不良木をも含めて除伐 しても,ミ ズナラ形質優良木の充



分 な枝 下 高 の 早 期 形 成 に支 障 を生 じる危 険 性 は小 さ く,ま た それ らが 下 層 木 へ 衰 退 ない し

は枯 死 す る こ と を防止 す る効 果 が あ る。 こ と に,暴 領 木 ない しは準 暴 領 木 が 成 立 して い る

と,そ れ らの発 達 した樹 冠 に よ って,そ の周 囲 の上 層 木 は,強 度 の側 圧 を一・方 向 に うけ る

状 態 とな り,主 幹 全 体 が 傾 斜 す るか あ るい は主 幹 上 部 が彎曲 して 形 質 不 良 化 を ま ね き,さ

らに は被 圧 され て枯 死 して し ま う結 果 と な る。 したが って 除 伐 は,上 層 林 冠 構 成 木 全 体 の

形 質 生 長 の養 成 に対 して は有 効 な育 林 手段 で あ る と認 め られ る。 そ こで,以上 の分 析 ・検

討 結 果 を総 括 して,除 伐 の 施行 方 法 につ い て 考 察 を試 み る こ と にす る。

1)除 伐 木 選 定 方 法 と除 伐 率

除伐 の対 象 とな る林 分 は,い う まで もな く長 期 にわ た る林 分 造 成 過 程 の優 良 形 質 養 成期

に あ た るか ら,そ の 目的 達 成 の 有 効 な手 段 で あ る密 立 状 態 の維 待 は あ くまで も基 本 的 原 則

と しな けれ ば な らな い 。 したが って,一 回 の除 伐 率 は な るべ く最 少 限 に と どめ る こ とが の

ぞ ま しい とい え る。 そ こで,除 伐 対 象 木 は上 層 木 の み と し,下 層 木 は す べ て保 残 す べ き こ

とは い う まで もな い が,上 層 木 の 中 で も,樹 種 のい か ん にか か わ らず,す べ て の暴 領 木 お

よび準 暴 領 木 を伐 除 す る こ とは少 な く と も必 要 で あ るが,形 質 不 良 木 に つい て は,そ の不

良 程 度 が きわ め て大 き く,し か も周 囲 の形 質 優 良 木 に悪 影 響 を与 え る可 能 性 の大 きい もの

の み に限 定 す べ きで あ る と考 え られ る 。

この よ うな上層 木 の形 質 に もとつ い て 除 伐 木 の 選 定 を行 な っ た場 合 に,そ の本 数 除 伐 率

が どの程 度 に な る か は,林 分 に よっ て暴 領 木 な どの発 生状 態 が 一 様 で ない た め,的 確 に決

定 す る こ とは 困 難 で あ る 。 また一 方,準 暴領 木 あ るい は形 質 不 良 木 とみ な すか 否 か は,除

伐 の繰 返 し期 間 の長 短 に よっ て左 右 され る こ とで もあ る。 したが っ て,前 述 の選 木 方 法 に

も とつ い て 除 伐 木 を判 定 した場 合 に,そ の 結果 と して どの 程 度 の本 数 除 伐 率 に な るか は,

今 後 の試 験 研 究 に よっ て判 断 しな け れ ば な らな い が,今 回 の 試験 結 果 に よ っ て一 回 の本 数

除 伐 率 に つい て判 断 す る と,基 準 的 に は,少 な く と も全 上 層 木 の 約15%以 内 に と どめ る べ

きで あ る とい え よ う。

な お,現 実 の施 行 段 階 に おい て は,こ の本 数 に もとつ く量 的 規 制 に こ だ わ る こ とな く,

あ くまで も除 伐 対 象 林 分 の林 相,す な わ ち暴 領 木 ・準 暴 領 木 ・形 質 不 良 木 の発 生 程 度 に即

応 して 除 伐 木 を選 定 すべ きで あ っ て,そ の結 果,本 数 除伐 率 が15%を 超 え た場 合 に のみ,

この 量 的 規 制 の意 義 が認 め られ る もの で あ る と考 え る の が 合理 的 で あ る。

2)除 伐 開 始 期

除 伐 開 始 期 は,基 本 的 に は,除 伐 とい う育 林 手 段 の具 体 的 な主 目的 が 前 述 した よ う に,

暴 領 木 お よ び準 暴 領 木 の 除 去 に あ るか ら,そ の よ うな上 層 木 が発 生 した段 階 う・らで あ る と

い え る。 しか し,そ の林 令 を具 体 的 に決 定 す る こ とは 困 難 と考 え られ るが,デ ンマ ー ク の

ナ ラ林 に お い て は10～12年 と され て い る。65)

北 海 道 地 方 の ミズ ナ ラにつ い て も,今 回 の試 験 対 象 林 で あ る13年 生 林 分 に おい て,す で

に 暴領 木 お よび 準 暴 領 木 の 発 生 が 明 らか に認 め られ て お り,ま た既 往 の ミズ ナ ラ二 次 林 の

調 査 観 察 結 果 に よ って も,13年 生 以 上 の林 分 に おい て暴 領 木 の発 生 が認 め られ る。 したが

っ て,除 伐 開 始 期 は,基 準 的 に は10～15年 生 に達 した頃 とみ な して さ しつ か え な い 。

3)除 伐 の 繰 返 し年

デ ンマー クの ナ ラ林 に お け る除 伐 の繰 返 し年 は きわ め て短 期 間 で,普 通2～3年 と され



てい る 。38)こ れ は,形 質 不 良 の上層 木 を きわ め て 徐 々に 伐 除 して ゆ くこ と を示 してい る。

しか る に,北 海 道 地 方 に お い て は,現 状 ない しは近 い 将 来 に おい て,こ の よ う な除 伐 の集

約 施 行 は困 難 で あ り,現 実 に は あ る程 度 強 度 に 除 伐 して 繰返 し年 を 長 くせ ざる を得 ない で

あ ろ う。

今 回 の試 験 に おい て は,全 上 層 木本 数 の15～17%を 除 伐 したが,5年 経 過 後 で は枝 下 高

形 成 に大 きな 支 障 は 認 め られ ず,ま た残 存 上 層 木 か ら暴 領 木 お よ び準 暴 領 木 が再 び発 生 す

る傾 向 は ほ とん ど認 め られ な か っ た 。 したが って,少 な くと も5年 以 内 の うち に,暴 領 木

ない しは準 暴 領 木 の除 去 とい う育 林 技 術 上 の 必 要 性 か ら,第2回 目 の除 伐 が 施 行 され る と

い う こ とはほ とん どない と考 え て さ しつ か え ない 。

以 上 の試 験 結 果 に も とづ き,北 海 道 地 方 の林 業 経 営 の 集 約 度 を考 慮 して判 断 す る と,第

2回 目 の除 伐 施 行 の必 要 性 が生 じた と して も,そ れ は第1回 目か ら5年 以 上経 過 後 で あ り,

しか も現 実 的 に もそ の程 度 の繰 返 し年 に な ら ざ るを得 な い と考 え られ る。

4)除 伐 の施 行 回数

以 上 の よ うに,5年 以 内 に は暴 領 木 な い しは準 暴領 木 の 発 生 す る危 険 性 は少 ない が,5

年 以上 経 過 後 に おい て は,そ の よ うな 傾 向 が み られ るか ど うか につ い て は今 後 の研 究 に ま

つ ほ か ない 。 しか し,第3章 第1節 の 生長 推 移 の と こ ろで のべ た よ う に,間 伐 開 始 期 は基

準 的 に は35年 生 で あ る か ら,そ れ まで に は 第1回 目の 除 伐 施 行 時 期 の10～15年 生 か ら は20

～25年 間 を要 す る。 した が って,こ の20～25年 問 に少 な く と も1～2回 の除 伐 を適 切 な繰

返 し年 で 施 行 す る必 要 が生 じる 可能 性 が あ る と予 測 され る。

もち ろん,施 行 回 数 と施 行 繰 返 し年 の 間 には 密 接 な関 係 が あ り,さ ら に後 述 す る よ うに

枝打 との 関 連 性 もあ るか ら,枝 打 の施 行 回数 と施 行 繰 返 し年 を も含 めて,そ の適 切 な施 行

方 式 は 今 後 の研 究 に ま つ ほ か な い が,現 段 階 に お い て は,10～15年 生 の間 に第1回 目 の除

伐 を施 行 し,そ の後 間伐 開 始 期 の5年 前 す なわ ち30年 生 前 後 ま で の 間 に,5年 以 上 の繰 返

し年 で1～2回(計2～3同)の 除 伐 を 施行 す る こ と を原 則 と して お くべ きで あ ろ う。

5)除 伐 の施 行 功 程

以 上 の よ うに,除 伐 は1回 の施 行 に お け る本 数 除 伐 率 が 全 上 層 木 本 数 の約15%以 内 に な

る よ うに 規 制 され,5年 以 上 の繰 返 し年 で,10～30年 生 の問 に2～3回 施 行 され る の が原

則 で あ る が,1～3回 の 除 伐 施 行 の功 程 は,そ の 回 数 に よ って それ ぞれ 異 な る の は 当然 で

あ る 。

今 回 の試 験 に お け る除 伐 時 の林 令 は13年,16～17年,21～23年 で あ っ て,そ の林 令 間隔

は3～5年 で あ る が,こ の 間 隔 は 同 一 林 分 を対 象 と して の第1～3回 の除 伐 繰 返 し年 を意

味 して い る もので は ない 。 した が って,施 行功 程 を推 測 しう る の は,13年 生 の2林 分 の施

行結 果 か ら第1回 目の 除 伐 の 場 合 のみ とな る。

そ こで,13年 生 の2林 分 の 除 伐 作 業 結 果 か ら判 断 す る と,10～15年 生 林 分 に対 す る平 均

的 な 施 行功 程 は,チ ェ ンソー に よ る除 伐 木 の伐 倒 を前 提 と して,基 準 的 にはha当 り約3

人 工 を 要 す る もの と推 定 され る。 ただ し,こ れ は全 上 層 木 本 数 の7～16%の 本 数 を除 伐 す

る場 合 で あ る こ とは い う まで もな い 。

x枝 打 試 験

肥 大 生 長 促 進 を 目的 とす る上 層 間伐 は,基 準 的 に は35年 生 か ら開 始 され るが,そ の前 提



条 件 の ひ とつ は,主 伐 候 補木 ない し準 毛伐 候 補 木 と想 定 され るL層 木 の平 均 枝 ド高 が7m

以上形 成 され て い る こ とで あ る。 しか る に,こ の枝 ド高 は あ くま で も林 分 の平 均1直で あ っ

て,個 樹 と して は35年 生 まで の 間 に は 自然 落 枝 しない とみ な され る枝 が地 ヒ高7m以 ドの

主幹 部 分 に 着 生 して い る もの もか な りみ られ る。

そ こで,17～33年 生 の 林 内木 お よび 孤 立 木 を対 象 と して枝 打 試 験 を実 施 し,5年 後 の 切

liの 癒 合 ・不 定 芽 の 発 生 ・樹 高 生長 ・直 径 生 長 ・ほ そ りに お よぼ す枝 打 効 果 が林 令 お よび

庇 陰 度 と どの よ うな 関 係 に あ るか を明 らか に して,そ の結 果 に も とつ い て,枝 打 の 施行 に

つ い て考 察 を試 み る こ とに す る。

(1)試 験 方 法

1)供 試 木 の 選 定

1964お よび1965年 の4月 上 旬 に,九 州 大 学 北 海 道 演 習 林 第3,4,5林 班 の ミズ ナ ラニ

次 林 で,施 業 林 と想定 で き る程 度 の 密 立 う っ閉 林 分 と,き わ め て疎 立 して い る不 良 林 分 と

が隣 接 して い る(し た が って 両 林 分 は 同 一 林 令)地 域 を4個 所 選 定 して枝 打 試 験 を 行 な っ

た。 そ の林 令 は,17,23,27,33年 生 で あ って,現 実 に枝 打 が施 行 され る べ き林 令 範 囲 に

ほ ぼ相 当 して い る。

以 上 の よ うな林 令 の 異 な る4林 分 の 巾 か ら,そ れ ぞれ の林 分 に お け る平 均 的 な均 一 性 に

とむ 上 層 木 を 供試 木 と して 表 一3・53に 示 す よ う な方 法 で80本 選 定 し,そ の う ち40本 に つ い

て は後 述 す る よ うな方 法 で 枝 打 を行 な っ た。 な お,各 林 令 の疎 立4林 分 か ら選 定 され た 供

試 木 の まわ りは,そ れ らの 供 試 木 の 陽 光 照 射 量 を同 一 に す る た め,完 全 な孤 立 木状 態 に な

る よ うに伐 開 した 。

表一3・53枝 打供試木の選定本数(本)

2)枝 打 方 法

枝 打 効 果 は,枝 打 の 実 施 時 期(季 節)・ 枝 打 用 器 具 ・枝 打 程 度 に よ って異 な る の は い う ま

で もない が,こ こで は,前 述 した よ うに,主 と して枝 打 効 果 が枝 打 対 象 林(木)の 林 令(樹

令)お よ び庇 陰 度 と ど の よ う な関 係 に あ る か を究 明 す る こ とが 目的 で あ る た め,枝 打 の時

期 ・器 具 を 同 一 と し,枝 打 程 度 も原 則 と して ほ ぼ同 一 と した が,具 体 的 に は つ ぎの よ うな

十 こ汗 一ワ久 、イニ ↓ 、_山 一



① 枝 打 の実 施 時 期(季 節)は,一 般 に 生長 休 止 期 が適 当 と され,と くに 生長 休 止 期 に おい

て も厳 寒 期 に傷 口 が凍 る お それ の あ る寒 冷 地 で は,そ の 時 期 を さけ るの が 安 全 と され て い

る。67)ナラ類 について は,Roth14>が4種 を対 象 と して,各 季 節 別 に 枝打 試 験 を行 ない,そ

の結 果 か ら傷 口 の癒 合 の早 い の は生 長 期 の は じめ で あ る と して い る。 以 上 の 諸 説 を考 慮 し

て,当 地 方 は寒 冷 地 で あ る か ら そ の厳 寒 期 を さけ,ミ ズ ナ ラの 生長 開 始 前 に相 当す る4月

上旬 に枝 打 を行 な っ た。

② 枝 打 に用 い た器 具 は手 鋸 で あ り,枝 打 高 が低 い 場 合 は枝 打 対 象 木 の 周 囲 に は しご をす え

つ け それ に登 って 枝 を鋸 断 し,枝 打 高 が高 い 場 合 に は写 真 一3・22に 示 す よ うな 「木 登 り用

ス パ イ ク金 具 」68)を用 い て 必 要 な高 さまで 登 っ て枝 を鋸 断 した 。

③枝打の高さは,そ れぞれの密立 うっ 閉林分に

おける 上層木の平均枝下高程度 とし,各 林分内

で枝打後の枝下高あるいは 樹冠長率などによっ

て枝打程度に差を設けず,ほ ぼ一定 とした。

④枝打の対象とする枝の太 さ および生枯は考慮

せず,各 林分の平均枝下高程度以下の 主幹に着

生している 枝はすべて枝打 した。 したがって,

ほとんど健全 な癒合が 不可能と予想される程度

の太枝 も含まれる結果となった。

⑤枝の切断位置については,図 一3・28の 模式図

に示すように,枝 隆が発達 していない場合は 樹

幹に近接 して,し かも樹幹面と平行に切断 し,

枝隆が発達 している場合には 枝隆の末端のやや

内方で樹幹面 と平行に切断することが 合理的と

されている69)から,こ れにしたがうことにした。

3)調 査 ・測定方法

①樹高は,枝 打直前においては ボールにより,

5年 後においては 伐倒 してメー トルテープによ

り5cm単 位で測定 した。

②直径は,枝 打直前 および5年 後に地 ヒ1.3m

写真一3・22木 登 り用 スパイ ク金具

(九州大学粕屋演習林の作業員高橋

好喜氏の考案 による)

枝隆が発達 していない場合 枝隆が発達 している場合

図一3・28枝 の切 断位 置 の模 式 図

高(胸 高)お よ び地 上3.3m高 の2個 所 を直 径 巻 尺 に よ ってmm単 位 で測 定 した 。

③ 枝 下 高 は,不 定 芽 を除 い た生 枝 まで の地 上 高 を対 象 と し,枝 打 直 前 お よび 直 後(た だ し,

枝打 木 の み)に おい て は ポ ール に よ り,5年 後 に お い て は 伐 倒 後 メ ー トル テ ー プ に よ り5

cm単 位 で 測 定 した。

④ 切 口の 大 き さは,平 均 切 口 直径(切 口の 最 大 直 径 と最 小 直 径 の平 均 値)で 表 わ す もの と

し,枝 打 直 後 お よび5年 後 にmm単 位 で 測 定 した。 な お,5年 後 に お け る切 口 の癒 合 率(%)

はつ ぎ の式 で 表 わ す こ とに した 。

癒合率(%)
(枝打直後の平均切口直径一5年後の非癒合部分の平均直径)

枝打直後の平均切口直径

⑤不定芽の発生数は,枝 打木を対象として枝打5年 後に調査 した。ただし,枝 長20cm以



上 の生 枝 の み を対 象 と した。

⑥ ほ そ りは,地 上3.31高 の 直径 の 地 ヒ1.3m高 の 直径 に 対 す る比 率 す な わ ち2m丸 太 の 末

口 の元 口 に対 す る比 率(%)で 表 わ す こ と に した。

(2)試 験 結 果 お よび 分析

1)切 口 の癒 合

枝 打 に よ って 生 じ た平 均 切 口直 径(以 下 切 口径 とい う)は1.0～11.9cmで,そ の総 数 は,

20cm以hの もの を対 象 とす る と400個 で あ り,そ の う ち枯 枝 打 に よ る切 口 数 は45個 で あ る 。

そ れ らの 切 口 を各 要 因 に分 けて 示 す と表 一3・54の とお りで あ る。

表一3・54枝 打5年 後 における切口の癒 合状態(切 口数 ・個)

塵 表 中上欄の100%,～50%,49%～ は枝 打5年 後の癒合率(%)を 表わす。

まず 切 口径 別 にみ る と,各 林 分 に お け る平 均 枝 下 高 以 下 の 枝 は,太 さにか か わ らず,す

べ て切 除 したか ら,枝 打 後 に切 口径 が8crn以 上 に達 した もの が23,27,33年 生 林 分 に36

個(す べ て 生 枝)あ っ たが,い ず れ も完 全 に癒 合 して お らず,大 部 分 の もの が5年 後 に お

い て50%以 下 の 癒 合 率 を示 して い る に す ぎな い 。 した が っ て,切 口径 が8cm以 上 に達 す る

太 い 生 枝 を枝 打 す る こ とは,材 質 を悪 化 させ る危 険 性 が 大 きい と考 え られ るか ら,林 令 の

い か ん にか か わ らず,さ しひか え る べ きで あ ろ う。

しか しなが ら,切 口径8cm以 下 の生 枝 の切 口 に お い て は か な りの 癒 合 が 認 め られ,し か

も切 口径6.1～8.Ocmで は相 対 的 に切 口数 は少 な い が,各 林 分 の 林 内木 ・孤 立 木 に8cm以



下 の切 口が あ るか ら,こ れ ら に つ い て以 下 分 析 ・検 討 を試 み る こ とに す る。 そ こで,癒 合

率 の3段 階 を考 慮 せ ず,林 令 別 ・庇 陰 別 ・切 口径 別 の 平 均 癒 合 率 を算 出 す る と表 一3・55の

と お りで あ り,こ の結 果 を要 因 配 置 法 に よ って 分 散 分析 す る と表 一3・56の とお りで あ る 。

表一3・55生 枝の切 口の平均癒合率(%)

表一3・56生 枝 の切 ロの平均癒合率 の分散分析

こ の分 析 結 果 か ら は,表 一3・55の平 均 癒 合 率 を考 慮 す る と,つ ぎの よ う な こ とが い え る。

① 切 口径 に有 意 差 が認 め られ る こ とか ら,切 口径 に よ って 差 異 が あ り,表 一3・55か ら明 ら

か な よ うに,切 口径 が大 き くな る に した が って 癒 合 率 は低 下 す る。 こ とに,2.0～4.Ocm

と4.1～6.Ocmの 間 で は そ の差 が約8%で あ るの に 対 して,4.1～6.Ocmと6.1～8.Ocm

の 間 に は約14%の 差 が あ り,切 口径 が6.1cm以 上 に達 す る と癒 合 率 の低 下 が 大 き く な る。

② 林 令 に有 意 差 が 認 め られ る こ とか ら,切 口 の癒 合 率 は林 令 に よっ て差 異 が あ り,表 一3・55

か ら庇 陰 ・切 口径 を考 慮 せ ず,林 令 別 の平 均 癒 合率 を算 出 す る と,17年 生74%,23年 生69

%,27年63%,33年 生54%で あ り,明 らか に高 令 化 に と もな っ て切 口 の癒 合 率 は低 下 す る。

③ 庇 陰 に 有 意 差 が 認 め られ る こ とか ら,切 口 の癒 合 率 は庇 陰 に よっ て差 異 が あ り,表 一3・55

か ら林 令 ・切 口径 を考 慮 せ ず,庇 陰 別 の平 均 癒 合 率 を算 出 す る と林 内木 が68%で あ る の に

対 して,孤 立 木 は61%で あ るか ら,明 らか に庇 陰 は切 口 の癒 合 に好 結 果 を もた ら す とい え

る 。



④ 切 口径 と庇 陰 の交 互 作 用 に有 意 差 が 認 め られ るが,表 一3・55か ら林 令 を考 慮 せ ず,林 内

木 と孤 立 木 に対 す る 切 口径 別 の平 均 癒 合率 を 算 出 す る と表3・57の とお りで あ るか ら,明

らか に切 口径 が小 さい場 合 は庇 陰 効 果 が 認 め られ るが,切 口径 が大 き くな るに したが って,

庇 陰 に よ る癒 合 の促 進 効 果 は あ ま り大 き く期 待 で きな い とい え る。

表一3・57庇 陰別 ・切口径別の平均癒 合率(%)

以 上 は生 枝 に つ い て の分 析 ・検 討 で あ るが,つ ぎ に枯 枝 につ い て み る と,枯 枝 打 に よ る

切 口数 は計45個 で あ り,全 切口 数 の約10%を 占 め る にす ぎ ない 。 最 大 切 口径 は6.4cmで33

年 生 林 分 の林 内 木 に み られ た が,そ の癒 合 率 は わ ず か7%に と どま って お り,6cm以 下 の

癒 合 率 を生 枝 の場 合 と同 様 に して 示 す と表 一3・58の とお りで あ る。 この結 果 に よれ ば,切

口数 が少 な い の で 的 確 な 判 断 は で きな い が,概 括 的 にみ る と,生 枝 打 の場 合 に比 較 して枯

枝 打 に よ る 切 口 の癒 合 率 は大 き く低 下 して い る。 したが って,林 令 ・庇 陰 ・切 口径 の い か

ん にか か わ らず,枯 枝 打 に よる癒 合 の 促 進 効 果 は期 待 で きない とい え る。

表一3・58枯 枝の切ロの平均癒合率(%)

2)不 定芽の発生

不定芽発生の原因としては,樹 幹につよい陽光が直射すると休眠芽に刺激を与え,こ れ

が誘因になるという説と,樹 冠 と根系のアンバランスすなわち樹冠の発達が不充分である

ことが誘因になるという説がある。15)また,枝 打 と不定芽発生 との関係については,枝 打

の程度が強 く,か つ枝打木の大きさ(林 令 ともいえよう)が 増すとともに不定芽発生の程

度は顕著になるといわれている。15)要するに,不 定芽発生について考慮すべ き要因は,少

なくとも陽光照射量あるいは庇陰,樹 冠の付着率あるいは水平的拡が りなどの樹冠発達程



度,林 木 の大 き さあ るい は林 令 の3点 で あ る とい え よ う。

本 試 験 に おい て は,同 一 林 分 の枝 打 木 に 対 して,前 述 した よ うに,ほ ぼ一 定 の枝 打 程 度

と した た め,同 一 林 令 に お け る枝 打 程 度 と不 定 芽 発 生 と の関 係 を明 らか に す る こ とは で き

ない が,庇 陰 お よ び林 令 と不 定 芽 発 生 との 関 係 に つい て は,概 括 的 な傾 向 を推 測 す る こ と

はで き る。 た だ し,各 林 令 の 枝打 後 の樹 冠 長 率 は表 一3・59に 示 す よ うに,17年 生40%,23

年 生45%,27年 生49%,33年 生53%で,各 林 令 間 で は樹 冠長 率 に差 異 が あ る か ら,各 林 令

と も同 一 樹 冠 長 率 とい う条 件 下 で の比 較 は 不 可 能 で あ る。 しか しな が ら,現 実 の枝 打 施 行

段 階 に おい て は,各 林 令 と も枝 打 後 の樹 冠 長 率 は この 程 度 に な ら ざる を得 な い と も考 え ら

れ るか ら,林 令 間 で 枝 打 後 の樹 冠 長 率 が一 定 で な くと も,現 実 的 な立 場 か らは林 令 間 の 比

較 検 討 の意 義 は あ る とい え よ う。

表一3・59枝 打直前 ・直後 にお ける樹高 ・枝下高 ・樹冠長率



囲 樹冠長率は,樹 冠 の水平的拡が りおよび枝条の着生 密度 などを考慮せず,樹 冠付着長

の全樹高に対す る比率(%)と する。

そ こで,各 枝 打 木 の枝 打5年 後 に お け る不 定 芽 着 生 本 数 を示 す と表 一3・60の とお りで あ

り,33年 生 の孤 立 木 の場 合 は 異常 な 大 きい 値 を示 して い るが,そ の他 に おい て は,高 令 化

に と もな っ て着 生 本 数 が 多 くな り,ま た一 方 孤 立 木 の方 が林 内木 よ り も多 くな る傾 向 が あ

る程 度 認 め られ る 。 しか し なが ら,異 常 な値 が あ る た め,こ の結 果 に つ い て分 散 分 析 して

も林 令 お よび庇 陰 に は 有 意 差 が 認 め られ なか っ た。

表一3・60枝 打5年 後におけ る不定芽着生数(1立 木 当 り平均 ・本)



つ ぎに,以 一Lのよ うな 着 生 本数 の 傾 向 に対 して,そ の不 定 芽 の発 達 程 度 の観 点 か らみ る

と,ど の 林 令 の 林 分 に お い て も,孤 立 木 に着 生 して い る不 定 芽 は,林 内 木 の場 合 に比 較 し

て,よ り旺盛 に発 達 して い る傾 向 が み られ た。 す な わ ち,孤 立 木 に着 生 して い る不 定 芽 は,

そ の後 の生 育過 程 に お い て 枯 死 しない と推 測 され る もの が多 い の に対 して,林 内木 の場 合

は,発 達 程 度 が 悪 く,そ の 後 う っ閉 状 態 が 持 続 すれ ば枯 死 す る と推 測 され る もの が 多 い 。

した が っ て,17～33年 生 林 分 を対 象 と して枝 打 を行 な っ て も,う つ 閉 林 分 で あれ ば,不

定 芽 の発 生 ない しは そ の 発 達 の 危険 性 は小 さい もの と判 断 され,育 林 技 術 ヒ大 き な支 障 と

は な らな い とい え よ う。

3)樹 高 生長

樹 高 生長 に つ い て は,現 実 に 枝 打 が 施 行 され る の は うっ閉 林 が対 象 とな る こ とを考 慮 し,

こ こで は,林 内 木 の 場 合 の み につ いて 比 較 検 討 す る 。 そ こで,20本 ず つ の枝 打 木 と無 処 理

木 の 枝 打 後5年 間 に お け る樹 高 生 長 量 を,林 令(ブ ロ ッ ク とみ なす)お よ び枝 打 処 理 別 に

1本 当 りの平 均 値(5本 の 平 均 値)で 示 す と表 一3・61の とお りで あ り,こ れ を乱 か い 法 に

よっ て 分 散 分析 す る と表 一3・62の とお りで あ る 。

表一3・61枝 打後5年 間の樹高生長量(m)

表3・62樹 高 生 長 量 の 分 散 分 析

この 結 果 か ら,枝 打 処 理 に は有 意 差 は 認 め られ ず,ま た林 令 に は高 令 化 に と もな っ て わ

ず か に樹 高 生長 量 が 低 下 す る傾 向 が表 一3・61に お い て み られ るが,そ の差 は有 意 で ない こ

とが わ か る。 したが って,17～23年 生 の ミズ ナ ラ うっ閉 林 を対 象 と して,表 一3・59に 示 し

た 程 度 の 枝 打 を行 な っ て も,枝 打 木 の樹 高 生 長 量 が どの 林 令 の 林 分 に おい て も無 処 理 木 に

比 較 して 低 下 す る危 険 性 は小 さい と判 断 され る。

4)直 径 生長

樹 高 の 場 合 と同 様 に して,直 径 生 長 量 量 を示 す と表3・63の と お りで あ り,こ れ を分 散

分 析 す る と表 一3・64の とお りで あ っ て,林 令(ブ ロ ック)お よ び枝 打 処 理 に は有 意 差 が認

め られ ない 。



表 一3・63枝 打後5年 間 の直 径 生長 量(cm)

表一3・64直 径 生 長 量 の 分 散 分 析

した が っ て,樹 高 の場 合 と同 様,17～33年 生 の ミズ ナ ラ うっ閉 林 を対 象 と して 表 一3・59

に示 した程 度 の枝 打 を行 な って も,枝 打 木 の直 径 生 長 に支 障 を生 じる 危険 性 は小 さい と判

断 され る。

5)ほ そ りの変 化

樹 高 の場 合 と同 様 に して,地 上高1・3mと3.3mの 間 の2m丸 太 を 対 象 とす るほ そ りを,

枝 打 直 後 お よび枝 打5年 後 に算 出 し,そ の5年 間 の変 化 率 を示 す と表 一3・65の とお りで あ

り,こ れ を分 散 分 析 す る と表 一3・66の とお りで あ って,林 令(ブ ロ ッ ク)お よ び枝 打 処 理

に は有 意 差 は認 め られ ない 。

表一3・65枝 打後5年 間におけるほそ りの変化率

表一3.66ほ そ り の 変 化 率 の 分 散 分 析

した が っ て・17～33年 生 の ミズ ナ ラ う っ閉 林 分 を対 象 と して,表 一3・59に 示 した程 度 の

枝 打 を行 な っ て も,枝 打 木 の ほ そ りの 増 大 は期 待 で き ない が,ま た 同時 に ほ そ りが減 少 す

る 危 険 性 も小 さい と判 断 され る・ しか し,こ の 結 果 は,上 部 直 径 す な わ ち丸 太 の末 口 が樹



冠の最下部から比較的遠いので,的 確なほそりの変化をあらわ していない とも考えられる

が,概 括的な傾向を把握するのにはさしつかえないといえよう。

(3)考 察

以上の分析 ・検討によって明らかなように,17～33年 生の ミズナラうっ閉林を対象とし

て,各 林分におけるh層 木の平均枝下高以下の主幹部分に着生 している生枝 を枝打 した場

合には,樹 高生長 ・直径生長 ・ほそ り,し たがって材積生長の各量的生長の促進に対する

保有効果は期待できないが,同 時にまたこの程度の枝打強度であれば,こ れらの各量的生

長に支障をきたさない ものと考えられる。一方,不 定芽について も,うっ閉林内であれば,

ある程度の発生はみられるが,そ れが旺盛に発達 して不定枝 となり,か えって枝下高を低

下 させる結果をまね く危険性 も小 さい ものと考えられる。 したがって,枝 打による切口が

腐朽 し,材 質を悪化させる危険性のない条件下においてぱ,ミ ズナラに対する枝打は無節

材の生産に対して有効な育林手段であると認められる。

そこで,以 上の分析 ・検討結果を総括 し,切 口の癒合という点に着目して,前 述の枝打

強度を前提とした枝打の施行方法について考察を試みることにする。なお,枝 打季節,枝

打用器具 ・枝の鋸断位置については試験方法のところで明らかにしたから,こ こではふれ

ないこととし,枝 打の施行功程については今後の研究段階にゆずることにする。

1)枝 打の開始期 と繰返 し年

生枝打による切口は,林 令が若いほどその癒合が早 くなる傾向が認められるから,な る

べく若い林分を対象として枝打を施行すべきであると考えられる。 しか し,若 い林分でも

将来の主伐候補木になると予想 される上層木を分別することがまだ困難な段階においては,

枝打の対象木は形質優良な上層木の全部ないしは大部分 とい うことになろう。 しかるに,

その後の生育過程においても,な おはげ しい生存競争が持続するから,そ の結果,こ の段

階で枝打 された形質優良な上層木でも,そ の一部は下層木へ衰退 し,あ るいは枯死するも

の と推測 される。 したがって,こ の段階で枝打を施行 した場合は相当な経済的不利をとも

なうから,北 海道地方における林業経営の集約度を考慮すると,こ のような若い林令にお

ける枝打の施行は困難であると判断され,現 実には主伐候補木がある程度分別できる段階

に至ったときに枝打が開始されざるを得ないと考えられる。その開始時期,す なわち主伐

候補木がある程度分別できる時期は,第3章 第1節 の生長推移のところでのべたように25

年生前後である。
一方,生 枝打による切口は,庇 陰程度が強いほどその癒合が早 くなる傾向が認められる

から,う っ閉林分を対象 として枝打 し,し か もその後うっ閉状態を少なくとも5年 間は維

持する必要がある。 したがって,35年 生で間伐が開始 されることが基準であることを考慮

すると,最 終回の枝打施行時期は間伐開始の5年 前すなわち30年生のときであるというこ

とになる。 このことは,同時に25年生で枝打を開始する場合は,枝 打の繰返 し年が5年 で,

しか も施行回数が2回 になることを意味する。

したがって,主 伐候補木がある程度分別できる段階に至った25年 生林分で第1回 目の枝

打を,そ の後5年 経過 して30年 生に達 した林分で第2回 目(最 終回)の 枝打を施行するこ

とが原則 となるが,北 海道地方の林業経営の集約度を考慮すると,枝 打についてはこの程

度の施行にとどまらざるを得ないと判断 される。



2)枝 打 の高 さ

本 試 験 に お け る枝 打 の 高 さは,各 林 分 に お け る上 層 木 の平 均 枝 下 高 が 基 準 とな って お り,

その 枝 打 程 度 に も とつ い て切 口 の癒 合 な どの す べ て の要 素 が検 討 され,技 術 上 の適 否 な ど

が 判 断 され て き た。 したが って,枝 打 の高 さは,各 林 分 に お け る上 層 木 の平 均 枝 下高 とい

え る。 これ を前 提 とす れ ば,図 一3・19お よび3・20に よる と,25年 生林 分 の上 層 木 の平 均 枝

下高6.Om(そ の樹 高11m,し た が っ て樹 冠 長 率 約45%),30年 生 林 分 で は6.5m(そ の樹

高12m,し たが って 樹 冠 長 率 約46%)で あ るか ら,現 実 に は,第1回 目の25年 生林 分 で施

行 され る枝 打 作 業 で は,主 伐 候 補 木 と予 想 され る 上層 木 の う ち,6.Om以 下 の主 幹 部 分 に

着 生 して い る枝 を 切除 し,そ の後5年 を経 過 して30年 生林 分 に達 して も前 述 の 上層 木 に お

け る最 下 方 の枝 の枯 上 りが み られ ず,6.5m以 下 の 主 幹 部 分 に枝 が 着 生 して い る場 合 に は,

さら に第2回 目(最 終 回)の 枝 打 を施 行 して そ れ らの枝 を切 除 す る こ とに な る。

と ころで,目 標 とす る枝 下 高 は7mで あ る こ とを考 慮 す る と,25年 生 で7mま で枝 打 す

る こ とは樹 冠 長 率 が36%に 低 下 して枝 打 強 度 が大 き くな る か ら さ け るべ きで あ るが,30年

生 林 分 で7mま で 枝 打 を行 な って も樹 冠 長 率 は42%で あ っ て,6.5mの 場 合 の46%と 比 較

して 大 差 は ない とい え る。 ま た,30年 生林 分 の 上層 木 の枝 下 高 を想 定 す る と,平 均 が6.5

mで あ るか ら,す で に7mに 達 して い る もの もか な りあ り,一 方 第1回 目の 枝 打 に よ って,

6.Omま で枝 打 され て い る こ と を考 慮 す る と,比 較 的 少 数 の枝 の切 除 に よ っ て,枝 下 高 を7

mに 到 達 に させ る こ とは それ ほ ど困 難 で は ない と考 え られ る。

したが って,第1回 目 の枝 打 の高 さは6.Omが 妥 当 と考 え られ るが,第2回 目の 枝 打 の

高 さは 平 均 枝 下 高 よ り も0.5m高 く し,7mに し う る可 能 性 は あ る と考 え られ る。 もち ろ

ん,そ の 可 否 に つい て は今 後 の研 究 を まっ て判 断 しな け れ ば な らな い か,現 段 階 に お い て

は,目 標 枝 下 高 形 成 の完 全 を期 す る観 点 か ら,一 応 基 準 的 に7mと して お く こ とに す る。

た だ し,以 上 は あ く まで も基 準 的 目標 で あ っ て,後 述 す る よ うに6.Omあ るい は7.Om以 下

の 主 幹 部 分 に着 生 して い る枝 の太 さに よ っ て は,こ れ らの 目標 よ り も低 い枝 下 高 に と ど め

ざ る を得 ない 場 合 が あ る の は 当然 と もい え よ う。

3)枝 の 太 さの 限 界

生 枝 打 に よ る切 口 の癒 合 は,切 口径 したが っ て枝 条 経 が大 き くな るほ ど遅 れ る傾 向 が あ

るか ら,小 径 級 の 枝 条 を対 象 と して枝 打 を施 行 す べ きで あ る こ とは い う まで もな い 。

そ こで,健 全 な 癒 合 が 期 待 で き る切 口径 の限 度 に つ い て検 討 して み る こ とに す るが,ヨ

ー ロ ッパ ・ア メ リカ に お け る ナ ラ類 の枝 打 に つ い て は,3～4年 以 内 に切 口が 閉鎖 す れ ば

健 全 に癒 合 す る と考 え られ て お り,こ れ に も とつ く枝 条 径 の限 界 と して は,生 長 の よ くな

い 場 合 は2cm,生 長 が よい 場 合 は4cm以 内 で あ る70)と され て い る。 また,生 長 の よい 場 合

は8cm以 内17)と され て い る場 合 もあ り,切 口径 に して5cm以 内14)と され て い る場 合 もあ っ

て必 ず し も一 定 で は ない 。 一 方,北 海 道 地 方 の ミズ ナ ラの枝 打 に つ い て は 実 例 が な く,同

じナ ラ類 とは い って も外 国 産 の 場 合 とは異 な る面 もあ る と推 察 され,し か も切 口の癒 合 は

多 くの 要 因 が 関 連 す る。 したが って,健 全 な癒 合 が 期 待 で きる切 口径 の 限界 を決 定 す る場

合 に は,そ の 前 提 条 件 を明 らか に しな け れ ば な い とい え る 。

まず 枯 枝 打 に 限 定 して み る と,す で に明 らか に した よ うに,枯 枝 打 に よる癒 合 の促 進 効

果 は小 さい もの と考 え られ る。 一 方,現 実 の23～33年 生 ミズ ナ ラ林 の枝 下 樹 幹 を観 察 す る



と写 真 一3・23に 示 す よ うに 自然 落 枝 に よ る傷 口 が癒 合 して い る もの が 多 くみ られ る。 これ

は,ミ ズ ナ ラが,枝 が枯 死 しは じめ る とそ の 基 部 に 保護 層 を形 成 し,そ の 保 護 層 形 成 後 に

枯 枝 が 腐 朽 して 写 真 一3・24お よ び3・25に 示 す よ うに基 部 か ら折 れ る樹 性 を もって い る71)た

め で あ る とみ な され る。 したが って,高 令 期 に達 してか ら ド方 の太 枝 が 枯 死 し,そ こか ら

腐 朽 が 侵 入す る例 は多 くみ られ るが,幼 令 期 に お け る枯 枝 落 下後 の傷 口は,な か に は写 真

一3・26に 示 す よ うに 枯 枝 の 枝 片 が 付 着 して お り
,そ の た め腐 朽 が侵 人 す る場 合 もな くは な

い が,比 較 的 容 易 に癒 合 す る もの と考 え られ るか ら,以上 の癒 合 状 態 を考 慮 す る と,原 則

と して枯 枝 打 は 第1回 ・第2回 と もさ しひ か え る べ きで あ る 。

写真一3・23自 然落枝による傷 口の

癒合状態

(27年生林分)

写 真一3・24枯 枝 が,基 部 か ら

落 枝 し,癒 合 が は じま ろ う と

して い る状 能(23年 倖 林 分)

写真一3・25枯 枝 の基部か らの落枝後,

癒合が半分以上すすんだ状態

(23年生林分)

写真一3・26枝 片が傷 口に付着 して

いる状態(23年 生林分)

つ い で,第1回 目 の生 枝 打 に つ い て検 討 す る。 す で に のべ た よ うに,切 口径 が8.1cm以

上 に達 す る枝 の切 除 は さ しひ か え る べ きで あ る が,切 口径 が6.1～8.Ocm(枝 条 径 そ の も

の と して は4.5～6,0cm程 度)の 範 囲 に達 す る生 枝 も,原 則 と して そ の切 除 を さ しひ か え



て お くの が 妥 当 と考 え られ る 。 す な わ ち,写 真 一3・27に 示 す よ う に,枝 打5年 後 で 健 全 に

癒 合 す る場 合 もあ る が,平 均 と して は,表 一3・55に み られ る よ うに 約50～60%の 癒 合 率 に

す ぎな い 。 この癒 合率 が50～60%の 切 口の 状 態 を示 す と写 真 一3・28の と お りで あ り,腐 朽

の兆 候 は まだ 明 確 に は 認 め られ ない が,一 部 は変 色 して お り健 全 癒 合 の可 能 性 は小 さい も

の と推 測 され るか らで あ る。 切 口 径 が4.1～6.Ocm(枝 条 径 と して は3.0～4.5cm程 度)の

範 囲 の もの は,表 一3.54に よる と23年 生林 分 で 全切 口数 の 約30%,27年 生 林 分 で は約60%

を占 め て い るか ら,第1回 目枝 打 の25年 生 林 分 で は,両 者 の中 間 と して全 切 口数 の約40～

50%を 占 め る もの と推 測 され,そ の癒 合 状 態 は枝 打 施 行 の可 否 に大 き く影 響 す る もの と考

え られ る。 この 径 級範 囲 に お け る全 切 口数 に対 して,表 一3・54か ら明 らか な よ う に,23年

生 林 分 で は40%,27年 生 林 分 で は33%の 切 口 が写 真 一3・27と 同様 な状 態 で す で に健 全 に癒

合 して お り,ま だ 切 口が 閉 鎖 して い ない もの の み の平 均 癒 合 率 は,23年 生 で53%(全 切 口

の 平 均 は72%),27年 生 で は52%(全 切 口 の平 均 は68%)と な って い る。 それ ら の閉 鎖 が

完 了 して い ない 切 口 は ほ とん ど腐 朽 ない しは変 色 して い な い こ とが調 査 の結 果 明 らか に な

って い る。 以 上 の本 試 験 に お け る結 果 と ヨー ロ ッパ ・ア メ リカの例,さ らに林 令 が25年 生

で 生 長 状 態 が ミズ ナ ラ と して は旺 盛 な時 期 に相 当 して い る こ とを あ わ せ て考 慮 す る と,切

口経 が4.1～6.Ocmに 達 す る枝 を切 除 す る こ とは原 則 と して さ しつ か え な い もの と推 測 さ

れ る。 したが って,4.Ocm以 下 の切 口径 に達 す る枝 に つ い て もそ の切 除 は さ しつ か え な い

とい え る。

写 真 一3・27生 枝 打 に よ る切 口 の健 全 癒 合 状 態

(a)23年 生 林 分 で,切 口径6.9cm

(b)33年 生 林 分 で,切 口径6・3cm

写 真一3・28癒 合 率50～6C%の 切 口の

状 態(27年 生 林 分,切 口径6.7

cm,白 い部 分 が 変 色 して い る)

さら に,第2回 目 の生 枝 打 に つい て検 討 す る。 第2回 目に お け る枝 打 対 象 木 は,第1回

目の 枝 打 対 象 木 とほ ぼ 同 一 に な るか ら,す で に原 則 と して地 上高6mま で 枝打 され て い る

こ とに な る。 したが って,切 除 の 対 象 に な る枝 は主 幹 の 地上 高6.0～7.Omの 高 い 位 置 に あ

って,そ の 切 除 枝 数 も表3-・54に 示 した27お よび33年 林 分 の場 合 よ り も相 当少 な く な る と

と もに,現 実 の 枝 条 着 生 状 態 を観 察 す る と,切 口径 も4.1～6.Ocmの 範 囲 の もの が 大 部 分

を 占 め る もの と推 測 され る。 この 径級 範 囲 の もの は,林 令 が い く分 高 くな って も,地 上 高

が 高 く樹 冠 の 最 下 部 に 近 い ため癒 合 に は適 した条件 下 に あ るか ら,表 一3・55に示 し た27年



生68%,33年 生64%の 平 均 癒 合 率 よ り も相 対 的 に大 き くな る もの と考 え られ る。 した が っ

て,第2回 目の 枝 打 で4.1～6.Ocmの 切 口径 に達 す る枝 を切 除 す る こ とは原 則 と して さ し

つ か え な く,当 然4.Ocm以 下 の もの も同 様 で あ る。 しか し,6.1～8.Ocmの 切 口径 に達 す

る 枝 の切 除 は さ しひか えて お くの が 妥 当で あ ろ う。

以 上 の 枝打 対 象 とな る枝 の 径 級 限 界 に関 す る考 察 結 果 を総 括 す る と,第1回 目の25年 生

林 分 の枝 打 施 行 に お い て は6.Om以 下,第2回 目の30年 生 林 分 に おい て は7.Om以 下 の主 幹

部分 に着 生 して い る枝 を切 除 す る こ とを原 則 とす る が,第1お よ び第2回 目 と も,6cm以

上 の切 口径(約4.5cm以 上 の 枝 条 径)に 達 す る生 枝 お よび す べ て の枯 枝 は そ の 切 除 を さ しひ

か え る べ きで あ り,切 除 の対 象 とな る枝 は切 口径 が6cm以 下 の 生 枝 の み とい う こ と に な る。

4)枝 打 と除 伐 の関 連 性

前 述 した よ うに 生枝 打 に よ る切 口の 癒 合 は庇 陰 程 度 が大 きい ほ ど早 め られ る 傾 向 が 認 め

られ る か ら,完 全 な う っ閉 状 態 の 林 分 を対 象 と して 枝 打 を施 行 し,し か もそ の 後 うっ 閉状

態 を少 な く と も5年 間 は 維 持 す べ きで あ る。 したが って,10～30年 生 の 問 に原 則 と して1

～3回 施 行 され る除 伐 は一 時 的 な上 層 林 冠 の疎 開 を と もな うか ら,そ の 施行 時期 は前 述 の

枝 打 の施 行 時期 を考 慮 して充 分 検 討 しな けれ ば な ら ない 。

と ころ で,除 伐 も優 良 形 質養 成 の 手段 と して 有 効 な機 能 を果 す もの で あ る が,無 節 材 の

生 産 とい う構 造 材 林 造 成 の ひ とっ の 基 本 的 原 則 に対 して は,枝 打 とい う育 林 手 段 は 直接 的

な効 果 が期 待 され,し か も枝 下 高 が 間 伐 開 始 期 判 定 の重 要 な要 因 の ひ とつ で あ る こ とを考

慮 す る と,優 良 形質 養 成 過 程 に おい て は,除 伐 よ り もむ しろ枝 打 を重 視 し,か つ除 伐 の適

切 な施 行 よ り もむ しろ枝 打 の 適 切 な施 行 を優 先 させ る こ とが 合 理 的 と判 断 され る。 この よ

うな観 点 か ら,枝 打 を25年 生 お よび30年 生 で 施 行 す る こ とを前 提 と して,そ の条 件 下 に お

け る最 も適 切 な 除 伐 の 施行 時 期 を検 討 す る こ と にす る。

第1回 目の 枝 打 が25年 生 で 施 行 され るか ら,そ の時 点 で は うっ閉 状 態 が構 成 され て お ら

ね ば な ら ない 。 した が っ て,そ れ 以 前 に除 伐 が 施 行 され た と して も,除 伐 に よ る一 時 的 な

疎 開 が うっ閉 状 態 に 回復 す る に は,さ きに の べ た よ うに,少 な く と も5年 を要 す る た め,

20年 生 以 前 で な け れ ば な ら な い 。 また一 方,25～30年 生 の 問 に おい て は除 伐 を さけ る べ き

で あ る とい え る。 しか し,そ の 間 に お い て,間 伐 の適 切 な施 行 に支 障 を き た す と予 測 され る

程 度 の暴 領 木 な い しは準 暴 領 木 が 発 生 した場 合 には,こ れ を完 全 に伐 除 す る こ とは枝 打 に

よ る切 口 の癒 合 に支 障 を きた す か ら,巻 枯 しとい う手 段 に よ って 徐 々 に枯 死 させ,極 端 な

疎 開 を さ け るべ きで あ る。 したが って,25～30年 生 の 間 に お け る除 伐 は,原 則 と して 暴 領 木

ない しは準 暴 領 木 の巻 枯 し とい う方 法 の み に 限定 す る こ とが 合 理 的 で あ る と判 断 され る。

ま た,20年 生 以 前 に施 行 され る 除 伐 も,そ の 後 の 強 度 の疎 開 が得 策 で ない こ とを考 慮 し,

あ らか じめ除 伐 率 を大 き く して お く必 要 もあ ろ う。

以 上 の検 討 結 果 を除 伐 とい う観 点 か ら総 括 す る と,基 準 的 に は,15年 生 まで に第1回 目,

そ の後5年 以 上 経 過 した20年 生 で第2回 目(強 度 除 伐)を 施 行 し,第3回 目 の施 行 が必 要

に な っ た場 合 は25～30年 生 の 中 間 に あ た る27～28年 生 で 弱 度 除 伐(原 則 と して 暴 領 木 ない

しは 準 暴 領 木 の巻 枯 しの み)に 限 定 す る こ とが,適 切 な除 伐 の施 行 方 法 とい う こ とに な る 。

xi間 伐 試 験

い ま まで に 明 らか に して き た一 連 の育 林 手 段 の施 行 に よ って,要 す る に35年 生 前 後 の林



分 に至 る と,主 伐 候 補 木 は 判 然 と し,そ れ らの 枝 下 高 はほ とん どす べ て が7m以 上 に達 し

て い る こ とに な る。 そ こで,以 後 は 枝 下 高 を さ ら に長 くす る こ と を原 則 と して 考 慮 せ ず,

第3章 第1節 の 生長 推 移 の と ころ で の べ た よ うに,35年 生 か ら150年 生 まで の115年 間 の 長

期 に わ た っ て,年 平 均 直径 生長 量3.6mm(年 輪 幅1.8mm)を 持 続 させ,主 伐 木 の 平 均 胸 高

直径 を約55cmに す る こ とを 主 目標 と して 肥 大 生 長 の促 進 をは か る こ と に な る。

この よ うな肥 大 生長 の促 進 を は か るた め に は,適 切 な繰 返 し年 と強 度 で 高 令 期 に至 る ま

で上 層 間 伐 を施 行 しな け れ ば な らな い が,た と えば デ ン マ ー ク に お け る広 葉 樹 林 の 基 準 的

な 間伐 繰 返 し年 は つ ぎの とお りで あ る 。 す な わ ち,

間伐対象林分 の林令が20～29年 のとき,間 伐繰返 し年 は2年

30～39年 の と き,

90～99年 の と き,

とい う よ う に,問 伐 対 象 林 分 の林 令 の10位 の数 字 が 間 伐 の繰 返 し年 に な っ て い る。66)し た

が って,間 伐 は高 令 期 に至 っ て も施 行 され,主 伐期 ま で少 な く と も15回 前 後 は 繰返 され る

こと を示 してい る。 も ちろ ん,間 伐 の繰 返'し年 は樹 種 あ る い は 目標 とす る肥 大 生長 量(年

輪 幅)に よ って も左 右 され る の は 当然 で あ っ て,北 海 道 産 の ミズ ナ ラに,基 準 と して35～

150年 の 問 に 年 平 均3.6mmの 直径 生長 を持 続 させ る た め に は,ど の程 度 の繰 返 し年 と強 度

が 適 切 で あ るか とい う こ とに関 す る研 究 例 は な く,ま た この試 験 研 究 に は きわ め て長 期 間

を要 す る。 そ こで,前 述 した よ うな 間 伐繰 返 し年 とそ の強 度 の 究 明 は 今 後 の 研 究 段 階 に ゆ

ず り,こ こで は 間伐 開 始 期 に お け る 間 伐方 法 の み を 対 象 とす る。 す な わ ち,間 伐 開 始 期 に

相 当す る33～37年 生 の ミズ ナ ラニ 次 林 を対 象 と して 上層 間伐 試 験 を行 な い,保 残 され た 上

層 木 の5年 間 に お け る本 数 の減 少 ・材 積 生 長 ・直径 生長 ・樹 高 生長 の推 移 を 明 らか に して,

その 結 果 に もとづ き,間 伐 開 始 期 に お け る適 切 な 問 伐強 度 ・施 行 功 程 に つ い て 検 討 す る。

ま た間 伐 は,優 良 林 分 造 成 を 目的 と した育 林 手 段 で あ る と と もに,伐 期 に至 る まで の前

収 入 をあ げ う る収穫 手 段 で もあ る とい え る。 した が っ て,問 伐 の検 討 に お い て は,林 分 の

保 育 的 側 面 と と もに,収穫 的 側 面 に つい て もふ れ る べ きで あ る が,後 者 に つ い て の検 討 は

今 後 の 研 究 段 階 に ゆず る もの とす る。

(1)試 験 方 法

1)試 験 地 の 設 定 方 法

本 試 験 地 は,1963年 に九 州 大 学 北 海 道 演 習 林 第1,3,8林 班 に設 定 した もの で,表 一3・67

表一3・67間 伐試験 地の概況(設 定時現在)

囲T・ ・T・・T・は,そ れ ぞ れ異 な った3方 法 の 間 伐 を実 施 した プ ロ ッ トを示 す 。



に示すように3個 所(ブ ロック)か らなり,い ずれ も尾根筋附近に成林 した ミズナラ二次

林である。 これらの林分は,い ままでにのべてきた育林手段は全 く施行 されていないため,

わずかに暴領木が点在 してはいるが,試 験地設定時になるべ くそれらをはず したから,ほ

ぼ一連の育林手段が施行 されてきた施業林 と想定 しうる林相を呈 している。

3個 所(ブ ロック)の 試験地は,そ れぞれ表一3・67に示すように,無 処理を含めて後述

するような3方 法の間伐方法(T・T・ ・T・)を施行 しうるように3プ ロットに分画 した。

2)樹 型級区分

広葉樹の構造材林造成を目的 とした間伐は,上 層木相互間の問伐を意味する上層間伐を

適用すべ きであることはすでにのべたとおりであり,主 伐期における主伐木の適当な本数

とその適切な配置間隔を充分考慮 して,主 伐候補木および準主伐候補木の肥大生長が促進

されるとともに,中 ・下層木がそれ らに対する樹幹保護樹 としての機能を果すように間伐

木の選定を行なうべきである。

したがって,間 伐木の選定は,主 伐候補木および準主伐候補木に着目した定性間伐とな

るから,一 定の樹型級区分を前提 としなければならない。広葉樹構造材林を対象とした樹

型級区分 としては,デ ンマーク式 ・フランス式 ・河田式(フ ランス式を改訂 したもの)・近

藤式(デ ンマーク式を改訂 したもの)が ある。72)しかるに,北 海道産の ミズナラに外国の

樹型級区分をそのまま適用することは もちろん,わ が国における標準的な河田式 ・近藤式

の樹型級区分すらもそのまま適用することは合理的ではないといえよう。そこで,間 伐開

始期にあたる35年生前後の ミズナラニ次林の現実林相を観察検討 し,多 分に主観的な面 も

含まれるのはやむを得ない として,も っとも間伐木選定が容易になるうに,前 述の諸区分

を参考にしながら,つ ぎのような上層木のみを対象とした樹型級区分を行ない,こ れにも

とついて間伐木の選定を行なった。

④暴領木:近 い将来暴領木になりそうなものを含む。

㊥異樹種:カ ンパ類 ・イタヤカエデ ・キハダ・オオバヤナギなど。

◎競合不良木:樹 冠あるいは樹幹が不良なもの。

⑪介在木:樹 冠が貧弱で上層林冠のわずかを占有するにすぎないもの。

⑧株状木:幹 足部から株状になっている萌芽木。

⑥優良木:樹 形が優良で主伐期あるいはその近くまで保残すべきもの(主 伐候補木)。

⑬準優良木:樹 形は優良木に準 じ,林 木配置上保残すべきもの(準 主伐候補木)。

3)間 伐方法

間伐開始期においては,強 度の疎開をさけるべきであるから,材 積間伐率によって量的

規制を行なうこととし,あ る一定の材積間伐率に達するまで,前 に示 した樹型級区分にも

とついて間伐木の選定を行なった。その一定の間伐率 を2段 階に分け,無 処理を含めてっ

ぎのような3方 法の間伐を施行 した。なお,中 ・下層木はいずれの問伐法において も保残

した。

T:中 度間伐

④(暴 領木)の 全部,③(異 樹種)お よび◎(競 合不良木)の 大部を優先的に間伐 し,

上層木材積のみを対象 として材積間伐率が15%に 達することを基準 とし,さ らに⑪(介 在

木)一 ⑤(株 状木)の 順にそれぞれ一部を周囲の状況から判断 して間伐 し,⑮(優 良木す



なわ ち主 伐 候 補 木)・ ⑧(準 優 良 木 す な わ ち準 主 伐 候 補 木)を 保 残 す る 。

脆:弱 度 間 伐

④ の 全 部,⑧ の 大 部 を優 先 的 に問 伐 し,上 層 木 材 積 のみ を対 象 と して材 積 間伐 率 が10%

に達 す る こ と を基 準 と し,さ ら に◎ → ⑤ の順 に それ ぞれ 一 部 を 周囲 の状 況 か ら判 断 して 間

伐 し,⑪,⑲,⑪ を保 残 す る。

脆:無 処 理(対 照 区)

4)調 査 方 法

① 成 立 本 数 は,上 層 木 と下層 木(胸 高 直 径1.5cm以 上)と にわ けて 全 立 木 を 間伐 直 前 に調

査 した が,こ こで は 上層 木 の み を検 討 の 対 象 と す る。

② 樹 高 は,間 伐 直後 に残 存 上層 木 の う ちか ら10本 に1本 の 割 合 を原 則 と して アル テ ィ レベ

ル を 用 い て10cm単 位 で測 定 し,5年 経 過 後 に も同 一 上 層 木 を測 定 した。

③ 胸 高 直径(以 下 直径)は,上 層 木 の み を対 象 と して 間 伐 直 前,5年 経 過 後 に 直径 巻 尺 を

用 い てmm単 位 で 毎 木 測 定 した。

④ 材 積 は,北 海 道 立 木 幹 材 積 表55)に もとつ い て 算 出 した。

(2)試 験 結 果 お よび分 析

1)本 数

前 述 の無 処 理 を含 め て3方 法 の 間 伐 を施 行 した結 果 お よ び5年 後 の調 査 結 果 を,5年 間

に お け る減 少 率 と と もに示 す と表 一3・68の と お りで あ り,間 伐 率 を材 積 で規 制 した た め,

本 数 間 伐率 は 中度 区18.5～22.4%,弱 度 区9.9～19.8%で,間 伐 強 度 との関 係 が不 規 則 に

な って い る。 この本 数 間 伐率 は,あ くまで も上 層 木 のみ を対 象 と した もので あ り,下 層 木

を も含 め た全 立 木 本 数 を対 象 と した場 合 の本 数 間伐 率 は中 度 区11.7～13.8%,弱 度 区5.7

～14 .0%で,上 層木 の み を対 象 と した場 合 よ り もさ ら に小 さ くな る ので あ る。

表一3・68本 数

つ ぎに,5年 間 に お け る上 層 木 減 少 率 は,無 処 理 区 が19.1～20.8%で あ るの に対 して,

中 度 区3.9～7.3%,弱 度 区9.2～12.9%で 無 処 理 区 に比 較 す れ ば相 対 的 に小 さい が,間 伐

を行 な っ た に もか か わ らず,わ ず か なが ら上 層 木 か ら下 層 木 へ 衰 退 ない しは枯 死 して ゆ く

こ とが わ か る。 この結 果 は,間 伐 率 が弱 度 に お さえ られ た ため,上 層 林 冠 の疎 開 が 不 充 分



で,写 真 一3・29に 示 す よ う に 問 伐後 比 較 的 早期 に うっ閉

状 態 が 同 復 し,そ の た め主 と して樹 冠 の貧 弱 な介 在 木 の

樹 冠 上 部 が 枯 死 し,あ るい は全 樹 冠 が 枯 死 して ゆ く こ

と に よ る もの で あ る。

2)材 積

間 伐 の 直 前 ・直 後 お よ び5年 後 の材 積 を,5年 問 に お

け る年 平 均 材 積 生 長 量 と と もに示 す と表一3・69の とお り

で あ り,材 積 間伐 率 は巾 度 区 が15%を 基 準 に した の に 対

して15.3～17.2%(平 均 約16%),弱 度 区 が10%を 基 準

に したの に対 して10.5～11.9%(平 均 約11%)で,ほ ぼ

基 準 に も とつ い た材 積 間伐 率 に な っ て い る 。

この 材 積 間 伐 率 を,本 数 間 伐率 に 比 較 して み る と,巾 度

区 が 平 均 約16%で あ る の に対 して本 数 で は平 均 約20%,

弱 度 区 で は平 均 約11%で あ る の に対 して平 均 約15%で あ

表一3・69材 積(ha当 り・m3:

写真一3・29間 伐5年 後の林冠

(35年林分の中度間伐区)

って,本 数 間 伐 率 と材 積 間 伐 率 との差 は大 き くない 。 これ は上 層 間 伐 の施 行 に お い て一 般

的 に 認 め られ る傾 向 で あ って,そ の た め,弱 度 の 間伐 率 に お い て も材 積 間伐 量 は比 較 的大

き くな り,し か もその 林 分 に お け る相 対 的 な大 径 木 が 主 と して 間伐 され るた め,収穫 手 段

と して も下 層 間 伐 に 比 較 して,よ り大 きな収穫 成果 が期 待 で き る こ と に もな る。 た とえ ば,

ドイツ の 一 般 ナ ラ林 の収穫 表34>の150年 生 林 分 の主 伐材 積 と総収穫 材 積 を 示 す と表 一3・70の

とお りで あ り,後 者 は 前 者 の2.4～2.8に も達 して い る。

表一3・70ド イツナラにおける主 伐材積 と総収穫 材積 の比較m3)

囲 伐期 は150年 である,



つ ぎ に,5年 間の 年 平 均 生 長 量 に つい て乱 かい 法 に よ り分 散 分 析 す る と表 一3・71の とお

りで あ り,間伐 区 に は有 意 差 が 認 め られ る。 そ こで,各 間伐 区 の平 均 値 問 の差 の有 意 性 検

定 を行 な う と,丁 区(平 均3.96m3)とT・ 区(平 均3.27m3)の 間 にの み 有 意 差 が 認 め られ,

脆 区(平 均3.49m3)と 他 の2区 との 問 に は有 意 差 は認 め られ なか っ た。 この 結 果 か ら判 断

す る と,さ き に示 した樹 型 級 区 分 に もとづ き,上 層 木 材 積 を対 象 と した材 積 間伐 率 が15%

に達 す る程 度 に間 伐 す る と材 積 生 長 量 は有 意 に大 き くな るが,10%程 度 の 材 積 間伐 率 で は

材 積 生長 の増 大 は あ ま り期 待 で き ない とい え る。

表一3・71年 平均材積生長量 の分散分析

3)直 径

間伐 の 直前 ・直後 お よび5年 後 の結 果 を,5年 間 に お け る年 平 均 直 径 生 長 量 と と もに示

す と表 一3・72のと お りで あ り,年 平 均 生 長 量 に つい て乱 か い法 に よ り分 散 分 析 す る と表一3・

73の とお りで あ っ て,間 伐 区 に は有 意 差 は 認 め られ な い 。

表一3・72胸 高 直 径(cm)

表一3・73年 平均直径生長量 の分散分析

したが って,各 間 伐 区 の年 平 均 生長 量 を算 出 す る と,中 度 区4.07mm,弱 度 区3.67mm,



無 処 理 区3.53mmで,明 らか に 間伐 程 度 が 大 き くな る に と もな っ て肥 大 生長 が促 進 され る

傾 向 は 認 め ら れ る が,そ の 各 間 伐 区 相 互 間 の 差 が 有 意 に な る に至 っ てい ない と認 め られ る。

この よ うに 直径 生 長 に つ い て は 間 伐 に よる促 進 効 果 が 認 め られ な い に もか か わ らず,材 積

生 長 に は促 進 効 果 が認 め ら れ る とい う結 果 は,直 径 の増 大 に と もな う単 木 材 積 の 増 加 が 相

対 的 に大 きい た め と考 え ら れ る 。

一 方
,現 実 の林 相 を観 察 す る と,前 述 した よ うに,5年 後 に お い て 中 度 区 で もす で に う

っ閉 状 態 が 回復 して お り,こ の程 度 の 間 伐 強 度 で は 上 層 林 冠 の 疎 開 が 不 充 分 で,保 残 され

た上 層 木 の樹 冠 が 旺盛 に発 達 しえ な い た め,1回 の み の間伐 に よ る肥 大 生 長 の 促 進 は あ ま

り大 き く期 待 で き ない とい え よ う。

4)樹 高

間伐 の 直後,5年 後 の結 果 を,5年 間 の年 平 均 樹 高 生長 量 と と もに 示 す と表 一3・74の と

お りで あ り,年 平 均 生 長 量 に つ い て乱 か い法 に よ り分散 分析 す る と表 一3.75の と お りで あ

っ て,間 伐 区 に は有 意 差 は認 め られ な い 。

表 一3・74樹 高(m)

表一3・75年 平均樹高生長量の分散分析

したが って,各 間伐 区 の年 平 均 生 長 量 を算 出 す る と中 度 区34.Ocm,弱 度 化32.Ocm,無

処 理 区32.7cmで あ って,そ の 差 は き わ め て小 さい か ら,上 層 木 材 積 の10～15%程 度 を間

伐 して も,そ の 間伐 に よ っ て,樹 高 生長 が促 進 され こ とは 期 待 で きな い と考 え られ る。

(3)考 察

以 上 の 分 析 ・検 討 に よ っ て明 らか な よ うに,33～37年 生 の 間 伐 開 始 期 に 相 当 す る ミズ ナ

ラ林 に対 して,上 層 木 材 積 の 約15%以 内の 材 積 間伐 率 に達 す る こ とを基 準 と して 間伐 を行



な っ た場 合 に は,間 伐5年 後 に おい て す で に上 層 林 冠 の うっ閉 状 態 は 回復 し,間 伐後 に お

け る残 存上層 木 の樹 冠 の発 達 を あ る程 度 促 進 させ る こ と はで き る と して も,旺 盛 に発 達 さ

せ る こ とは 困 難 と推 測 され る。 した が っ て,そ の反 面,こ の 程 度 の 問 伐 は弱 度 とみ な され,

一・時 的 な上 層 林 冠 の疎 開 に と もな う不 定芽 の発 生 ない しは その 後 の 不 定 枝 へ の 発 達 も最 少

限 に と どめ うる もの と推 察 され る。

この よ うな弱 度 の 間伐 で あ る に もか か わ らず,5年 後 に おい て は樹 高 生 長 の 促 進 効 果 は

認 め られ なか っ たが,材 積 生 長 の促 進 効 果 が す で に 認 め られ る と と もに,肖 径 生 長 も促 進

され る傾 向 が あ る程 度 は認 め られ,今 後 この程 度 の 間伐 が適 切 な 繰返 し年 で 継 続 施 行 され

て ゆ けば,直 径 生 長 に対 す る促 進 効 果 も認 め られ て くる もの と推 察 され る。 したが って,

上層間 伐 は,保 残 され た上層 木 の 肥 大 生 長 促 進 に 対 す る有効 な育 林 手 段 で あ る と認 め られ

る。 そ こで,以 上 の 分 析 ・検 討 結 果 を総 括 し て,間 伐 開始 期 に お け る間 伐 強 度 ・施 行 功 程

に つ い て 若 干 の 考 察 を試 み る こ と に す る。

1)問 伐 強 度

問 伐 開 始 期 の 林 分 は,い ま まで の 林 分 造 成 過 程 に お い て優 良 形 質 養 成 を 目的 と して密 立

状 態 が維 持 され て きた た め,主 伐 候 補 木 が すで に判 然 と して は い る もの の,そ の樹 冠 の発

達 状 態 は不 充 分 で あ る 。 した が って,間 伐 開 始 期 に お い て強 度 に 間 伐 す る と不 定 芽 の発 生

を誘 発 す る 危 険 性 が 大 きい た め,間伐 程 度 を小 さ く し樹 冠 を 徐 々に発 達 させ て,不 定 芽 発

生 の 危険 が な くな っ た後 に強 度 の 間 伐 に うつ るべ きで あ る。

デ ンマ ー クの ナ ラ林 に お い て は,強 度 の 間 伐 に うつ る の は40～60年 生 に な っ た と きで,

それ ま で は 中位 の間伐 で あ り,ま た 一 般 に1回 の 間 伐 で 材 積 の12～!5%を こえ る こ とは ほ

とん どない65)と され て い る。 一 方,本 試 験 に おい て,材 積 間 伐 率 を上 層 木 材 積 の み を対 象

と して15%と した 中度 区 で は,5年 後 に お い て す で に上 層 林 冠 は うっ閉 状 態 を 回復 して い

る こと を考 慮 す る と,こ の程 度 の 間 伐 は 少 な くと も強 度 で は ない と考 え て さ しつ か え な か

ろ う。 しか しなが ら,材 積 生長 に対 す る促 進 効 果 は すで に認 め られ る と と もに,直 径 生長

に対 す る促 進 効 果 は第2回 目の 間伐 施 行 以 後 に お い て 認 め られ る可 能 性 は大 きい と予 測 さ

れ る。 さ ら に,年 平 均 直 径 生 長 量 は表 一3・72に示 した よ う に4.0～4.2mm(年 輪 幅 と して は

2.0～2.1mm)で,目 標 直径 生長 量3.6mm(年 輪 幅1.8mm)よ り も大 き くな って い る。 も

ち ろん,こ れ は間伐 開 始 林 分 の一 例 に す ぎな い と もい え るが,こ の 程 度 の 間 伐 率 で も目標

とす る肥 大 生 長 を持 続 させ る こ とが可 能 で あ る こ とを,あ る程 度 示 して い る もの と も考 え

られ る。

以 上 の デ ン マー ク に お け る例 と本 試 験 に つ い て の考 察 結果 か ら,さ きに 示 した ミズ ナ ラ

林 に 対 す る樹 型 級 区 分 につ い て は 今後 検 討 の必 要 は あ る と して も,間 伐 開 始 期 に お け る間

伐 強 度 の基 準 と して は,上 層 木 材 積 の み を対 象 と した材 積 間伐 率 で15%に す る こ とは,保

育 的側面 か らは,適 切 で あ る と考 え られ る。

も ちろ ん,間 伐 率 は収穫 的側 面 の 要 因 に よ って 左 右 され 強 度 の 間伐 が 要 求 され る が,閻

伐収穫 は,あ く まで も中 間 的収穫 で あ り,究 極 の収穫 目標 は主 伐収穫 で あ るか ら,主 伐 収

穫 を有 利 に導 くた め の優 良 林 分 造 成 手 段 と して の 間 伐 を重視 しな けれ ば な ら ない 。 した が

って,合 理 的 な間 伐 は,保 育 的側 面 を優 先 し,優 良 林 分 造 成 上 支 障 の ない範 囲 内で 最 も強

度 に 間 伐 す る もの で あ る と考 え るの が 妥 当で あ ろ う。 この よ うな観 点 か ら,保 育 的側 面 を



優 先 させ,基 準 間伐 率 を前 述 の よ うな程 度 に お さ え るべ きで あ る と考 え られ る。

2)施 行 功 程

間伐 開始 林 分 に 対 して,上 層 木材 積 の 約15%を 基 準 と

す る材 積 間伐 率 で 間 伐 を施 行 した場合 は,間 伐材 積 は 表

一3・69によ る と約17～22m3で あ る。 ま た,第3章 第1節

で示 した 図一3・22に よ る と,35年 生 林 分 に お け る上層 木

材 積 はha当 り約120m3に な っ て い る。 し たが って,こ

の よ うな材 積 の林 分 に対 して15%を 間伐 し た とす れ ば,

基 準 的 に は 間伐 材 積 は18m3と い う こ とに な る。 そ こで,

この両 結 果 か ら判 断 す る と,間 伐 開始 期 の 林分 に 対 す る

現 実 の 間 伐 施 行 段 階 に おい て は,基 準 的 にha当 り20m3

程 度 の 間伐 材 積 に な る もの と推 測 され る。

この程 度 の 間伐 材 積 に 対 す る間伐 作 業 の功 程 は,写 真

一3・30に 示 す よ うな他 の40年 生 ミズ ナ ラ二 次 林2個 所 で

間伐試 験 を行 な っ た結 果73)か ら判 断 す る と,間伐 材 積1

m3当 り1.0人 工 程 度 に な る もの と推 定 され る。 したが

って,前 述 した よ うに基 準 的 な 間伐 材 積 をha当 り20m3

とす る と,間 伐 開始 期 の林 分 に お け る施 行 功 程 は,基 準

的 に はha当 り20人 工 を 要 す る もの と予 測 され る。

写真一3・30間 伐試験 地の間伐3

年後の林相

上層木材積間伐率:12.2%

ha当 り上層木本数:1,100本

ha当 り上層木材積:115m3

上層木平均樹高:15m

上層木平均胸高直径:15cm

xii総 括

以上において,ミ ズナラ構造材林を単位林分に造成 しようとする場合,そ れに必要な育

林手段について,現 実試験結果に もとついて明らかに してきたが,こ れらの個々の育林手

段の研究を総合 し,か つそれぞれの関連性を考慮しながら,各 育林手段の もっとも適切な

施行方法を合理的に組合わせて体系化し,伐 採木自身からの落下種子を活用する皆伐天然

下種更新作業法によって,単 位林分に ミズナラ構造材林を造成するのに適応 した育林技術

を明らかに してみたい。

ところで,こ こに明らかにする育林技術は,ミ ズナラ構造材林造成の全過程におよぶべ

きであるが,更 新期から35年生の第1回 間伐施行期 までの部分過程を対象にした ものであ

って,そ れ以後150年 生までの長期にわたる林分造成過程の育林手段についてはふれてい

ない。 しか しながら,そ の長期間にわたる過程は肥大生長促進期に相当しており,そ の過

程で施行 されるべき育林手段は間伐のみであって,問 伐そのものの繰返 し年 およびその強

度については充分な検討を要することはい うまでもないが,そ の長期にわたる過程におい

て,間 伐と異質な育林手段 との関連性を考慮する必要はほとんどないといえる。 したがっ

て,一 定の高令期にいたるまで上層間伐が適切な繰返 し年 と強度で継続施行 されること,

かつその施行方法は今後の長期にわたる試験研究によって明らかにされるとい うことを前

提 として,ミ ズナラ構造材林を単位林分に造成するための育林技術を明らかにするものと

する。

前述 したように,35年 生以後から主伐期までの林分造成過程は,ミ ズナラ構造材林造成

の肥大生長促進期に相当するとすれば,35年 生以前の林分造成過程は密立更新樹確保期と



優良形質養成期に相当するといえる。すなわち,下 種地拵 →補播→種子覆土→更新伐→枝

条整理→補植→稚樹刈出までの過程は密立更新樹確保期に相当し,除 伐→枝打 までの過程

が優良形質養成期に相当する ものである。 したがって,ミ ズナラ構造材林の造成過程は,

密立更新樹確保期(5年 生まで)一優良形質養成期(35年 生まで)→肥大生長促進期(主 伐

期150年 生まで)に3大 別 され,各 過程に属する個々の育林手段は,こ の大局的な基本的

目標を充分配慮て し施行されるべきであるといえる。

加 うるに,以下 に示す育林技術は,あ くまで もこれまでに明らかにしてきた基礎研究お

よび応用研究の結果にもとついた育林の基準にすぎない。 したがって,現 実の技術施行段

階においては,以 下に示す基準的育林技術その ものをつねに一律に適用すべきではなく,

それぞれの現地に即応するように立地条件 ・林況などを充分検討 し,各 育林手段の施行目

的が効果的に発揮 される範囲内で施行集約度を調整 して適用すべきであることはいうまで

もない。なお,施行功程(ha当 り・1日実働7時 間)つ いては,推定可能な育林手段のみにと

どめるもの とし,他の育林手段の施行功程については今後の研究段階にゆずるものとする。

(1)密 立更新樹確保期

1)下 種地拵(施 行功程:12人 工)

150年 生前後の伐期に達 したミズナラ林を対象 として,その林分の結実豊作年の8月 下旬

～9月 上旬(種 子落下前)に,単 位林分の林面にある支障物を除去 した後,小 型耕 うん機

を用いて耕 うんすることにより,鉱 物質土壌 をやわらか くして裸出させる。すなわち,倒

木切断,小 径立木伐倒 ・下草刈払を行なって,そ れらを耕 うん不可能な大径木(母 樹すな

わち主伐木)周 囲などに整理 した後,等 高線沿いに幅50crnの 更新筋と幅1mの 放置筋を交

互に想定 し,更 新筋のみを対象として,同 一更新筋を4回(2往 復)耕 うんする。

2)補 播(施 行功程:8人 工)

下種地拵 終了後の更新面へ主として9月 中旬から10月上旬にかけて ミズナラ種子が落下

するが,発 芽能力のある種子が最 も多 く定着 している10月上旬の前半期に,下 種地拵 によ

って設定 された1m幅 の放置筋上の落下種子を原則 として隣接する50cm幅 の更新筋の地表

面へ移 しかえる。その移 しかえるときには,更 新面全域の更新筋上にm2当 り85個 以上の

健全種子がほぼ均一に定着するように配慮する。

3)種 子覆土(施 行功程:1人 工)

補播作業 とほぼ同時に,下 種地拵 で用いた耕 うん機により,更 新筋のみを耕うん して更

新筋の地表面に定着しているミズナラ種子を地中に耕 し入れる。同一更新筋の耕うん回数

は1回 で,耕 うん爪の回転数をなるべ く低 下させ,し かも徐行 しながら耕うんする。

4)更 新 伐

10月上旬の前半期に種子覆土が終了 してから11月上旬にいたると積雪がみられるが,更

新伐はこの積雪を利用 して施行する。すなわち,積 雪期間中でしかも厳寒期をすぎた翌年

の3月 上～中旬の間に,更 新面上の立木(母 樹すなわち主伐木)を 皆伐 し,同 時に更新面

外部への搬出 も完了する。

5)枝 条整理(施 行功程:12人 工)

更新伐が終了 した後の融雪後すなわち更新筋 と放置筋が裸出する4月 上旬から ミズナラ

稚苗の発生前すなわち5月 中旬 までの間に,更 新面に散乱 している伐採木の末木枝条を整



理する。すなわち,下 種地拵 の施行段階で更新筋(幅50cm)と 交互に設定 された放置筋

(幅1mで,補 播によりこの筋上に落下 した種子は更新筋にすでに移 されている)上 に末木

枝条 を筋状 に堆積する。

6)補 植

枝条が除去 されている更新筋(幅50cm)上 には,5月 中旬から7月 中旬にかけて ミズナ

ラ稚苗が発生する。 しかしながら,す でに施行されてきた育林手段にもかかわらず,現 実

には ミズナラ稚苗の必要最少限の発生密度ha当 り10万本すなわち更新筋のみを対象 とす

るとm2当 り30本に達 していない部分が生じる場合がありうる。そのときは,稚 苗発生の

当年,1年 生のポット付苗木を,そ の密度に達するように人工植栽する。

7)稚 樹刈出(施 行功程:2人 工)

補植によって,前 述の更新当初における稚苗発生密度が確保されておれば,少 なくとも

4～5年 後には稚樹は70～100cm程 度の樹高に達 してほぼうっ閉状態を構i成する。しか

し,ミ ズナラ稚樹が3～4年 生に達 した段階において,そ の後1～2年 経過 して5年 生に

至 ったときha当 り約3万 本以上の成立密度を確保することが困難と判断された場合は,従

来の針葉樹人工植栽地で行なわれている下刈法とは異なった稚樹刈出を施行する。

その施行方法は,ミ ズナラ稚樹の成立している更新筋(幅50crn)は,ミ ズナラ以外の植

生があって もそのまま放置することを原則とし,伐 採木の末木枝条が堆積 されている放置

筋(幅1m)の みを,ミ ズナラ稚樹の有無にかかわらず,刈 払機を用いて一律に筋刈するも

のである。

(2)優 良形質養成期

8)第1回 除伐(施 行功程:3人 工)

以上の一連の育林手段(更 新技術 ともいえよう)の 施行後から10年生以上の林分に達す

ると上層木と下層木の林冠構成の分化が明らかに認められ,上 層木の中には,ミ ズナラお

よび ミズナラ以外の広葉樹で暴領木ない しは準暴領木が発生 し,ミ ズナラの正常な形質生

長 を阻害する場合がある。

そのような10～15年 生林分に対 して,上 層木中の暴領木→準暴領木→異樹種形質不良木

→ ミズナラ形質不良木の優先順位で,上 層木本数のみを対象 とした本数除伐率を15%以 内

にとどめることを基準 として除伐を施行 し,下 層木は主 とし上層木の樹幹保護樹 としての

機能を発揮 させるためすべて保残する。

9)第2回 除伐

第1回 除伐の施行後から5～10年 経過 した20年 生林分に対 して,必 要に応 じて第2回 目

の除伐を施行する。第1回 目の除伐によって暴領木および準暴領木はほとんどすべてが伐

除 され,し か も第1回 除伐から5～10年 の間に再び暴領木ない しは準暴領木が発生する可

能性はほとん どない と推定 されるから,第2回 目の除伐においては,主 として形質優良な

上層木と競合 している形質不良木が伐除の対象になろう。

なお,そ の除伐程度は,20年 生以後においては一時的ではあって も疎開をさせるべきで

あるから,い く分強度の本数除伐率にせざるを得ないであろう。

10)第1回 枝打

密立状態の維持をあくまでも原則 としながら,暴 領木 ・準暴領木 ・形質不良木が除去 さ



れて25年 生林分に達すると,主伐候補木および準主伐候補木がほぼ判然とした林相を呈 し,

それらの上層木の平均枝 下高は約6m(そ のときの樹高約11m,し たがって樹冠長率約45

%,胸 高直径約8.5cm)に 達 している。 しか し,こ の枝下高はあくまでも林分の平均値で

あるから,な かには6m以 下の主幹部分に枝が着生 しているもの もある。

そこで,第1回 目の枝打は,25年 生林分を対象とし,主伐候補木および準主伐候補木で,

しか も6m以 下の主幹部分に枝が着生 している立木のみに限定 して施行 し,そ れらの枝を

切除 してほとんどすべての主伐候補木および準主伐候補木の枝 ド高を少なくとも6m以 上

にすることを原則 とする。ただし,枯 枝および切口径が6.1crn以L(枝 条径そのものとし

ては約4.5cm以 上)に 達する生枝は,そ の切除をさしひかえるべきである。 したがって,

現実には,す べての枝打対象木の枝 下高を6m以 上にすることが困難な場合 もありうる。

なお,施 行季節は生長開始直前にあたる3月 下旬～4月 上旬が適当であり,手 鋸を用い

て枝の基部を鋸断する。ただ し,枝 隆が発達 していない場合は樹幹に近接 して樹幹面と平

行に切断 し,枝 隆が発達 している場合は枝隆の末端のやや内方で樹幹面 と平行に切断する

(したがって,切 口径は枝条径そのものよりもいく分大きくなる)。

11)第3回 除伐

20年生で第2回 目の除伐が施行されたに もかかわらず,そ の後5年 以上経過する間に,

35年生から開始 される間伐の適切な施行に支障をきたすと予測 される程度の暴領木ない し

は準暴領木が発生した場合は第3回 目の除伐を施行することを原則 とする。ただし,強 度

の疎開をさけるため,25年 生林分を対象とする第1回 目の枝打施行後,2～3年 を経過 し

た27～28年 生林分を対象 とし,暴 領木ない しは準暴領木のみに限定 して巻枯 しを行ない,

徐々に枯死 させるものとする。

12)第2回 枝打

25年生で第1回 目の枝打が施行 された後5年 を経過 して30年 生林分に至ると,第1回 目

枝打の対象 となった主伐候補木および準主伐候補木の平均枝下高は約6.5m(そ のときの樹

高約12m,し たがって樹冠長率約46%,胸 高直径約10.5cm)に 達する。そこで,目 標枝下

高(35年 生で7m以 上)形 成の完全を期する観点から,第1回 枝打で対象 とされた主伐候

補木および準主伐候補木のうち,7m以 下の主幹部分に枝が着生 しているものを対象 とし

て第2回 目の枝打を施行 し,そ れらの枝を切除 してほとんどすべての主伐候補木および準

主伐候補木の枝下高を少なくとも7m(樹 冠長率約42%で,さ きに示 した約46%と 大差は

ない)以 上にすることを原則とする。

なお,第2回 目の枝打において も,施 行季節 ・施行器具 ・枝の切断位置については第1

回目の場合 と同様であることはいふまで もないが,枯 枝および切口径が6.1cm以 上に達す

る生枝の切除はさしひかえるべきである。 したがって,現 実には,す べての枝打対象木の

枝下高を7m以 上にすることは困難な場合 もありうる。

(3)肥 大生長促進期

13)第1回 間伐(施 行功程:20人 工)

以上の一連の育林手段の施行により,35年 生林分に達すると,主 伐候補木および準主伐

候補木の枝下高は原則 として7m以 上(そ のときの樹高約13.5m,し たがって樹冠長率約

48%,胸 高直径約13cm)に なっているから,その後は枝下高をさらに長 くすることを原則



として考慮せず,35年 生から150年 生前後 までの約:115年 間の長期にわたって,年 平均直

径生長量3.6mm(年 輪幅1.8㎜)を 一定に持続 させ,胸 高直径約55cmの 主伐木が,ha

り約150本 成立 している150年 生林分の造成を主 目的として肥大生長の促進をはかるため

当,上 層間伐を適当な繰返 し年と強度によって継続施行 してゆく。

その第1回 目の間伐においては,上 層木中の暴領木の全部→異樹種および競合不良木の

大部分の順に優先的に間伐 し,上 層木材積のみを対象 とした材積間伐率が15%程 度に達す

ることを基準として,さ らに介在木の一部分→株状木の一部分の順に間伐する。なお,下

層木(中 層木も含む)は 主 として主伐候補木および準主伐候補木の樹幹保護樹としての機

能を発揮 させるため,原 則としてすべて保残する。

第4章 基 本 的作 業法 の総 括 的考察

以上の各章は,ミ ズナラ構造 材林造成の育林技術上の基本的要件にもとづき,こ れに適

用すべき作業法に関する理論的研究 と,こ れを裏付けるべき若干の実証的研究(基 礎およ

び応用)で あるが,本 章においては,以 上の研究によって得 られたところの,現 実の ミズ

ナラ構造材林造成段階における基本的作業法の内容を総括するとともに,そ れに もとつい

て総括的考察を試みることにする。

1)基 本的作業法における基本組織

ミズナラ構造材林造成を対象とする作業法は,150年 生前後の伐期に達 した林分を対象

として,そ の林分の結実豊作年秋の種子落下後冬期間内に ミズナラ上木を皆伐 し,そ の伐

採木 自身からの落下種子 を活用 して,そ の皆伐跡地に翌春ただちに ミズナラ稚苗を発生さ

せ,更 新を完了することを基木とすべきである。

この基本組織は,ミ ズナラ構造材林の造成を目的 として,一 定の広さをもつ森林を大面

積皆伐林 ・小面積皆伐林などのいかなる単位林分によって森林を組織化する場合において

も,さ らに林業を経営する場合 において も,そ の単位林分造成の基本 となるものであると

ともに,そ の単位林分に一斉林作業 ・中林作業 ・保残木作業 ・二段高林作業などのいかな

る育林技術を適用する場合において も,そ の単位林分における伐採法および更新法の合理

的組織の基本 となるものである。

2)基 本的作業法の単位林分に対する適用方法の基準

第2章 第4節 で明らかにした基本的作業法の単位林分に対する適用の基本方式 と,第3

章第2節 の総括で明らかに した単位林分に対する基準的育林技術を総括すると,基 本的作

業法の単位林分に対する具体的な適用方法の基準は表4.1に 示すとおりである。

なお,伐 期に達 した林分を選定するにあたっては,ミ ズナラの結実豊作年が4～5年 に

1回 であることを考慮 して,基 準伐期令 を150年 とし,現 実には,そ の前後でそれぞれ5

年程度の幅をもたせることを前提とする。

3)基 本的作業法適用による主伐期単位林分の林分構成および収穫材の目標

この目標については,第3章 第1節 の生長推移のところで検討し,表一3・21に示 したとお

りである。 もちろん,そ の中には,35年 生から主伐期までに施行 される間伐 によって得 ら

れる中間的収穫 は含 まれてはいないとともに,主 伐期においても,構 造用素材以外の収穫

材 も含まれてはいない。


